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令 和 元 年 1 0 月 ３ 日  

自 動 車 局 環 境 政 策 課  

自動車局審査・リコール課 

 

二輪車の車載式故障診断装置の要件が追加されます。 

－道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正－ 
 

二輪車の車載式故障診断装置について、排出ガスを浄化する装置の劣化を監視する等の

要件を追加しました。 

 
中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第13次

答申（平成29年５月））において、二輪車の排出ガス低減対策として、より高度な車

載式故障診断装置（以下「OBDⅡ」という。）を導入することについてとりまとめら

れたこと及び国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（以下

「UN-ECE/WP29」という。）におけるOBDⅡの具体的な検出項目等の議論を踏まえ、道

路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）等の

改正を行いました。 
 
１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の主な改正項目（改正の詳細は別紙

を御覧ください。） 

・  OBDⅡの要件として、失火及び触媒劣化等の故障により排出ガス値が異常レベル

を超える可能性がある場合には、故障を運転者に知らせるとともに、故障時の自

動車使用状況の情報をシステム内に保存すること等を規定します。 
 

 

 

 

 

 

２．適用時期（車種やOBDⅡの要件により適用時期が異なりますので、詳細は別紙を

御覧ください。） 

新型車は令和２年12月から、継続生産車は令和４年11月から適用対象とします。 

 

３．スケジュール 

公布：令和元年 10 月３日 

施行：公布の日 

 
 

問い合わせ先 

 自動車局環境政策課：髙野、菊地 

電 話 番 号：03-5253-8111（内線 42523、42522）、直通 03-5253-8604 

ＦＡＸ番号：03-5253-1636 

 自動車局審査・リコール課：高久、佐藤（圭） 

電 話 番 号：03-5253-8111（内線 42312、42323）、直通 03-5253-8596 

ＦＡＸ番号：03-5253-1636 

故障を運転者に警報するときの表示 

1．法令等 
(1)二輪車の車載式故障診断装置の要件が追加されます。

－1－



 

（別紙） 

 

道路運送車両法関係手数料規則及び道路運送車両の保安基準の 

細目を定める告示等の一部改正について 

 

１．背景 

我が国では、大気環境改善のため、自動車の排出ガス規制を導入しているところであ

り、大気汚染状況、技術開発状況、海外の動向等を踏まえつつ、順次規制を強化してい

ます。 

中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第 13 次答申）」

において、二輪車に対して UN-ECE/WP29 における具体的な検出項目等の議論を踏まえ、

排出ガス発散防止装置に係る OBDⅡを導入することが提言されています。 

今般、UN-ECE/WP29 における議論の進捗を踏まえ、二輪車（総排気量が 50cc 以下、

かつ、最高速度が 50km/h 以下の原動機付自転車を除く。）に対し OBDⅡを導入するため、

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等について所要の改正を行います。 

 

２．改正の概要 

（１）道路運送車両法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）の一部改正 

二輪車の OBDⅡについての保安基準適合性審査に係る試験を受けるに際して、独立

行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して 27 万円と

定めます。 

 

（２）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

①  OBDⅡは、電気系統の断線等を検知したときに運転者に警報するという従来の

要件に加え、故障情報（故障状態を示すコード、故障時の車両使用状況データ

（故障を検知したときのエンジン回転数、水温、油温等のデータ）等）を保存

すること、故障情報は読み出せるものであることについて規定します。 

②  OBDⅡの監視要件は、排出ガス発散防止装置が故障又は劣化したときに WMTC

モードにより測定した排出ガス値が異常レベル（OBD 閾値）を超える可能性があ

るものについて監視・検知できることを規定します。これには、失火や触媒劣

化の監視・検知を含みます。 

③  OBDⅡの試験要件は、故障を再現した部品を車両に装着し、①及び②の要件の

適合性を確認することについて規定します。 

 

（３）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 
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① （２）について、新型車は令和２年 12 月から、継続生産車は令和４年 11 月から適

用対象とし、第一種原動機付自転車については、OBDⅡの技術開発状況を考慮し、適

用を猶予します。 

② （２）の OBDⅡの監視要件のうち、触媒劣化については、新型車は令和６年 12 月

（第二種原動機付自転車は令和７年 12 月）から、継続生産車は令和８年 11 月（第二

種原動機付自転車は令和９年 11 月）から適用とします。 

 

４．スケジュール 

公 布：令和元年 10 月３日 

施 行：公布の日 
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令和元年１１月１５日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

ボルトの錆や左後輪に注意！ 車輪脱落事故３年連続増加「厳しい状況」 

～ 平成３０年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて ～ 

 

１．事故発生状況 

平成３０年度の大型車（車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス）の
車輪脱落事故発生状況は、別紙１のとおりです。 

【主な傾向】 

・冬期に多く発生する傾向に変わりはないが、冬期以外の発生が対前年度１７ポイント増 

・積雪地域に多く発生する傾向に変わりはないが、対前年度１．６ポイント増 

・車輪脱着作業後１ヶ月以内に脱落が集中する傾向にあり、対前年度６．５ポイント増 

・新たな兆候としてホイール・ボルトやホイール自体の錆の除去が不十分のままタイヤ交
換されている可能性が考えられ、車齢４～６年経過した車両の 
脱輪事故が多発 

・タイヤ交換作業が集中する１１月の交換は対前年度１５ポイント 
減、反面、１２月の交換が対前年度１７ポイント増 

・左後輪脱落が全体の９割を占め、対前年度８ポイント増 
 

２．車輪脱落事故防止に係る今後の対策 

平成３０年度は、新たに緊急対策を実施するなどの取り組みを積極的に行ったところです

が、依然として不適切なタイヤ交換作業、交換後の保守管理の不備が主な要因となっている

ことから、「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、昨年度に取り組んで

きた緊急対策に、平成３０年度の事故発生の傾向対策を追加した「令和元年度 緊急対策」

（別紙２）を今年１１月１日に取りまとめたところであり、大型車ユーザーなどの関係者に

対し、その徹底を図ってまいります。また、実態に即した広報啓発方法や点検整備方法など

を検討するワーキングループを今後設置し、更に効果的な事故防止対策を追加的に策定し取

り組むこととしております。 

＜添付資料＞ 

別紙１ 平成 30年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止のための「令和元年度 緊急対策」 

参 考 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ（（一社）日本自動車工業会作成） 
 

平成３０年度のホイール･ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は８１件

（うち人身事故３件）と３年連続で増加し、ピークとなった平成１６年度の８７件に迫る厳

しい状況となりました。 

事故が発生した車両の傾向として、左後輪に脱輪が集中していることに加え、今般、新た

にホイール・ボルトやホイールの錆の除去が不十分のままタイヤ交換されているおそれがあ

ることが確認されたため、関係団体と一致協力して、ボルトの錆の除去など適正な交換作業

の実施、交換後、特に脱輪の多い左後輪の重点点検を大型車ユーザーに求めて参ります。 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8111 (内線:42413、42412)、直通：03-5253-8599、FAX:03-5253-1639 

ハブ・ホイールディスク取付面の状態 

（初度登録Ｈ２５．３） 

(2) ボルトの錆や左後輪に注意！ 車輪脱落事故３年連続増加「厳しい状況」
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）【別紙１】
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年度別の大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故※の発生件数

発生件数（件）

うち人身事故件数（件）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

（件）

（年度）

平成30年度は81件と対前年度14件
増、うち人身事故は3件（軽傷5名）。

3 3 3 3
1

6
8

14

24

11

5

0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

車輪脱落事故発生月別

件数

n=81

81件のうち、平成30年11月～31年2
月に54件（66.6%）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

2

16

21

9
11 11

9

3

0 1 0

18

28

9
8 8

5

2
0

3

0

北海道 東北 北信 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

事故発生場所、事故車両の使用の本拠の位置

発生場所

使用の本拠の位置

積雪地域で46件（56.8%）発生

n=81

50

15

5 4
1 0 1

5

～１月 ～２月 ～３月 ～４月 ～５月 ～６月 ６月～ 不明

車輪脱着から脱落発生までの期間

件数

n=81

81件のうち、車輪脱着作業後１ヶ月
以内に発生したものが50件（61.7%）
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

3

0 0
1

0 0

2
1

0
1

8

15 15

3

0 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

車輪脱落事故直前の３ヶ月以内に「タイヤ交換」

を実施した車両による事故件数

（タイヤ交換実施月別）
件数

11～12月にタイヤ交換を実施し
た車両が30件（65.2%）

n=46

左前輪

0% 右前輪

0%

左後輪

91%

右後輪

9%

脱落車輪の位置

平成３０年度
８１件

0件

7件

0件

74件

左後輪に集中する傾向は、
前年度と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

左輪タイヤの脱落割合が高いことの推定原因

左輪タイヤが多く脱落する原因については、引き続き調査中である
が、以下の可能性が考えられる。

・ 右折時は、比較的高い速度を保ったまま旋回するため、遠心力に
より積み荷の荷重が左輪に大きく働く。

・ 左折時は、低い速度であるが、左後輪がほとんど回転しない状態
で旋回するため、回転方向に対して垂直にタイヤがよじれるよ
うに力が働く。

・ 道路は中心部が高く作られている場合が多いことから、車両が左
（路肩側）に傾き、左輪により大きな荷重がかかる。

前輪タイヤの脱落が少ない推定原因

前輪は、ホイール・ボルトゆるみ等の異常が発生した場合には、ハ
ンドルの振動等により運転手が気付きやすい。
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

4

31件

44件

61件

大型車

ユーザー

49%

整備工場

21%

タイヤ業者

24%

不明

6%

タイヤ脱着作業実施者別

平成３０年度
８１件

40件

17件

19件

5件

定期点検整備

16%

臨時整備

1%

タイヤ交換

62%

タイヤ

ローテーション

15%

不明

6%

タイヤ脱着作業内容別

平成３０年度
８１件

12件

50件

13件

1件

5件

大型車ユーザーの交換が大半
を占める傾向は、前年度と変化
なし

●タイヤ交換
・ 通常タイヤから冬用タイヤへの交換
・ 摩耗したタイヤの交換 など
●タイヤローテーション
・ タイヤの摩耗が偏ることを防止するため、前後・

左右のタイヤを入れ替える

タイヤ交換が半数以上を占める
傾向は、前年度と変化なし

トルク管理不備

17%

劣化・摩耗確認不備

16%

不適合品使用

2%

作業時不備（不明）

2%

増し締め未実施

27%

増し締めトルク

管理不備

11%

増し締め距離

7%

点検時確認不備

17%

不明

1%

発生推定原因

46件
20件

12件

30件

2件

32件

28件

3件

3件

作業時不備

66

38%
保守管理不備

108

61%

• 不適切なタイヤ交換作業、
交換後の保守管理の不備
が主な要因となっている傾
向に変化なし

• 約８割の事業者で事故防止
のポイントが十分認識され
ていないことが確認。
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）

5

0

10

20

30

40

0年 2年 4年 6年 8年 10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年

車輪脱落事故車両の車齢
H27 H28 H29 H30

初度登録年から4～6年経過した
車両に脱輪の発生が多く38.9%
（95件）を占める

6年経過車両の発生34件から
7年経過車両の発生15件と大
幅に減少

n=245

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

車歴４～６年の車両にタイヤ脱輪の割合が高い推定原因

車歴４～６年の車両にタイヤの脱落割合が高い原因については、現在調査中であるが、以下
の可能性が考えられる。

• タイヤの交換時は、ボルト、ナット、ホイールの錆、ゴミ、泥などの異物を除去して組み付
けなければ、必要な締付け力が得られず、ナットの緩みによる脱落が生じやすくなる。

• 平成３０年度の発生状況の中で、車齢４～６年経過した車両は３６件で、交換時にボルト、
ホイールに錆が発生していたと事業者から申告があったもの、メーカーの調査時にハブ
の摩耗が確認できたのは３６件中１５件（４１．７％）となっている。

• これらのことから、積雪地域で使用される車両は、ボルト、ホイール、ハブの錆の進行が
速く、また、その確認が不十分のままタイヤ交換が行われている可能性が考えられる。
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大型車の車輪脱落事故防止のための「令和元年度 緊急対策」 

 

令和元年１１月 

大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故発生件数が３年連続増加となる厳しい状況を受け、連絡会構成団体

は、これまでの緊急対策の取組内容に平成３０年度事故発生の傾向対策を追加した、以下の

内容を速やかに実施することとする。  

 

各団体における実施事項 

団体名 実施事項 

（公社）全日本トラック協会 

（公社）日本バス協会 

（一社）全国自家用自動車協会 

傘下会員の運送事業者・大型車ユーザーに対して、以下の事項

を徹底。 

・日程に余裕を持った計画的な冬タイヤの交換の実施。 

・車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）の実施につ

いて周知。特に脱落の多い左後輪のタイヤについては重点的

に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させるよ

う周知。 

・著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスクホイール

では、適正な締付力が得られないため、点検・清掃を行って

も錆が著しいディスクホイール、スムーズに回らないボル

ト、ナットは使用せず、交換するよう周知。特に、初度登録

年から４～６年経過する車両は、重点的に確認するよう啓

発。 

・増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法やその

際の締付トルクの確認は、必ず帰庫後時にトルクレンチを使

用して確認するよう周知。 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 

全国タイヤ商工協同組合連合会 

（一社）日本自動車タイヤ協会 

日本自動車車体整備協同組合連合会 

（一社）日本自動車販売協会連合会 

全国石油商業組合連合会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締付ける際は、

締過ぎに注意し、最後にトルクレンチ等を使用して必ず規定

トルクで締付け。 

・ホイール・ナットの規定トルクでの締付け及びホイールに適

合したボルト及びナットの使用の実施。特に脱落の多い左後

輪のタイヤについては重点的に実施。 

・入庫する大型車のユーザーに対して、車輪脱落事故防止のた

めの４つのポイントについて周知。特に、増し締めの必要性

や脱落の多い左後輪のタイヤについては徹底的に実施する

よう啓発。 

・特にタイヤメーカーにおいては、自社製品の流通経路を活用

【別紙２】 
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し、タイヤ販売事業者に対してホイール・ナットの規定トル

クでの締付け及びホイールに適合したボルト及びナットの

使用について周知。特に、増し締めの必要性や脱落の多い左

後軸のタイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業の際、著しく錆びたホイール・ボルト、ナ

ット、ディスクホイールでは、適正な締付力が得られないた

め、点検・清掃を行っても、錆が著しいディスクホイール、

スムーズに回らないボルト、ナットは交換が必要であること

を啓発。 

（一社）日本自動車工業会 

（一社）日本自動車車体工業会 

日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・大型車ユーザーに対して、車輪脱落事故防止のための４つの

ポイント（※）の実施について周知。特に脱落の多い左後輪

のタイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業の際、著しく錆びたホイール・ボルト、ナ

ット、ディスクホイールでは、適正な締付力が得られないた

め、点検・清掃を行っても、錆が著しいディスクホイール、

スムーズに回らないボルト、ナットは交換が必要であること

を啓発。 

（一社）日本自動車機械工具協会 

（一社）日本自動車機械器具工業会 

（一社）自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、その正しい

使用方法やトルクレンチは定期的な校正が必要であること

を購入者に説明。 

注：下線部が今回追加する対策の内容 

※印は、以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増締めの実施 

３．日常（運行前）点検における確認 

４．ホイールに適合したボルト及びナットの使用 

 

以上 
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令和元年１２月２５日 

自動車局技術政策課 

 

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの 
公道走行を可能にします。 

～国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について～ 

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、こ

れまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業

用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令

の整備を行います。 
 
１．背景 

農業の生産性の向上の観点から、農耕トラクタが農作業機をけん引したままで公道を走行
できるよう農業者から要請されています。また、「規制改革推進に関する第５次答申～平成
から令和へ～多様化が切り拓く未来～」（令和元年６月６日規制改革推進会議）においても、
安全性の確保を前提とした上で公道走行が可能となる枠組みを早急に行う必要性について
取りまとめられました。これらを踏まえ、今般、以下の告示等の改正等を行います。 

 
２．改正告示・通達 
（１）国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定 
（２）「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について（依命通達）」

（平成９年３月 28日自技第 35 号）の一部改正 
（３）「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月 19 日自技第 193

号）の一部改正 
（４）「道路運送車両の保安基準第 55 条第 1 項、第 56 条第 1 項及び第 57 条第 1 項に規定

する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」（平成 15 年 9月 26 日国土交通省
告示第 1320 号）の一部改正 

 
３．改正概要（上記２．（１）～（４）に関し、それぞれ以下の改正等を行います。） 
（１）トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法施行規則

別表第一における、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定します。 
（２）農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定します。 
（３）農耕トラクタ及び農耕作業用トレーラの基準緩和の取扱いを規定します。 
（４）農耕トラクタが農耕作業用トレーラをけん引したままで、公道の走行が可能となるよう、

制動装置等の基準について緩和できることとします。（詳細は別紙をご覧下さい。） 
 
４．施行日 

令和元年１２月２５日（各運輸局の基準緩和認定は来月を予定。） 
 

なお、本年１１月８日から１２月７日までに実施したパブリックコメントの結果等につきましては、
e-gov のホームページにて公表しています。 
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190929&Mode=3 
 

 
 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 自動車局技術政策課 吉池、市川 
電話：03-5253-8111（内線 42216、42259） 
直通：03-5253-8590 FAX：03-5253-1639 

 

(3) トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
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令 和 ２年 １月 ２ ８ 日 

自動車局審査・リコール課 

整 備 課 

 

タカタ製エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置の拡大について 

１．背景 

タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているた

め、平成 21年以降、総台数 2,106万台（令和元年 11月末時点）のリコールを実施しており

ます。 

加えて、これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両であって未

改修のものを対象に平成 30年 5月 1日より、車検で通さない措置を講じております。 

その対象は、①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエ

アバッグと同じタイプであって生産から 9 年以上経過したものを搭載した車両としており

ます。 

今般、当該措置の開始から時間の経過とともに、国内で異常破裂したエアバッグと同じタ

イプを搭載した車両について、新たに生産から 9年以上経過したものがあること等から、こ

れらを、順次、車検で通さない措置の対象と致します。 

 

２．措置の概要 

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 30 年 4 月以前

にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 2 年 5 月 1

日より車検を通さないこととします（令和元年 11月末時点で対象台数約 24万台）。 

①エアバッグの製造管理が不適切であったもの 

②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 25 年 4 月 1 日より前に製

作された自動車（＝生産から 9年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）   

 

以降、上記と同様の考え方で未改修車両を自動的に車検停止の対象とします（令和元年 11 

月末時点で対象台数約 26万台）（別紙１参照）。 

なお、現時点で対象としない未改修車両についても、不具合事例を収集し、危険性が高い 

と判断した場合には対象に追加します。 

 

 

 【お問い合わせ先】  

自動車局審査・リコール課 多田、片山 

代表：03-5253-8111 （内線：42363）、直通：03-5253-8597 

FAX：03-5253-1640 

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、未改修車両を車検で

通さない措置の対象車両を令和 2年 5月 1日より順次拡大します。 

(4) タカタ製エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置の拡大について
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別紙２ 

現行の対象範囲【平成３０年５月より施行】 

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 28 年 4 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、平成 30

年 5 月 1 日より車検を通さないこととします。 

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの 

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 23 年 4 月 1 日より前に

製作された自動車（＝生産から 9 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）  

[いすゞ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

コモ  平成 13 年 6 月  ～ 平成 20 年 12 月 

[株式会社 SUBARU] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

レガシィ 平成 15 年 4 月  ～  平成 16 年 2 月 

インプレッサ 平成 16 年 1 月  ～  平成 19 年 4 月 

[ダイハツ工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ミラ 平成 14 年 12 月  ～  平成 19 年 11 月 

エッセ 平成 17 年 11 月  ～  平成 23 年 3 月 

ハイゼット 平成 16 年 11 月  ～  平成 22 年 5 月 

ハイゼット デッキバン 平成 17 年 1 月  ～  平成 19 年 11 月 

[トヨタ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アベンシス／アベンシスワゴン 平成 15 年 9 月  ～  平成 20 年 5 月 

アルファード G／V／ハイブリッド 平成 14 年 5 月  ～  平成 20 年 3 月 

アレックス 平成 12 年 11 月  ～  平成 18 年 10 月 

イプサム 平成 13 年 4 月  ～  平成 20 年 12 月 

ヴィッツ 平成 14 年 12 月  ～  平成 20 年 12 月 

ヴェロッサ 平成 12 年 11 月  ～  平成 16 年 10 月 

ヴォクシー 平成 13 年 11 月  ～  平成 19 年 5 月 

ヴォルツ 平成 14 年 5 月  ～  平成 16 年 3 月 

オーハ゜ 平成 14 年 5 月  ～  平成 17 年 4 月 

ガイア 平成 13 年 4 月  ～  平成 16 年 8 月 

カローラ 平成 12 年 7 月  ～  平成 18 年 10 月 

カローラフィールダー 平成 12 年 7 月  ～  平成 18 年 9 月 
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カローラランクス 平成 12 年 8 月  ～  平成 18 年 10 月 

サクシード 平成 14 年 6 月  ～  平成 20 年 12 月 

ソアラ 平成 13 年 4 月  ～  平成 17 年 7 月 

ノア 平成 13 年 11 月  ～  平成 19 年 5 月 

ブレビス 平成 13 年 5 月  ～  平成 19 年 6 月 

プロボックス 平成 14 年 6 月  ～  平成 20 年 12 月 

ベルタ 平成 17 年 11 月  ～  平成 20 年 12 月 

マークⅡ 平成 12 年 9 月  ～  平成 16 年 10 月 

マークⅡブリット 平成 13 年 12 月  ～  平成 19 年 6 月 

ＲＡV４ J／L 平成 15 年 7 月  ～  平成 17 年 10 月 

ＷｉＬＬ サイファ 平成 14 年 9 月  ～  平成 17 年 7 月 

ＷｉＬＬ VS 平成 13 年 4 月  ～  平成 16 年 4 月 

[レクサス（トヨタ自動車株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ＳＣ４３０ 平成 17 年 8 月  ～  平成 19 年 12 月 

[日産自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

キューブ（Z10 型） 平成 12 年 8 月  ～  平成 14 年 8 月 

セフィーロ 平成 13 年 1 月  ～  平成 14 年 12 月 

リバティ 平成 13 年 4 月  ～  平成 16 年 10 月 

ブルーバードシルフィ 平成 13 年 4 月  ～  平成 17 年 12 月 

キャラバン 平成 13 年 5 月  ～  平成 20 年 12 月 

エクストレイル 平成 12 年 10 月  ～  平成 19 年 6 月 

ティアナ 平成 14 年 11 月  ～  平成 20 年 12 月 

ダットサン 平成 13 年 7 月  ～  平成 14 年 8 月 

サファリ 平成 14 年 1 月  ～  平成 19 年 6 月 

プレサージュ 平成 15 年 7 月  ～  平成 20 年 12 月 

フーガ 平成 16 年 10 月  ～  平成 20 年 12 月 

キューブ（Z12 型） 平成 20 年 11 月  ～  平成 24 年 2 月 

マーチ 平成 22 年 6 月  ～  平成 24 年 3 月 

バネット 平成 16 年 3 月  ～  平成 23 年 3 月 

[ビー・エム・ダブリュー株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

316ti 
平成 14 年 1 月  ～  平成 14 年 11 月 

318ti 

318i 平成 13 年 12 月  ～  平成 14 年 11 月 

318Ci 平成 14 年 2 月  ～  平成 14 年 12 月 

318i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 14 年 1 月  ～  平成 14 年 12 月 
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320i 平成 14 年 1 月  ～  平成 15 年 2 月 

325i 平成 14 年 1 月  ～  平成 14 年 11 月 

330i 平成 14 年 1 月  ～  平成 14 年 12 月 

330Ci 平成 14 年 2 月  ～  平成 14 年 12 月 

330Ci ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 13 年 10 月  ～  平成 14 年 12 月 

M3 平成 14 年 2 月  ～  平成 14 年 12 月 

[本田技研工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アコード 平成 14 年 10 月  ～  平成 20 年 3 月 

アコードワゴン 平成 14 年 10 月  ～  平成 19 年 8 月 

インサイト 平成 21 年 1 月  ～  平成 23 年 3 月 

エアウェイブ 平成 17 年 3 月  ～  平成 22 年 8 月 

エディックス 平成 16 年 6 月  ～  平成 21 年 8 月 

エリシオン 
平成 16 年 4 月  ～  平成 23 年 3 月 

エリシオン プレステージ 

クロスロード 平成 19 年 2 月  ～  平成 22 年 8 月 

ザッツ 平成 14 年 1 月  ～  平成 19 年 6 月 

シビック 平成 17 年 8 月  ～  平成 22 年 8 月 

シビック ハイブリッド 平成 13 年 11 月  ～  平成 22 年 12 月 

シビック フェリオ 平成 12 年 8 月  ～  平成 17 年 7 月 

ステップワゴン 
平成 17 年 5 月  ～  平成 21 年 9 月 

ステップワゴン スパーダ 

ストリーム 平成 12 年 8 月  ～  平成 23 年 3 月 

ゼスト/ゼスト スパーク 平成 18 年 2 月  ～  平成 23 年 3 月 

パートナー 平成 18 年 3 月  ～  平成 22 年 1 月 

フィット 
平成 13 年 6 月  ～  平成 23 年 3 月 

フィット シャトル 

フリード 平成 20 年 5 月  ～  平成 20 年 12 月 

モビリオ 平成 13 年 11 月  ～  平成 20 年 4 月 

モビリオ スパイク 平成 14 年 9 月  ～  平成 20 年 4 月 

レジェンド 平成 16 年 9 月  ～  平成 23 年 2 月 

CR-V 平成 13 年 9 月  ～  平成 23 年 2 月 

ＦＣＸクラリティ 平成 20 年 5 月  ～  平成 22 年 8 月 

[HONDA OF AMERICA MFG.,INC.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

インスパイア/セイバー 平成 13 年 3 月  ～  平成 14 年 11 月 

エレメント 平成 15 年 4 月  ～  平成 17 年 6 月 

シビック ＧＸ 平成 13 年 2 月  ～  平成 16 年 3 月 
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[HONDA AUTOMOBILE(THAILAND)CO.,LTD.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

フィット アリア 平成 14 年 11 月  ～  平成 20 年 6 月 

[HONDA CANADA INC.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ラグレイト 平成 13 年 10 月  ～  平成 15 年 10 月 

MDX 平成 15 年 2 月  ～  平成 17 年 12 月 

[マツダ株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アテンザ 平成 14 年 3 月  ～  平成 19 年 11 月 

ＲＸ-８ 平成 15 年 2 月  ～  平成 15 年 6 月 

ボンゴ 平成 16 年 3 月  ～   平成 23 年 3 月 

ボンゴブローニイ 平成 16 年 3 月  ～  平成 22 年 7 月 

タイタン 平成 16 年 2 月  ～  平成 22 年 7 月 

[三菱自動車工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ランサー 平成 15 年 12 月  ～  平成 20 年 12 月 

アイ 平成 17 年 12 月  ～  平成 20 年 12 月 

トライトン 平成 18 年 8 月  ～  平成 22 年 4 月 

デリカ（商用車） 平成 16 年 3 月  ～  平成 23 年 3 月 
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今回追加となる対象範囲【令和２年５月より施行】 

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 30 年 4 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 2年

5 月 1 日より車検を通さないこととします。 

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの 

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 25 年 4 月 1 日より前に

製作された自動車（＝生産から 9 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）  

[アウディジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

A3 平成 17 年 5 月  ～ 平成 25 年 2 月 

A4 平成 16 年 11 月  ～ 平成 20 年 4 月 

A5 平成 21 年 6 月  ～ 平成 23 年 11 月 

A6 平成 16 年 6 月  ～ 平成 23 年 5 月 

S4 平成 16 年 12 月  ～ 平成 20 年 3 月 

S5 平成 22 年 6 月  ～ 平成 23 年 10 月 

S6 平成 18 年 6 月  ～ 平成 22 年 3 月 

Q5 平成 21 年 2 月  ～ 平成 24 年 8 月 

RS4 平成 18 年 6 月  ～ 平成 20 年 5 月 

RS6 平成 20 年 6 月  ～ 平成 22 年 6 月 

[いすゞ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

コモ  平成 13 年 6 月  ～ 平成 24 年 5 月 

[ダイハツ工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

エッセ 平成 23 年 4 月  ～  平成 23 年 8 月 

[トヨタ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アルファード ／ヴェルファイア 平成 20 年 4 月  ～  平成 25 年 3 月 

イプサム 平成 13 年 8 月  ～  平成 21 年 12 月 

ヴィッツ 平成 14 年 12 月  ～  平成 22 年 12 月 

オーリス 平成 18 年 10 月  ～  平成 24 年 7 月 

ガイア 平成 13 年 8 月 

カローラ 平成 12 年 8 月  ～  平成 12 年 12 月 

カローラアクシオ 平成 18 年 9 月  ～  平成 24 年 4 月 
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カローラフィールダー 平成 12 年 8 月  ～  平成 24 年 4 月 

カローラランクス 平成 12 年 8 月  ～  平成 13 年 4 月 

カローラルミオン 平成 19 年 9 月  ～  平成 25 年 3 月 

ノア／ヴォクシー 平成 19 年 6 月  ～  平成 25 年 3 月 

ブレイド 平成 18 年 12 月  ～  平成 24 年 4 月 

ブレビス 平成 13 年 8 月 

プロボックス／サクシード 平成 21 年 1 月  ～  平成 25 年 3 月 

ベルタ 平成 21 年 1 月  ～  平成 24 年 6 月 

マークⅡ 平成 12 年 10 月  ～  平成 13 年 2 月 

ＲＡV４ J／L 平成 15 年 7 月  ～  平成 15 年 8 月 

[日産自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

キューブ（Z10 型） 平成 12 年 8 月  ～  平成 14 年 8 月 

セフィーロ 平成 13 年 1 月  ～  平成 14 年 12 月 

リバティ 平成 13 年 4 月  ～  平成 16 年 10 月 

ブルーバードシルフィ 平成 13 年 5 月  ～  平成 17 年 12 月 

キャラバン 平成 13 年 5 月  ～  平成 24 年 6 月 

エクストレイル 平成 12 年 10 月  ～  平成 19 年 6 月 

ティアナ 平成 14 年 12 月  ～  平成 20 年 11 月 

ダットサン 平成 13 年 7 月  ～  平成 14 年 8 月 

サファリ 平成 14 年 1 月  ～  平成 19 年 6 月 

プレサージュ 平成 15 年 7 月  ～  平成 21 年 8 月 

フーガ 平成 16 年 10 月  ～  平成 21 年 10 月 

バネット 平成 22 年 8 月  ～  平成 25 年 3 月 

オッティ 平成 18 年 9 月  ～  平成 25 年 3 月 

キックス 平成 20 年 9 月  ～  平成 24 年 6 月 

[ビー・エム・ダブリュー株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

M6 ｸｰﾍﾟ 平成 24 年 7 月  ～  平成 25 年 3 月 

M6 ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 24 年 2 月  ～  平成 25 年 1 月 

M6 ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 25 年 2 月 

[プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

Ｃ３ 平成 22 年 3 月  ～  平成 25 年 3 月 

Ｃ４ 平成 23 年 5 月  ～  平成 25 年 3 月 

ＤＳ３ 平成 22 年 3 月  ～  平成 25 年 3 月 

ＤＳ４ 平成 23 年 6 月  ～  平成 25 年 3 月 

ＤＳ５ 平成 24 年 6 月  ～  平成 25 年 3 月 
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[フォルクスワーゲングループジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

VW up! 1.0 / 55kW 平成 24 年 6 月  ～  平成 25 年 3 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.4 平成 19 年 2 月  ～  平成 19 年 8 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.6 平成 19 年 2 月  ～  平成 21 年 3 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.4 / 55kW 平成 19 年 8 月  ～  平成 19 年 9 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.4 / 63kW 平成 21 年 10 月  ～  平成 22 年 5 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.2 / 77kW 平成 22 年 5 月  ～  平成 25 年 3 月 

VW ｸﾛｽﾎﾟﾛ 1.2 / 77kW 平成 22 年 6 月  ～  平成 25 年 3 月 

VW ｺﾞﾙﾌ 1.4 / 90kW 平成 21 年 3 月  ～  平成 25 年 1 月 

VW ｺﾞﾙﾌ 1.4 / 118kW 平成 21 年 3 月  ～  平成 25 年 1 月 

VW ｺﾞﾙﾌ ｶﾌﾞﾘｵﾚ 1.4 / 118kW 平成 23 年 9 月  ～  平成 24 年 11 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｾﾀﾞﾝ 1.4T 平成 23 年 3 月  ～  平成 25 年 3 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 1.4T 平成 23 年 2 月  ～  平成 25 年 3 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 1.8T 平成 22 年 1 月  ～  平成 22 年 8 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｵｰﾙﾄﾗｯｸ 平成 24 年 4 月  ～  平成 24 年 11 月 

VW CC 1.8T 平成 24 年 5 月  ～  平成 25 年 1 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ CC 2.0T 平成 20 年 8 月  ～  平成 23 年 8 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ CC 3.6 V6 4M 平成 20 年 8 月  ～  平成 23 年 11 月 

VW ｼｬﾗﾝ 1.4 / 110kW 平成 23 年 2 月  ～  平成 25 年 3 月 

[本田技研工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アコード 平成 20 年 10 月  ～  平成 25 年 3 月 

インサイト 平成 21 年 1 月  ～  平成 25 年 3 月 

インスパイア 平成 19 年 11 月  ～  平成 24 年 7 月 

エリシオン 
平成 16 年 4 月  ～  平成 25 年 3 月 

エリシオン プレステージ 

オデッセイ 平成 15 年 10 月  ～  平成 20 年 9 月 

シビック 平成 17 年 9 月  ～  平成 22 年 8 月 

シビック ハイブリッド 平成 17 年 9 月  ～  平成 22 年 11 月 

シビック フェリオ 平成 12 年 8 月  ～  平成 12 年 11 月 

ストリーム 平成 12 年 10 月  ～  平成 25 年 2 月 

ゼスト/ゼスト スパーク 平成 23 年 5 月  ～  平成 24 年 6 月 

フィット 
平成 13 年 8 月  ～  平成 25 年 3 月 

フィット シャトル 

フリード 平成 21 年 1 月  ～  平成 25 年 3 月 

レジェンド 平成 16 年 9 月  ～  平成 24 年 6 月 

CR-V 平成 21 年 1 月  ～  平成 23 年 9 月 
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[HONDA CANADA INC.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

MDX 平成 15 年 9 月  ～  平成 18 年 1 月 

[マツダ株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

デミオ 平成 19 年 5 月   ～  平成 25 年 3 月 

ボンゴ 平成 22 年 8 月   ～  平成 25 年 3 月 

[三菱自動車工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アイ 平成 17 年 12 月  ～  平成 25 年 3 月 

デリカ（商用車） 平成 22 年 8 月  ～  平成 23 年 8 月 

デリカ D:5 平成 19 年 1 月  ～  平成 25 年 3 月 

トッポ 平成 18 年 8 月  ～  平成 25 年 3 月 

ランサー 平成 15 年 12 月  ～  平成 21 年 8 月 

トライトン 平成 18 年 8 月  ～  平成 22 年 4 月 

パジェロ 平成 18 年 8 月  ～  平成 25 年 3 月 

パジェロミニ 平成 20 年 8 月  ～  平成 24 年 6 月 

eK-WAGON・eK-SPORT 平成 18 年 7 月  ～  平成 25 年 3 月 

i-MiEV 平成 21 年 7 月  ～  平成 25 年 3 月 

 [メルセデス・ベンツ日本株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ビアノ／V350  平成 18 年 3 月  ～  平成 25 年 3 月 
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今回追加となる対象範囲【令和４年５月より施行】 

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、令和 2 年 4 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 4年

5 月 1 日より車検を通さないこととします。 

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの 

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 27 年 4 月 1 日より前に

製作された自動車（＝生産から 9 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）  

[ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ディスカバリースポーツ 平成 26 年 9 月  ～  平成 27 年 3 月 

[トヨタ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アベンシス／アベンシスワゴン 平成 15 年 9 月  ～  平成 20 年 10 月 

アルファード G／V／ハイブリッド 平成 14 年 5 月  ～  平成 15 年 12 月 

アルファード ／ヴェルファイア 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 12 月 

アレックス 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

イプサム 平成 13 年 4 月  ～  平成 15 年 12 月 

ヴェロッサ 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

オーハ゜ 平成 14 年 5 月  ～  平成 16 年 4 月 

ガイア 平成 15 年 1 月  ～  平成 15 年 12 月 

カローラ 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

カローラフィールダー 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

カローラランクス 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

カローラルミオン 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

ソアラ 平成 13 年 4 月  ～  平成 17 年 7 月 

ノア／ヴォクシー 平成 13 年 11 月  ～  平成 25 年 12 月 

ブレビス 平成 13 年 4 月  ～  平成 15 年 12 月 

プロボックス／サクシード 平成 14 年 6 月  ～  平成 26 年 8 月 

マークⅡ 平成 12 年 11 月  ～  平成 15 年 12 月 

マークⅡブリット 平成 13 年 12 月  ～  平成 15 年 12 月 

ＷｉＬＬ サイファ 平成 14 年 9 月  ～  平成 15 年 12 月 

ＷｉＬＬ VS 平成 13 年 4 月  ～  平成 15 年 12 月 

[レクサス（トヨタ自動車株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ＩＳ Ｆ 平成 26 年 1 月  ～  平成 26 年 7 月 

ＩＳ ２５０Ｃ 平成 26 年 1 月  ～  平成 26 年 8 月 
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ＳＣ ４３０ 平成 17 年 8 月  ～  平成 22 年 7 月 

 [日産自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

バネット 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

オッティ 平成 25 年 4 月 

[ビー・エム・ダブリュー株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

116i 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 2 月 

118i 平成 27 年 2 月  ～  平成 27 年 3 月 

120i 平成 26 年 5 月  ～  平成 27 年 3 月 

M135i 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 3 月 

220i 平成 26 年 1 月  ～  平成 27 年 3 月 

M235i 平成 25 年 11 月  ～  平成 27 年 3 月 

218i Active Tourer 平成 26 年 8 月  ～  平成 27 年 3 月 

218d Active Tourer 平成 27 年 2 月  ～  平成 27 年 3 月 

225i xDr. A.T. 平成 26 年 11 月  ～  平成 27 年 2 月 

218i Gran Tourer 平成 27 年 3 月 

218d Gran Tourer 平成 27 年 2 月  ～  平成 27 年 3 月 

320i 平成 24 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

320d 平成 24 年 6 月  ～  平成 27 年 3 月 

328i 平成 24 年 6 月  ～  平成 27 年 3 月 

335i 平成 25 年 3 月  ～  平成 26 年 11 月 

ActiveHybrid 3 平成 24 年 6 月  ～  平成 26 年 12 月 

320i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 25 年 6 月  ～  平成 27 年 3 月 

328i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 25 年 7 月  ～  平成 25 年 12 月 

335i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 25 年 8 月  ～  平成 26 年 7 月 

420i 平成 25 年 11 月  ～  平成 27 年 3 月 

428i 平成 25 年 6 月  ～  平成 26 年 12 月 

435i 平成 25 年 6 月  ～  平成 27 年 2 月 

420i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 3 月 

428i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 2 月 

435i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 3 月 

523i 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

523d 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

528i 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

535i 平成 25 年 8 月  ～  平成 27 年 1 月 

ActiveHybrid 5 平成 25 年 7 月  ～  平成 26 年 10 月 

523i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 25 年 6 月  ～  平成 27 年 3 月 

523d ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

528i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 2 月 
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535i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 1 月 

550i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 25 年 7 月 

528i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 25 年 8 月 

640i ｸｰﾍﾟ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

650i ｸｰﾍﾟ 平成 26 年 11 月  ～  平成 27 年 3 月 

640i ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 26 年 1 月  ～  平成 27 年 2 月 

650i ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

640i ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

650i ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 25 年 7 月  ～  平成 26 年 10 月 

X5 xDrive 35i 平成 25 年 11 月  ～  平成 27 年 2 月 

X5 xDrive 35d 平成 25 年 7 月  ～  平成 27 年 3 月 

X5 xDrive 50i 平成 25 年 9 月  ～  平成 27 年 2 月 

X6 xDrive 35i 平成 26 年 12 月  ～  平成 27 年 3 月 

X6 xDrive 50i 平成 26 年 10 月  ～  平成 27 年 1 月 

M3 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 2 月 

M4 平成 26 年 3 月  ～  平成 27 年 3 月 

M5 平成 25 年 7 月  ～  平成 26 年 11 月 

M6 ｸｰﾍﾟ 平成 25 年 5 月 

M6 ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 5 月 

M6 ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 6 月 

X5M 平成 27 年 2 月 

[プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

Ｃ３ 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

Ｃ４ 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 10 月 

ＤＳ３ 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

ＤＳ４ 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

ＤＳ５ 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 11 月 

[フォルクスワーゲングループジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

VW up! 1.0 / 55kW 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.2 / 77kW 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 5 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.4 平成 19 年 2 月  ～  平成 19 年 5 月 

VW ﾎﾟﾛ 1.6 平成 19 年 2 月  ～  平成 19 年 5 月 

VW ｸﾛｽﾎﾟﾛ 1.2 / 77kW 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 4 月 

VW ｺﾞﾙﾌ ｶﾌﾞﾘｵﾚ 1.4 / 118kW 平成 25 年 5 月  ～  平成 26 年 2 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｾﾀﾞﾝ 1.4T 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 11 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 1.4T 平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 6 月 

VW ﾊﾟｻｰﾄ ｵｰﾙﾄﾗｯｸ 平成 25 年 5 月  ～  平成 27 年 1 月 

VW CC 1.8T 平成 25 年 5 月  ～  平成 27 年 3 月 
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VW ﾃｨｸﾞｱﾝ 1.4 平成 26 年 12 月  ～  平成 27 年 3 月 

VW ﾃｨｸﾞｱﾝ 2.0T 平成 26 年 12 月  ～  平成 27 年 3 月 

VW ｼｬﾗﾝ 1.4 / 110kW 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

[本田技研工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アコード 平成 14 年 10 月  ～  平成 25 年 5 月 

アコードワゴン 平成 14 年 11 月  ～  平成 19 年 12 月 

インサイト 平成 21 年 4 月  ～  平成 26 年 3 月 

エアウェイブ 平成 17 年 3 月  ～  平成 17 年 12 月 

エリシオン 
平成 16 年 4 月  ～  平成 25 年 8 月 

エリシオン プレステージ 

クロスロード 平成 19 年 2 月  ～  平成 19 年 8 月 

ザッツ 平成 14 年 1 月  ～  平成 19 年 6 月 

シビック 平成 19 年 7 月  ～  平成 22 年 8 月 

シビック ハイブリッド 平成 13 年 12 月  ～  平成 21 年 9 月 

シビック フェリオ 平成 12 年 8 月  ～  平成 17 年 7 月 

ステップワゴン 平成 17 年 12 月  ～  平成 19 年 9 月 

ストリーム 平成 12 年 11 月  ～  平成 26 年 4 月 

ゼスト/ゼスト スパーク 平成 18 年 4 月  ～  平成 23 年 6 月 

フィット 
平成 13 年 6 月  ～  平成 27 年 3 月 

フィット シャトル 

フリード 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

フリード スパイク 平成 25 年 7 月  ～  平成 25 年 9 月 

モビリオ 平成 13 年 12 月  ～  平成 20 年 4 月 

モビリオ スパイク 平成 14 年 9 月  ～  平成 20 年 4 月 

CR-V 平成 13 年 9 月  ～  平成 23 年 11 月 

[HONDA OF AMERICA MFG.,INC.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

インスパイア/セイバー 平成 13 年 4 月  ～  平成 14 年 11 月 

エレメント 平成 15 年 2 月  ～  平成 17 年 10 月 

シビック ＧＸ 平成 13 年 3 月  ～  平成 15 年 3 月 

[HONDA AUTOMOBILE(THAILAND)CO.,LTD.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

フィット アリア 平成 14 年 11 月  ～  平成 20 年 8 月 
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[HONDA CANADA INC.（本田技研工業株式会社）] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ラグレイト 平成 13 年 10 月  ～  平成 16 年 3 月 

MDX 平成 15 年 3 月  ～  平成 18 年 1 月 

[マツダ株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アテンザ 平成 17 年 5 月   ～  平成 19 年 11 月 

デミオ 平成 19 年 5 月   ～  平成 26 年 9 月 

ボンゴ 平成 24 年 7 月   ～  平成 27 年 3 月 

タイタン 平成 16 年 3 月   ～  平成 18 年 5 月 

[三菱自動車工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

アイ 平成 25 年 4 月 

デリカ D:5 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

トッポ 平成 25 年 4 月 

パジェロ 平成 25 年 4 月  ～  平成 27 年 3 月 

eK-WAGON・eK-SPORT 平成 25 年 4 月 

i-MiEV 平成 25 年 10 月  ～  平成 27 年 3 月 

[メルセデス・ベンツ日本株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

V350  平成 25 年 4 月  ～  平成 26 年 6 月 
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今回追加となる対象範囲【令和６年５月より施行】 

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、令和 4 年 4 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 6年

5 月 1 日より車検を通さないこととします。 

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの 

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 29 年 4 月 1 日より前に

製作された自動車（＝生産から 9 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）  

[アウディジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

TT 平成 27 年 6 月  ～ 平成 29 年 1 月 

R8 平成 28 年 3 月  ～ 平成 29 年 2 月 

[ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

XE 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 1 月 

XF 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 10 月 

F-PACE 平成 27 年 12 月  ～  平成 28 年 10 月 

ディスカバリースポーツ 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

[トヨタ自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

カローラルミオン 平成 27 年 4 月  ～  平成 27 年 12 月 

[日産自動車株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

バネット 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 1 月 

[ビー・エム・ダブリュー株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

118i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

118d 平成 28 年 3 月  ～  平成 29 年 3 月 

120i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 2 月 

M135i 平成 27 年 6 月  ～  平成 28 年 3 月 

M140i 平成 28 年 8 月  ～  平成 29 年 3 月 

220i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

M235i 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 4 月 
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M240i 平成 28 年 11 月  ～  平成 29 年 3 月 

218i Active Tourer 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

218d Active Tourer 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

225i xDr. A.T. 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 3 月 

225xe Active Tourer 平成 27 年 11 月  ～  平成 28 年 9 月 

218i Gran Tourer 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

218d Gran Tourer 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

220i Gran Tourer 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

318i 平成 28 年 6 月  ～  平成 29 年 3 月 

320i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

320d 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

330i 平成 27 年 8 月  ～  平成 28 年 5 月 

330e 平成 27 年 12 月  ～  平成 29 年 3 月 

340i 平成 27 年 7 月  ～  平成 28 年 9 月 

320d ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 29 年 3 月 

320i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 7 月 

328i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 27 年 8 月 

335i ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 27 年 7 月 

420i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

428i 平成 27 年 10 月  ～  平成 28 年 2 月 

435i 平成 27 年 8 月  ～  平成 27 年 11 月 

440i 平成 28 年 2 月  ～  平成 29 年 3 月 

420i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

428i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 27 年 5 月  ～  平成 27 年 11 月 

435i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 27 年 5 月  ～  平成 27 年 12 月 

440i ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 28 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

523i 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

523d 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

528i 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 6 月 

535i 平成 27 年 8 月 

550i 平成 27 年 8 月 

ActiveHybrid 5 平成 28 年 1 月  ～  平成 28 年 2 月 

523i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

523d ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 10 月 

528i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 27 年 8 月  ～  平成 28 年 7 月 

535i ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 7 月 

640i ｸｰﾍﾟ 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 7 月 

650i ｸｰﾍﾟ 平成 27 年 8 月  ～  平成 29 年 3 月 

640i ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 27 年 8 月  ～  平成 29 年 3 月 

640i ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

650i ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 27 年 8 月  ～  平成 29 年 1 月 

X1 sDrive 18i 平成 27 年 11 月  ～  平成 29 年 1 月 
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X1 xDrive 18d 平成 28 年 7 月  ～  平成 29 年 2 月 

X1 xDrive 20i 平成 27 年 12 月  ～  平成 29 年 2 月 

X1 xDrive 25i 平成 27 年 12 月  ～  平成 29 年 1 月 

X3 xDrive 20i 平成 28 年 7 月 

X3 xDrive 20d 平成 28 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

X3 xDrive 28i 平成 28 年 11 月  ～  平成 28 年 12 月 

X4 xDrive 28i 平成 28 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

X4 xDrive 35i 平成 28 年 4 月  ～  平成 28 年 9 月 

X4 M40i 平成 28 年 2 月  ～  平成 29 年 3 月 

X5 xDrive 35i 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 11 月 

X5 xDrive 35d 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

X5 xDrive 40e 平成 27 年 7 月  ～  平成 29 年 3 月 

X6 xDrive 35i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

X6 xDrive 50i 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

M2 平成 27 年 12 月  ～  平成 29 年 3 月 

M3 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

M4 平成 27 年 5 月  ～  平成 29 年 3 月 

M5 平成 27 年 10 月 

M6 ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 7 月 

X5M 平成 27 年 8 月  ～  平成 29 年 3 月 

X6M 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

[プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

Ｃ３ 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 12 月 

Ｃ４ 平成 27 年 5 月  ～  平成 29 年 3 月 

ＤＳ３ 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

ＤＳ４ 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 3 月 

ＤＳ５ 平成 27 年 8 月  ～  平成 29 年 2 月 

[フォルクスワーゲングループジャパン株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

VW up! 1.0 / 55kW 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 7 月 

VW cross up! 1.0 / 55kW 平成 27 年 7 月  ～  平成 28 年 7 月 

VW CC 1.8T 平成 27 年 4 月  ～  平成 27 年 12 月 

VW ﾃｨｸﾞｱﾝ 1.4 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 2 月 

VW ﾃｨｸﾞｱﾝ 2.0T 平成 27 年 5 月  ～  平成 28 年 3 月 

VW ｼｬﾗﾝ 1.4 / 110kW 平成 27 年 4 月  ～  平成 27 年 7 月 

[マツダ株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

ボンゴ 平成 27 年 4 月   ～  平成 28 年 6 月 
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[三菱自動車工業株式会社] 

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲 

デリカ D:5 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 2 月 

パジェロ 平成 27 年 4 月  ～  平成 29 年 1 月 

i-MiEV 平成 27 年 4 月  ～  平成 28 年 6 月 

 

なお、現在、タカタ製エアバッグのリコールを届出している以下の自動車メーカー等におい

ては、今回の措置の対象となる車両はありません。 

 FCAジャパン株式会社 

 Tesla Motors Japan 合同会社 

 ニコルレーシングジャパン合同会社 

 日野自動車株式会社 

 フェラーリ・ジャパン株式会社 

 フォード・ジャパン・リミテッド 

 McLaren Automotive Asia Pte Ltd 

 ＵＤトラックス株式会社 
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※
１

 お
持
ち
の
車
が
今
回
の
措
置
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
ご
確
認
頂
く
か
、
各
自
動
車
メ
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窓
口
ま
で
ご
相
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く
だ
さ
い
。
 

※
２

 
各
自
動
車
メ
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カ
ー
の
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ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
お
持
ち
の
車
の
リ
コ
ー
ル
届
出
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
で
き
ま
す
。
「
車
台
番
号
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
手
元
に
車
検
証
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
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http://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/search/index.html


令 和 ２ 年 1 月 3 1 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 

自 動 車 局 審 査 ・ リ コ ー ル 課 

 

乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を 

導入し、新車を対象とした義務付けを行います。 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」（令和元年６月18日、関係閣僚会

議）を受け、同年12月17日に発表を行った高齢運転者等による交通事故の削減に向けた車

両安全対策等の措置方針に基づき、乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準

を導入し、世界に先駆けて新車を対象とした義務付けを行います。 

国土交通省自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡

充・強化を進めています。 

今般、「乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置に係る協定規則（第152号）」が、国連欧州経

済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において採択されたことに加え、「未就学児等及

び高齢運転者の交通安全緊急対策」に基づき、我が国においてもこの基準を導入するとともに、新

車を対象とした義務付けを行います。 

 

１． 保安基準等の主な改正項目（別紙参照） 

（１）専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ

及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。）であって乗車定員 10 人未満の

もの及び貨物の運送の用に供する自動車（三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自

動車並びに被牽引自動車を除く。）であって車両総重量 3.5 トン以下のものには、協定規

則第 152 号に規定された要件に適合した乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置を備えな

ければならないこととする。 

 

（２）上記の改正について、以下のとおりの適用とする。 

 国 産 車 輸 入 車 

新 型 車 令和３年 11 月 令和６年７月 

継続生産車※ 令和７年 12 月 令和８年７月 

    ※軽トラックは令和９年９月 
 

 （３）上記のほか、所要の改正を行う。   

 

２．公布・施行 

公 布 ： 1月31日（本日） 

施 行 ： 公布の日 

 
※安全運転サポート車に搭載されている衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援装置はあくまで安

全運転の支援であり、交通事故の防止や被害の軽減には役立ちますが機能には限界があり作動

しない場合もあります。機能を十分に理解した上で、過信せずに引き続き安全運転を心がけて

いくことが重要です。 

【自動車を安全に使うためには】https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/carsafety.html 

(5)乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を導入し、新車を対象とした義務 

付けを行います。 

－37－



 

【別紙】 

 

装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令 

及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の 

一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 178 回会合において、「乗用

車等の衝突被害軽減制動制御装置に係る協定規則（第 152 号）」が新たに採択された。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。）等について、所要

の改正を行うこととする。 

 

※協定規則（原文）については次のとおり。 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29rep.html 

 

２．改正の概要 

（１）装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・ 型式指定の対象となる特定装置の種類に、乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置を追加する。 

・ 協定規則第 152 号に基づき認定された乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置は、型式指定を

受けたものとみなすこととする。 

 

（２）道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

特定装置としての乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置の保安基準適合性についての審査を

受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案してそ

れぞれ定める。 

 

（３）細目告示の一部改正 

専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそ

りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。）であって乗車定員 10人未満のもの及び貨物の

運送の用に供する自動車（三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車

を除く。）であって車両総重量 3.5 トン以下のものには、協定規則第 152 号に規定された要件に

適合した乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならないこととするほか、所要の

改正を行う。 
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（４）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

（３）の改正について、新型車は令和３年 11 月（輸入自動車は令和６年７月）から、継続生産

車は令和７年 12月（輸入自動車は令和８年７月、貨物の運送の用に供する軽自動車は令和９年９

月）から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

 

（５）その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係告示について所要の改正を行う。 

 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和２年１月 31 日 

 施 行：公布の日 
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令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 

自動車局技術政策課 

自動運転車に関する安全基準を策定しました！ 
～自動運転車のステッカーのデザインも決定～ 

 

安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るため、自動運転車の安全性能やその作動状態の

記録項目等を定めた安全基準を策定するとともに、周囲に自動運転車である旨を分かりやすく表示

するために車体に貼付するステッカーのデザインを決定しました。 

                                                                                                                                                                                                                                                                

１．背 景 

昨年 5 月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 14 号）により、

国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」※１が追加されました。当該部分に係る規定が本

年４月１日に施行されることを受けて、今般、「道路運送車両の保安基準」（昭和 26 年運輸省令第

67 号）等について所要の改正等を行い、自動運行装置の安全基準等を策定しました。 

 

２．概 要 

自動運行装置の安全基準 

［性能］ 

(1) 走行環境条件※２内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと 

(2) 走行環境条件外で、作動しないこと 

(3) 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの間、

安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること 

(4) 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること 

(5) 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること  等 

［作動状態記録装置］ 

自動運行装置の ON/OFF の時刻、引継ぎ警報を開始した時刻、運転者が対応可能でない状態

となった時刻等を６ヶ月間にわたり（又は２５００回分）記録できること 

［外向け表示］ 

自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付 

（メーカーに要請） 

 

走行環境条件の付与手続き 

(1)場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出 

(2)国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは

条件を付与 

その他 

無人移動サービス車の実用化等においても基準緩和認定制度を活用できるよう措置  等 

 
 

                    
【お問い合わせ先】 

自動車局 技術政策課 笹本・今村・加隈・東田 

電話：03-5253-8111（内線 42255）、03-5253-8591（直通）  
FAX：03-5253-1639 

※１ プログラムにより自動的に自動車を運行させるための装置 

※２ 場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度など自動運

転が可能な条件。 この条件はシステムの性能によって異なる 

※詳細は別添１・２を参照 

((6)自動運転車に関する安全基準を策定しました！ 

－41－
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令 和 ２ 年 ３ 月 

自 動 車 局 

 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令等について 
 

１．改正の背景 

昨年 5月 24 日に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以下「改

正法」という。）は、安全な自動運転車等の開発・実用化・普及を図るため、道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）の対象装置への「自動運行装置」の追加等

の内容の改正を行うものである。当該追加に関する改正法の規定の施行期日は公布の日から起算して

１年を超えない範囲内とされており、施行に向けて当該装置等の保安基準等について策定する必要が

あることから、所要の改正等を行う。 

 

２．改正の概要 

[省令] 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令 

（１）保安基準の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・自動運行装置を備える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを

有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、プログラムに

よる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定め

る基準に適合するものでなければならないものとする。 

・自動車の電気装置（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自

動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。）は、サイバーセキュリティを確保できるもの

として、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならないこととする。 

・自動車の電気装置（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自

動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、当該装置に組み込まれた

プログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定める基準に適合するも

のでなければならないものとする。 

・原動機付自転車について専ら歩道のみを走行するものを緩和措置の対象としていたが、歩道以外を

走行するものも緩和措置の対象とする。 

 

（２）道路運送車両法施行規則の一部改正 

走行環境条件の付与の手続きに関する規定を追加するほか、所要の改正を行う。 

[走行環境条件の付与の手続きの概要] 

・走行環境条件の付与を申請する者は、「自動運行装置が使用される状況（場所、気象、交通等）」等
を記載した申請書、申請に係る装置が以下に適合することを証する書類等を国土交通大臣に提出
すること。 

－申請書に記載された状況で使用されるものと仮定した場合おいて、自動運行装置に係る保安基

準に適合するものであること。 

・国土交通大臣は、不正の手段により付与を受けたとき等には、条件の付与を取り消すことができる。 

別添２ 
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（３）装置型式指定規則の一部改正 

   型式指定の対象となる特定装置の種類に、自動運行装置等を追加する。 

 

（４）道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

特定装置としての自動運行装置等の保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行

政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める。 

 

（５）その他の関係省令の一部改正 

上記のほか、関係省令について所要の改正を行う。 

 

 

[告示] 

（１）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 

以下の改正のほか、所要の改正を行う。 

①道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 ※要件の詳細は別紙 

・自動運行装置について、走行環境条件内外での安全性能やドライバーモニタリング機能等に係

る要件を規定する。 

・上記のうち、高速道路等での低速自動運行装置に係る詳細要件を別添技術基準に規定する。 

・作動状態記録装置について、記録項目、保存期間等を別添技術基準に規定する。 

・サイバーセキュリティシステムについて、車両のリスクアセスメント（リスクの特定・分析・評

価）を行うこと等を別添技術基準に規定する。 

・プログラム等改変システムについて、危険及び無効なプログラム改変を防止するための改変の

確実性・整合性の確保等を別添技術基準に規定する。 

・走行環境条件の付与の際に適用する基準を明確化する規定を追加する。 

 

②道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のために必要な事項

を定める告示の一部改正 

・自動運行装置に係る保安基準の一部について、代替策を講じることで当該基準を適用除外とす

る措置を講じる。 

 

③道路運送車両の保安基準第 55 条第１項、第 56 条第１項及び第 57 条第１項に規定する国

土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部改正 

・自動運転の実証実験に係る自動車についての基準緩和認定制度について、事業化の際など実証

実験以外の場合にも適用できることとする。 

・原動機付自転車については、実証実験の場合に、同様の緩和措置を可能とする。 

 

（２）サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程の制定 

国土交通大臣による、申請者のサイバーセキュリティを確保するための業務管理システム（リ

スクアセスメントの実施などに関する組織的な管理体制・方法等）の適合証明書の交付手続きに係

る規定の整備を行う。 
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（３）サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領の制定 

上記（２）に基づき、サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明の詳細及び当該シス

テムの技術基準について規定する。   ※技術基準の詳細は別紙 

 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和２年３月 31 日 

 施 行：令和２年４月１日 
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 [自動運行装置の要件の概要] 

 自動運行装置の作動中、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないものであること。 

 運転者の意志ある操作により作動及び停止を行うことができるものであること。 

 自動運行装置の作動中、走行環境条件を満たさなくなる場合、運転者に対し運転操作を促す警報を

発し、運転者が当該警報に従って運転操作を行わないときは車両を安全に停止するものであること。

警報は、原則、走行環境条件を満たさなくなる前に十分な時間的余裕をもって発するものであること。 

 他の交通又は障害物との衝突のおそれがある場合には、衝突を回避するか又は衝突時の被害を最大

限軽減するための制御を行うことができるものであること。 

 走行環境条件を満たしていない場合又は自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合に当該

装置が作動しないこと。 

 自動運行装置の作動状況を運転者が容易かつ確実に認知できるよう表示するものであること。 

 自動運行装置の作動中、運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを

常時監視し、運転者が当該状態にない場合には、その旨を運転者に警報するものであること。 

 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合、その旨を運転者に視覚的に警報するものであ

ること。 

 自動運行装置の機能について冗長性をもって設計されていること。 

 

 

[高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準の概要] 

 システムが作動する最高速度は 60km/h であること。 

 センサーによる前方検知範囲は少なくとも 46m 以上であること。側方検知範囲は少なくとも自車の

隣接車線の全幅を検知できるものであること。 

 走行車線内での走行を維持し、かつ、いかなる車線表示も越えることがないこと。 

 前方車両との車間距離は、急な割り込みなど一時的に遵守できない場合を除き、自車速度に応じた

所定の距離以上であること。 例：6.7m（20km/h の場合）、15.6m（40km/h の場合） 

 運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを、運転者のまばたき、閉

眼、顔・体の動き等により判断すること。 

 実車試験により各機能要件を確認するとともに、シミュレーション試験により、走行環境条件内に

おいて、システムが周囲の交通状況に応じて適切な制御を行い、合理的に予見可能で防止可能な衝突

を起こさないことを証明すること。 

  

別紙 
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[作動状態記録装置の技術基準の概要] 

 記録項目 

－システムの作動状況が別の状況に変化した時刻 

－システムによる引継ぎ要求が発せられた時刻 

－システムがリスク最小化制御を開始した時刻 

－システムの作動中に運転者がハンドル操作などによりオーバーライドを行った時刻 

－運転者が対応可能でない状態となった時刻 

－システムが故障のおそれのある状態となった時刻 

 保存期間等 

－６か月間又は 2500 回分 

 保存された記録は、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できること。 

 保存された記録が改ざんされないよう適切に保護されていること。 

 

 

[サイバーセキュリティシステムの技術基準の概要] 

 車両のシステム間および外部システムとの相互関係を考慮し、車両のリスクアセスメント（リスク

の特定・分析・評価）を行うとともに、リスクへの適切な対処・管理を行うこと。 

 セキュリティ対策の有効性を検証するための適切かつ十分な試験を実施すること。 

 

 

[プログラム等改変システムの技術基準の概要] 

 危険及び無効なプログラムの改変を防止できるようプログラム等の改変の確実性及び整合性を確保

しなれければならない。 

 型式に関連するプログラム等のバージョン（識別番号）は、車載式故障診断装置の読み取り部分（OBD

ポート）等の電子通信インターフェースを使用して容易に読み出すことができ、また、不正な変更か

ら保護されていること。 

 無線によるプログラム等の改変を行う機能を有する場合には、上記要件に加え、以下の要件を満た

すものでなければならない。 

－失敗又は中断した場合に、車両を改変前の状態に復元又は安全な状態にできるものであること。 

－車両が無線改変に必要な電力を有している場合にのみ、無線改変を実行できるものであること。 

－改変の目的、内容、所要時間、成否等の情報が使用者等に通知されるものであること。 

 

 

 [サイバーセキュリティ業務管理システムの技術基準の概要] 

サイバーセキュリティ業務管理システムは、開発・生産・生産後の各段階を考慮したものであること。 

リスク評価の実施や当該評価を最新状態に保つことなどにより、セキュリティが十分に確保されるも

のであること（自動車製作者等が契約したサプライヤー等においても同様）。 
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２．通達等 

(1)道路運送車両法施行規則第３条「特定整備の定義」の解釈について 

国自整第２７５号の２ 

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日 

 

一般社団法人日本自動車工業会会長 殿 

日本自動車輸入組合理事長 殿 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長 殿 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長 殿 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会会長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

 

 

道路運送車両法施行規則第３条「特定整備の定義」の解釈について 

 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14号）により、分解整備の範囲に

ついて、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に

拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改

める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっています。 

これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局自動車

技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

本解釈に関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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国 自 整 第 ２ ７ ５ 号 

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日 

 

 

各運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長 

 

 

 

道路運送車両法施行規則第３条「特定整備の定義」の解釈について 

 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14号）により、分解整備の範囲に

ついて、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に

拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改

める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっている。 

また、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年省令第６号）による改

正後の道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第３条において、特定整備の

定義が規定されたところ、この特定整備の定義の透明化を図るため、標記について別紙のと

おりとすることとしたので、これらについて了知するとともに、関係者に周知徹底を図り、

今後はこれにより遺漏なきよう取り扱われたい。 

なお、「道路運送車両法施行規則第３条及び第 57 条の改正点の解釈について」（昭和 42 年

６月 28 日付、自整第 98 号）及び「道路運送車両法施行規則第３条「分解整備の定義」の解

釈について」（平成８年８月 20 日付、自整第 151 号）は、令和２年４月１日限りで廃止する。 

 本通達については、別添のとおり関係団体あて通知していることを申し添える。 

 

 

 

別 添 
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別紙 

 

道路運送車両法施行規則第３条「特定整備の定義」の解釈 

 

Ⅰ 特定整備の解釈 

 自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、以下では、特定整備に該当す

る主要な作業を例示する。 

 なお、ここでいう「取り外し」、「取付位置若しくは取付角度の変更」及び「機能の調整」

には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しない状態に至らしめる行為も含ま

れる。 

また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいう。特に、

整備とは、給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常

に保つ又は正常に復するための作業（行為）をいう。 

 

 １  分解整備（道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74号。以下「施行規則」

という。）第３条に規定するものをいう。）について 

  ⑴ 原動機（施行規則第３条第１号関係） 

    原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

    ① 原動機関係 

      シリンダブロック（ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダ

ブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。） 

  ⑵ 動力伝達装置（施行規則第３条第２号関係） 

    動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① クラッチ関係（二輪の小型自動車は除く。） 

     クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、

クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプ

リング 

   ② ギヤ関係 

     マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコ

ンバータ（CVT を含む｡)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差

動制限装置、ファイナルギヤ 

   ③ 推進軸・駆動軸関係 

     プロペラシャフト､ユニバーサルジョイント､センタベアリング､ドライブシャフ

ト､等速ジョイント 

  ⑶ 走行装置（二輪の小型自動車は除く。）（施行規則第３条第３号関係） 

    走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① 懸架・回転装置 

     フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング

及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナック

ルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト 
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  ⑷ かじ取り装置（施行規則第３条第４号関係） 

    かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① ステアリング操作機構関係 

     かじ取りフォーク 

   ② ステアリングギヤ機構関係 

     ギヤボックス 

   ③ リンク機構関係 

     ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロ

ッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロ

ッド、スレーブレバー 

  ⑸ 制動装置（施行規則第３条第５号関係） 

    制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① ドラムブレーキ関係 

     ブレーキドラム（二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く｡)、ブレーキシュー、

ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング 

   ② ディスクブレーキ関係 

     ブレーキキャリパ（ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む｡)、

シリンダ、ピストン、ブレーキディスク 

   ③ ホース、パイプ、バルブ関係 

     ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポ

ーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバル

ブ、レギュレータバルブ、ABS アクチュエータ、ABS モジュレータ、ASR モジュレー

タ 

   ④ 分配・倍力関係 

     マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置 

  ⑹ 緩衝装置（施行規則第３条第６号関係） 

    緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① 緩衝関係 

     リーフスプリング、エアスプリング 

  ⑺ 連結装置（施行規則第３条第７号関係） 

    連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。 

   ① 連結装置関係 

     キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック 

  ⑻ 付随作業が分解整備に該当するもの 

   ① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外

して自動車を整備又は改造するもの。 

   ② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボック

スを取り外して自動車を整備又は改造するもの。 
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 ２ 電子制御装置整備（施行規則第３条に規定するものをいう。）について 

  ⑴ 運行補助装置（施行規則第３条第８号関係） 

   ① アからエのいずれかの取り外し 

   ② アからエのいずれかの取付位置若しくは取付角度の変更 

   ③ ア又はイの機能の調整（スキャンツールを用いて電子的な調整又は ECU の学習（コ

ーディング）を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及

び消去を除く。） 

     ア センサー 

前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線

レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすこ

とのないソナー等を除く。 

     イ 電子計算機 

ECU（Electronic Control Unit）をいう。 

     ウ 自動車の車体前部 

バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の

脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。 

     エ 窓ガラス 

アのセンサーが外部の状況を検知するための映像又は外部の状況を検知する

ために発した信号が透過する窓ガラス（直接センサーと接していなくとも、当

該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。） 

なお、施行規則第３条第８号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」と

いう。）に規定する自動命令型操舵
だ

機能（協定規則第 79 号における CategoryB1 に該

当するものに限る。）をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御

装置をいう。 

  ⑵ 自動運行装置（施行規則第３条第９号関係） 

    道路運送車両法第 41 条第１項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の

整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当

該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造 

 

Ⅱ 特定整備の解釈に関する問合せ窓口 

  この通達に示した作業は一般的な例であるため、全ての整備作業を網羅したものではな

い。したがって、この他不明な点については特定整備の定義に関する問合せ窓口において

対応する。 

  （窓口の連絡先） 

  国土交通省自動車局整備課整備係 

  住  所：〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

  電話番号：03-5253-8111（内線 42412） 

  ＦＡＸ番号：03-5253-1639 
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(2)自動車特定整備事業の認証等の取扱方針について 

国自整第２７６号の２   

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日   

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局整備課長       

 

 

 

自動車特定整備事業の認証等の取扱方針について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす

整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その

名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることと

なっています。 

 これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局

自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本取扱方針に関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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別添 

国自整第２７６号 

令和２年２月６日 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長       

 

 

   自動車特定整備事業の認証等の取扱方針について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす

整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その

名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることと

なっている。 

ついては、「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱

い及び指導の要領について」（平成 14 年７月１日付け国自整第 63 号）によるほか、

別紙のとおり「自動車特定整備事業の認証等の取扱方針」を定めたのでので了知され

るとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。 

なお、「自動車分解整備事業認証業務資料の送付について」（昭和 26 年 10 月 10 日

付け自整第 47 号）及び「自動車分解整備事業の屋内作業場に関する認証基準の取扱

いについて」（平成 19 年７月５日付け国自整第 55 号）は、令和２年４月１日限りで

廃止する。また、「道路運送車両法施行規則第３条及び第 57 条の改正点の解釈につい

て」（昭和 42 年６月 28 日付け自整第 98 号）は、令和２年４月１日限りで廃止するこ

ととしている。 

また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 
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別紙 

 

自動車特定整備事業の認証等の取扱方針 

 
１．第 77 条 自動車特定整備事業の種類 

自動車特定整備事業の種類は、道路運送車両法第 77 条に掲げるものであるが、

一事業場であらゆる種類の自動車の特定整備を行う場合は、２種類（普通自動車、

小型自動車）の事業の認証を受けなくてはならない。 

 

２．第 78 条 自動車特定整備事業の認証 

（１）「自動車特定整備事業者」とは、他人の需要に応ずると自己の必要のためにす

るとを問わず、有償無償に拘らず、自動車の特定整備（法第 49 条、施行規則第

３条参照）を継続的に又反覆的に行うもの（運送事業者等の自家工場も含む）

をいい、取り外された自動車の部分についてのみ整備するもの（例えば従来の

単一工場）は、特定整備とはならない。すなわち、普通自動車等の場合、車か

ら取り外してから委託されたエンジンについてのみの修理（例えばオーバー・

ホール又はボーリング等）を行うものは、特定整備ではないが、エンジンを自

動車に取り付け自動車として整備することを事業とするときは、特定整備事業

となる。 

（２）対象とする自動車の種類並びに対象とする整備の種類及び対象とする装置の

種類の外に、業務の範囲を限定するときは、次により行うものとする。 

①原動機の特定整備を行う事業場であって、軽油を燃料とする原動機又はガ

ソリン若しくは液化石油ガスを燃料とする原動機の点検・整備を行わない事

業場にあっては、その業務の範囲を、それぞれ「軽油を燃料とする原動機を

除く」、「ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を除く」とすること。 

②カタピラを有する大型特殊自動車に限定して特定整備を行う事業場にあっ

ては、その業務の範囲を「カタピラ付大型特殊自動車に限る」とすること。 

③従来の取扱いにより、業務の範囲を「ジーゼル自動車」又は「ガソリン自動

車」に限定して認証した事業場が、業務の範囲を上記①の範囲に変更しよう

とするときは、業務の範囲の変更に係る所定の手続きを行うこと。 

（３）条件には、停止条件と解除条件と二つがあり、認証に条件を附する場合は、

それぞれ次のとおりである。 

①停止条件 設立登記のすんでいない会社を認証する場合の条件であって認

証の効力は、会社の登記がすんでから発生するものとすること。 

②解除条件 認証後、一定期間内に事業を開始することを義務づけ、もしも、

その期間を過ぎても事業を開始しない時は、認証を失効とする

こと。 

（４）認証したときは、申請書の正本を運輸局長が、副本を運輸支局長等がそれぞ

れ保管すること。 

 

－55－



     

３．第 79 条 申請 

（１）「認証を受けようとするもの。」すなわち第 78 条の「事業を経営しようとす

る者。」は、個人企業の場合は、その事業主であるが、会社（法人）の場合、そ

の会社（法人）自体である。従って、法人の場合は、申請者名としては、会社

名をかけば、よいわけであるが会社の意思を表明することが出来る者として代

表者名も併記する必要がある。この場合の代表者としては、必ずしも社長でな

くても、代表権を委任されておれば、誰でもよいので、事業場各地にあって、

本社の代表者が申請、その他の手続を行うのが繁雑であるときは、各地の適当

な者に認証関係の行為の代理を委託しておけば、事務処理上便利である。なお、

この際には、申請書又は届出書に、委任状を添付する必要がある。 

（２）第２項の書面（施行規則第 57 条第４号の国土交通大臣の定める作業機械等

に係るものに限る。）については、適切な技術的能力を有する者が「自動車検査

用機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日自整第 121 号）により公

正に試験を実施し、その結果を記載したものであること。 

（３）「商業登記簿の謄本、その他必要な書面」は、原則的には、申請書を受付けて

から必要に応じて要求すべきであるが、一般的に、特に必要と思われるものは、

あらかじめ、提出を規定してもよい。 

なお、商業登記簿の謄本は、通常は、必要でないが、申請者の実在が疑わし

い場合、それを確認するために、この種の謄本類の提出を求めてもよい。 

   

４．第 80 条 認証基準 

（１）屋内作業場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の間口、奥行 

間口、奥行は物理的に車両が進入し得れば、自由に幅を間口、長さを奥行と

取り扱って差し支えない。 

また、電子制御装置点検整備作業場として要求される空間の中にシャッター

の設置等による障害物があっても、対象とする自動車の進入に支障がないもの

は、施行規則別表第４に規定する電子制御装置点検整備作業場の規模の基準を

満足するものとして扱うこととする。 

（２）電子制御装置点検整備作業場の床面 

いわゆる２柱リフト、ピット等が設置されている場合であっても、エーミン

グ作業に支障がなく、適切にエーミング作業を実施することができる作業場の

規模を有している場合には、平滑に舗装されていると扱ってよい。 

この場合において、適切にエーミング作業を実施することができる作業場の

規模を有しているか否かについては、電子制御装置整備を行う自動車について、

エーミング作業に必要なスペースを確認のうえ判断すること。 

（３）機械工具について 

検車装置は、ピット、検車台、オート・リフト及びエア・リフト等であって

ガレージ・ジャッキは含まない。 

（４）点検・整備に係る情報を入手できる体制 

点検・整備に係る情報を入手できる体制として、次に掲げるものを有してい
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る場合は、当該体制を有するものと扱って差し支えない。 

①次のアからウのいずれかに掲げる自動車の型式に固有の技術上の情報 

ア 自動車製作者等が作成している整備要領書等を有していること 

イ （一社）日本自動車整備振興会連合会が運営する FAINES やインター

ネットを通じて自動車製作者等が提供する技術的な情報を常時入手で

きる環境を有すること 

ウ 自動運行装置の点検・整備を行う事業場の場合にあっては、自動車製

作者等と情報提供に関する契約の締結などにより、点検・整備に必要な

情報を入手できる環境があることを証する書面を有していること 

②エーミング作業に必要な機器 

ターゲット等の専用器具を他の整備事業者からの借用、共同保有等入手す

る方法を確認すること。ただし、エーミング作業に必要なターゲット等の専

用器具を保有している場合にあっては、この限りでない。 

（５）車両整備作業場と点検作業場が併設されている場合であって、これらの作業

場の境部分に柱等がなく、かつ、自動車の搬入・搬出及び整備作業において、

特に支障がないと判断される場合は、土台部分ではなく、柱部分で寸法を測定

しても差し支えないものとする。 

支障の有無の判断については、複数の者により検討を行うなど慎重を期すこ

と。 

この場合、当該柱の土台部分は、事故防止、注意喚起を図るため、ゼブラマ

ーク塗装等で土台部分と床面との区別を明確にする等の必要な措置を講ずる

こと。 

なお、土台部分がある場合、この部分で測定しても施行規則別表第４に定め

る「間口」の寸法を満足することがより望ましい。 

（６）壁、扉等のない作業場の取扱い(ひさし等の取扱い関連) 

道路運送車両法上は、雨天時に雨にさらされることなく、作業機械等を用い

て適切に特定整備作業を行うため、基本的には、雨をしのぐ屋根が有れば良い。 

（７）部品整備作業場の取扱い 

屋内作業場のうち、部品整備作業場については、建築確認に係る所管行政庁

において「倉庫」や「店舗」と判断される場合もある。 

なお、建築確認に係る所管行政庁において部品整備作業場が「倉庫」や「店

舗」と判断される場合には、例えば、第一種住居地域及び第二種住居地域にお

いて、普通乗用自動車及び小型四輪自動車の下回りを扱う専門認証工場を設置

することが可能となる。 

（８）第１項第２号ハの「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない。」は、

「未成年者」の性格（民法第６条）を注意的に説明したものである（自動車登

録番号標交付代行者規則第３条第４号８の「未成年者」と同じことを云ったも

の）。 
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５．第 81 条 変更届等 

（１）第１項第１号の事業者の「氏名又は名称」とは、法人の場合は、法人の名称

のみで代表者名は含まない。個人の場合は、個人の氏名のみで商号等は含まな

いが、代表者名又は個人の商号の変更についても、届を提出するように指導す

る方が認証した業者の実態をつかむためには望ましい。 

（２）第１項第４号の「事業場の設備」としては、施行規則第 58 条により、屋内作

業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長

さに限定してあるから、他の設備の変更は、届出の必要がない。なお、間口、

奥行とは、施行規則別表第４の設備基準の備考に規定している意味のものであ

る。 

 

６．第 91 条の３ 遵守事項 

（１）整備主任者は、他の事業場の整備主任者を兼ねることはできないが、工員を兼

務することは差し支えない。また、一事業場に必要に応じて複数の整備主任者を

選任することができる。 

（２）分解整備及び電子制御装置整備（施行規則第３条に規定するものをいう。）を行

う事業場の整備主任者であって、一事業場に複数の整備主任者を選任する場合で

あっても、施行規則第 57 条第７号ハの規定を満たさない者は選任できない。 

（３）整備主任者の届出を行う場合であって、整備主任者を交替するときは、変更届

出のみを行う。記載事項としては、前任者と新任者について記入し、増員する場

合は、新任者のみ記載する。 

 

７．第 93 条 事業の停止等 

（１）第１号の「この法律に基づく命令。」とはこの法律に基づく政令、及び省令を指

す。 

（２）認証基準に適合しない者が虚偽の申請を行って認証を受けた場合は、行政行為

のあやまちであるから、本条の規定によることなく、認証の取消を行うことがで

きる。従ってこの場合は、聴聞を行う必要もないわけである。 

 

 

附則 （令和２年２月６日 国自整第 276 号） 
本規定は、令和２年４月１日から施行する。 
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(3)道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号）の   

施行に伴う解釈について 

国自整第２７７号の２   

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日   

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局整備課長       

 

 

 

道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号）

の施行に伴う解釈について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備の範

囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は

改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定

整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっています。 

 これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局自動

車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本取り扱いに関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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別添 

国自整第２７７号   

令和２年２月６日   

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長       

 

 

道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号）

の施行に伴う解釈について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備の範

囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は

改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定

整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっている。 

ついては、「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及

び指導の要領について」（平成 14 年７月１日付け国自整第 63 号）によるほか、下記のと

おりとしたので、了知されるとともに、関係者に周知徹底し、遺漏のないよう取り扱われ

たい。 

 

 

記 

 

 

１．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号。以

下、「改正省令」という。）附則第４条に規定する「自動車特定整備事業に相当する事

業」とは、改正省令第３条第８号に規定する自動車の整備又は改造のほか、同省令附則

第４条第１号から第５号までに掲げる区分に応じた、各号それぞれに掲げる自動車の整

備又は改造であって、保安基準の適用の有無にかかわらず、同種の装置を含むものとす

る。 

この場合において、改正省令第３条第８号の取扱いについては、「道路運送車両法施

行規則第３条「特定整備の定義」の解釈について」（令和２年２月６日付け国自整第275

号）を参考にすること。 
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２．改正法附則第２条第２項に規定する経過措置の期間に適用される自動車特定整備事業

に相当する事業を経営している者の当該事業の範囲については、改正省令第４条に規定

されているところであるが、当該事業の経営が行われているか否かについては、構内外

注（「電子制御装置点検整備に係る構内外注及び外注の取扱いについて」（令和２年２月

６日付け国自整第 279 号）で定義するものをいう。以下同じ。）した場合と同様に、自

らの管理の下、他の事業者の作業員が行う作業も含むが、自らの管理下になく、他の事

業者に委託していた作業（いわゆる外注）については、当該事業に含まれない。 

 

３．改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業

を経営している者のうち、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令（昭和 42 年

運輸省令第 27 号。以下「昭和 42 年改正省令」という。）附則の規定により作業場の規

模の基準について改正前の同規則の適用を受けている者であって、電子制御装置整備

（改正省令第３条に規定するものをいう。）を対象とする整備の種類とした認証を受

ける際において、電子制御装置点検整備作業場の設置に関し、離れた電子制御装置点検

整備作業場の取扱い（「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係

る取扱い及び指導の要領について」平成 14 年 7 月 1 日付け、国自整第 63 号）第１節

中、「３．」に規定するものをいう。）による場合、かつ、現に認証を受けている事業場

の所在地に変更がない場合にあっては、昭和 42 年改正省令附則中「事業場の位置の変

更」には該当しないものとして扱って差し支えないこととする。 

 

４．分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の要件は、改正省令第 62

条の２の２第１項第７号により定められたところであるが、改正法による改正前の道路

運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者のうち、電

子制御装置整備（改正省令第３条に規定するものをいう。）を対象とする整備の種類と

した認証を受けた際に、当該整備主任者の要件を満たさなくなる者について、新たな選

任等に係る手続きが必要になるが、次に掲げる要件を満たす場合には、この手続きを令

和３年３月 31 日まで猶予することとして差し支えない。 

また、手続きを猶予した施行日において現に改正前の道路運送車両法施行規則第 62

条の２の２第１項第５号に規定する整備主任者にあっては、施行規則第３条第８号に規

定する運行補助装置又は同条第９号に規定する自動運行装置を備えていない自動車に

限り、整備主任者に係る業務のみ行えるものとする。 

なお、令和３年３月 31 日までに必要な手続きを完了しない場合にあっては、「自動

車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて（平成 18 年

３月２日付け国自整第 127 号）別表１違反事項欄中、「変更の未届出」に該当すること

を申し添える。 

① 少なくとも１人は、改正省令第 62 条の２の２第１項第７号の要件を満たす者を

選任すること 

② 選任等に係る手続きは令和３年３月 31 日までに行うこと 
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③ ②に係る手続きを猶予する予定の者は、電子制御装置整備に必要な知識及び技能

について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習の受講計画を管理し、その計

画を提出すること 

 

５．改正省令附則第５条において、道路運送車両法の一部を改正する法律（昭和 44 年法

律第 68 号）附則第２条第４項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（平

成 10 年運輸省令第 67 号）附則第２項の規定により旧施行規則第 62 条の２の２第１項

第５号に規定する整備主任者とみなされている者であって、施行日以後引き続き当該事

業場の従業員である者のうち、施行規則第 62 条の２の２第７号による運輸監理部長若

しくは運輸支局長が行う講習を修了した者にあっては、同規則第 57 条第７号中、講習

を修了した者とみなして差し支えない。 

－62－



 

(4)特定整備記録簿の記載要領について 

国自整第２７８号の２ 

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

 

特定整備記録簿の記載要領について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14号）により、分解整備の範囲に

ついて、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に

拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改

める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっています。 

これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局自動車

技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

本要領に関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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別添 

 

国自整第２７８号 

令和２年２月６日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

 

自動車局整備課長      

 

 

特定整備記録簿の記載要領について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14号）により、分解整備の範囲に

ついて、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に

拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改

める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることとなっている。 

従来から、特定整備記録簿の記載については、自動車の点検及び整備に関する手引（平成

19 年国土交通省告示第 317 号）を参考にして記載するよう指導してきたところであるが、今

般の改正により、自動車特定整備事業者が他の自動車特定整備事業者に電子制御装置整備の

作業を外注する場合及び事業場内に限り電子制御装置点検整備作業場以外の場所でエーミン

グ作業を実施することが認められることとなったため、これらについて、「自動車特定整備事

業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」（平成 14 年

７月１日付け国自整第 63 号）によるほか、別紙のとおり特定整備記録簿の記載要領を定めた

ので、今後は本要領に基づき特定整備事業者を指導されたい。 

 本要領については、別添のとおり関係団体あて通知していることを申し添える。 
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別紙 

特定整備記録簿の記載要領 

 

１．自動車特定整備事業者が電子制御装置整備の作業を外注する場合の記載は、次のとおり

とする。 

 （１）電子制御装置整備の一部を構内外注（「電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の

取扱いについて」令和２年２月６日付け、国自整第 279 号で規定するものをいう。）し

た場合には、特定整備の概要に構内外注した作業がわかるように記載すること。 

 

   （記載例） 

○×ガラス（内）、レーダー  ○Ａエーミング 

    ※ガラス交換を構内外注し、レーダー交換及びエーミング作業を自ら行った場合 

 

 （２）電子制御装置整備の一部を他の自動車特定整備事業者に外注（「電子制御装置整備に

係る構内外注及び外注の取扱いについて」で規定するものをいう。以下同じ。）した場

合、外注元の特定整備記録簿には、外注した作業がわかるように記載すること。 

 

   （記載例） 

外注元の特定整備記録簿：○×レーダー  エーミング（外） 

外注先の特定整備記録簿：○Ａエーミング 

    ※レーダー交換を外注元、エーミング作業を外注先で実施した場合 

 

    なお、外注先の特定整備事業者は、自らが行った作業を特定整備記録簿に記録した

うえ、外注元の特定整備事業者を経由するなどしてその写しを自動車の使用者に交付

するとともに、道路運送車両法に基づき、当該記録簿をその記載の日から２年間保存

しなければならない。 

 

 （３）電子制御装置整備の全部を他の自動車特定整備事業者に外注した場合、外注元の特

定整備事業者は特定整備記録簿に記載しないこと。 

 

なお、外注先の特定整備事業者は行った全部の作業を特定整備記録簿に記録したう

え、外注元の特定整備事業者を経由するなどしてその写しを自動車の使用者に交付し、

道路運送車両法に基づき、当該記録簿をその記載の日から２年間保存しなければなら

ない。 

 

２．事業場内に限り電子制御装置点検整備作業場以外の場所において電子制御装置整備作業

を実施した場合には、当該作業を実施した場所を記載する。なお、この場合、エーミング作

業については、天候及びエーミング作業を電子制御装置点検整備作業場以外の場所で行っ

た理由を特定整備記録簿に記載すること。 
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   （記載例） 

    ○Ａエーミング（電子制御装置整備作業場の屋上、晴れ、電子制御装置整備作業場の

寸法を超過） 

    ※入庫した車両については、自社の電子制御装置点検整備作業場でエーミング作業

を行えないことから、電子制御装置整備作業場の屋上でエーミング作業を行った

場合 

 

   （記載例） 

    ○×バンパ（○○板金工場） 

    ※離れの作業場（○○板金工場）でバンパ交換を行った場合 
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(5)電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領について 

国自整第２７９号の２   

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日   

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長       

 

 

 

電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす

整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その

名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることと

なっています。 

 これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局

自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本要領に関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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別添 

国自整第２７９号  

令和２年２月６日  

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長       

 

 

 

電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす

整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その

名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることと

なっている。 

ついては、「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱

い及び指導の要領について」（平成 14 年７月１日付け国自整第 63 号）によるほか、

別紙のとおり「電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領」を定めたので

ので了知されるとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 
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別紙 

電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領 

 

１．構内外注について 

電子制御装置整備の認証を受けている自動車特定整備事業者（以下「特定整備事

業者」という。）の事業場において、自らの管理の下、他の事業者の作業員が行う作

業（以下「構内外注」という。）については、次に掲げる条件を満たす場合にあって

は、当該特定整備事業者が行った作業とみなす。この場合において、構内外注の作

業員は、他の事業者の従業員であるが、当該事業者については、自動車特定整備事

業の認証の取得の有無は問わない。 

（１）構内外注における電子制御装置整備は、特定整備事業者の自らの管理の下で

行われることから、その旨の取り決めが交わされていること 

（２）特定整備事業者は、「特定整備記録簿の記載要領について」（令和２年２月６

日付け国自整第 278 号）に基づき、特定整備記録簿に構内外注した旨を記載し、

その写しを使用者に交付すること 

 

２．外注（一部又は全部）について 

これまでも、使用者から整備の依頼を受けた分解整備事業者が、他の分解整備事

業者に対し、整備作業を委託（以下「外注」という。）することが認められている。 

新たに特定整備の対象となった電子制御装置整備においても、その作業の一部又

は全部を他の特定整備事業者に外注する事業形態が想定されるため、電子制御装置

整備の一部又は全部を外注する場合は、使用者に対し電子制御装置整備の作業責任

が明確となるよう、次のとおり取り扱うこと。 

この場合において、いわゆる入庫から電子制御装置整備に係る作業の実施、管理

を行い、特定整備記録簿の記載をするまでの一連の全ての作業を他の特定整備事業

者に外注することを全部外注といい、全部外注を除き、自らの管理の下、その作業

の一部を他の特定整備事業者に外注すること一部外注という。 

（１）特定整備事業者から他の特定整備事業者に全部外注する場合 

電子制御装置整備の作業の責任は外注先の特定整備事業者にあるため、整備

作業後に当該外注先の特定整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しについ

ては、外注元の特定整備事業者を経由するなどして使用者に対して交付するこ

ととなる。 

なお、外注元の特定整備事業者が指定自動車整備事業者の場合であって、法

第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定により保安基準適合証、

保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付するときは、指定自動車整備

事業規則（昭和 37 年運輸省令第 49 号）第６条第１項各号に掲げる点検の結果、

必要となった整備を実施する必要があることから、電子制御装置整備を全部外
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注することはできない。 

 

（２）特定整備事業者から他の特定整備事業者に一部外注する場合 

電子制御装置整備の作業の責任は外注元の特定整備事業者にあるため、整備

作業後に当該外注元の特定整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しについ

ては、外注元の特定整備事業者が使用者に対して交付することとなる。 

また、外注元の特定整備事業者が指定自動車整備事業者の場合であっても、

作業の責任は外注元の指定自動車整備事業者にあるため、整備作業後に当該外

注元の指定自動車整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しを使用者に対し

て交付することとなる。なお、法第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１

項の規定により保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を

交付するときは、「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に

係る取扱い及び指導の要領について」（平成 14 年 7 月 1 日付け国自整第 63 号。

以下「指導要領通達」という。）第２節２．によるほか、別添「指定自動車整備

事業者における電子制御装置整備の一部外注の取扱い」により取り扱うこと。 

 

附則（令和２年２月６日 国自整第 279 号） 

 本規定は、令和２年４月１日から施行する。 

  

－70－



     

別添 

指定自動車整備事業者における電子制御装置整備の一部外注の取扱い 

 

１．外注することができる指定自動車整備事業者 

指定自動車整備事業者が、指定自動車整備事業規則第６条第１項各号に掲げる点

検の結果、必要となった整備のうち、電子制御装置整備について他の自動車特定整

備事業者に整備作業の一部外注することができる。この場合において、法第 94 条

の５第４項後段の規定は適用できない。 

 

２．次に掲げる手順を参考に当該事項を遵守すること。 

指導要領通達の項目（括弧内は指導要領

通達の該当する規定番号） 

エーミング作業を一部外注する場合の

例 

① 警告灯の確認、使用者への問診、故

障診断等により必要となる電子制御

装置整備内容を把握すること（第２節

２．①） 

不具合を示す警告灯を確認した場合に、

故障のあったときの不具合の症状や状

況などを使用者に問診を行い、スキャン

ツールで故障コード（DTC）を読み取るな

ど、故障内容を確認するほか、前方の状

況等を検知するためのカメラの外観上

の不具合や明らかなズレがないことの

確認、その他車両の外観上から不具合に

つながる可能性の故障がないかの確認

（原因究明）を行う。 

② ①で把握した必要な整備箇所につ

いて、他の自動車特定整備事業者に対

して作業指示を行うこと（第２節２．

②） 

原因究明した結果を作業依頼書に記載

するなど、外注する他の特定整備事業者

に作業依頼する。 

③ ②の整備作業後に、委託した他の自

動車特定整備事業者から作業内容を

記載した書面等を求め、適切に整備が

実施されていることを、当該書面及び

現車を用いて確認するとともに、②の

整備の適切性等を確認すること。（第

２節２．③） 

 

電子制御装置整備後に、整備作業の実施

内容を記載した書面（作業実施書等）を

外注する他の特定整備事業者に求め、特

定整備事業者から作業完了した車両に

ついて、依頼した作業が適切に実施され

ていることを作業実施書等及び当該車

両を用いて確認するとともに、スキャン

ツールを用いて、他の DTC が出ていない

か、作業指示した内容以外に不具合の発

生の有無を確認するなどとともに、整備
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作業のできばえを確認する。この場合に

おいて、作業実施書等は整備作業の内容

によっては、外注先の特定整備事業者が

記載する特定整備記録簿の写しでも差

し支えない。 

④ ③の作業の適切性が確認できたと

きは、その整備作業を指定整備記録簿

に記載すること（第２節２．④） 

③の確認を行い、適切であったと認めら

れるときは、「指定整備記録簿の記載要

領について」（平成７年３月 27 日付け国

自整第 67 号）を参考に指定整備記録簿

に作業実施書等に記載されている内容

をもとに作業内容等を記載し、指定整備

記録簿と作業実施書を併せ持ち、指定整

備記録簿の記載の日から２年間保管す

る。 
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(6)「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 
 

国自整第２８０号の２   

令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日   

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長       

 

 

 

「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす

整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その

名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行されることと

なっています。 

 これに伴い、今般、標記通達について新たに制定した旨を別添のとおり地方運輸局

自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本要領に関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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別添 

国自整第２８０号 

令和２年２月６日  

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿  

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長       

 

 

 

「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により、分解整備

の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼ

す整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、

その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、本年４月１日をもって施行される

こととなっている。 

これに伴い、今般、標記通達について別添新旧対照表のとおり改正したので了知

されるとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知した

ので申し添える。 
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別
添
 

「
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
７
年
３
月
２
７
日
付
け
自
整
第
６
７
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．「

点
検
及
び
整
備
の
概
要
等
」
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
以
下
「
指
定
規

則
」
と
い
う
。）

第
６
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
、
点
検
の
結
果
必
要
と
な
っ
た
整
備
の
概
要
（
道

路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

第
３
条
に
規
定
す
る
電
子
制
御
装
置
整
備
の
一

部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
を
含
む
。）

及
び
交
換
し
た
部
品
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

こ
の
場
合
、
当
該
自
動
車
の
点
検
整
備
記
録
簿
の
写
し
を
記
録
簿
に
確
実
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

記
載
に
替
え
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

 

な
お
、
電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

別
紙
の
記
載
例
を
参
考
に
当
該
事
業
者
名
等
を
余
白
部
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

２
．
「
自
動
車
検
査
証
、
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載
事
項
と
の
照
合
」

の
欄
（
指
定
規
則
第
４
号
様
式
に
あ
っ
て
は
、
「
自
動
車
検
査
証
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載

事
項
と
の
照
合
」
の
欄
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
が
自
動
車
の
構
造
に
関
す
る
検
査

に
加
え
、
指
定
規
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
若
し
く
は
登
録
識
別
情
報

等
通
知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
（
施
行
規
則
第
４
３
条

の
２
の
各
号
に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
現
車
と
の
照
合
を
行
っ
た
う
え
で
、
当
該
自
動

車
の
諸
元
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン
ク
の
容
量
に
つ

い
て
照
合
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
容
量
に
つ
い
て
は
、「

そ

の
他
」
の
項
目
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．「

点
検
及
び
整
備
の
概
要
等
」
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。）

第
６
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
、
点
検
の
結
果
必
要
と
な
っ
た
整
備
の
概
要
及
び
交

換
し
た
部
品
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

こ
の
場
合
、
当
該
自
動
車
の
点
検
整
備
記
録
簿
の
写
し
を
記
録
簿
に
確
実
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

記
載
に
替
え
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

 

   

２
．
「
自
動
車
検
査
証
、
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載
事
項
と
の
照
合
」

の
欄
（
規
則
第
４
号
様
式
に
あ
っ
て
は
、
「
自
動
車
検
査
証
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載
事
項

と
の
照
合
」
の
欄
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
が
自
動
車
の
構
造
に
関
す
る
検
査
に
加

え
、
規
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
若
し
く
は
登
録
識
別
情
報
等
通
知

書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
第
４
３
条
の
２
の
各
号
に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
現
車
と
の
照
合
を
行
っ
た
う
え
で
、

当
該
自
動
車
の
諸
元
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン
ク
の

容
量
に
つ
い
て
照
合
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
容
量
に
つ

い
て
は
、
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
記
載
す
る
こ
と
。
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2
 

 

新
 

旧
 

３
．
～
４
．
 
（
略
）

 

５
．
 
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
４
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
員
が
点
検
及
び
検
査
を
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
 
（
略
）

 

（
２
）
「
自
動
車
検
査
証
、
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載
事
項
と
の

照
合
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
が
自
動
車
の
構
造
に
関
す
る
点
検
に
加
え
、
指
定
規
則
第
７

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
若
し
く
は
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
と
現
車
と
の
照
合
を
行
っ
た
う
え
で
、
当

該
自
動
車
の
諸
元
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン
ク
の

容
量
に
つ
い
て
照
合
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
容
量
に
つ

い
て
は
、
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
３
）
 
（
略
）

 

（
４
）「

目
視
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
指
定
規
則
第
６
条
第
１
項
各
号
の
点
検
に
よ
り
保
安
基

準
適
合
性
が
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果
及
び
整
備
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
の

検
査
の
結
果
を
含
め
、
各
装
置
に
関
し
て
目
視
、
ハ
ン
マ
等
に
よ
り
行
う
も
の
に
つ
い
て
総
合
的
に
判
断

し
、
そ
の
結
果
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

２
．
～
６
．
 
（
略
）
 

 

 附
則
（
平
成
２
０
年
１
０
月
１
０
日
 
国
自
整
第
８
５
号
）
 

 
 
本
改
正
規
定
は
、
平
成
２
０
年
１
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
一
時
抹

消
登
録
証
明
書
の
提
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

  

附
則
（
令
和
２
年
２
月
６
日
 
国
自
整
第
２
８
０
号
）
 

１
 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
３
年
１
０
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
本
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
１
項
の
規
定
中
「
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
令

和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
は
、「

他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
又
は
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
１
４
号
）
附
則
第
２
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
」
と
す
る
。

 

  

 

３
．
～
４
．
 
（
略
）

 

５
．
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
４
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
員
が
点
検
及
び
検
査
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
 
（
略
）

 

（
２
）
「
自
動
車
検
査
証
、
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
記
載
事
項
と
の

照
合
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
が
自
動
車
の
構
造
に
関
す
る
点
検
に
加
え
、
規
則
第
７
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
若
し
く
は
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
と
現
車
と
の
照
合
を
行
っ
た
う
え
で
、

当
該
自
動
車
の
諸
元
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン

ク
の
容
量
に
つ
い
て
照
合
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
容

量
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
３
）
 
（
略
）

 

（
４
）「

目
視
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
６
条
第
１
項
各
号
の
点
検
に
よ
り
保
安
基
準
適

合
性
が
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果
及
び
整
備
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
の
検

査
の
結
果
を
含
め
、
各
装
置
に
関
し
て
目
視
、
ハ
ン
マ
等
に
よ
り
行
う
も
の
に
つ
い
て
総
合
的
に
判
断

し
、
そ
の
結
果
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

２
．
～
６
．
 
（
略
）
 

 附
則
（
平
成
２
０
年
１
０
月
１
０
日
 
国
自
整
第
８
５
号
）
 

 
 
本
改
正
規
定
は
、
平
成
２
０
年
１
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
一
時
抹

消
登
録
証
明
書
の
提
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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3
 

 

新
 

旧
 

 別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

（
略
）
 

 前
照
灯
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

（
略
）
 

 

電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
の
記
載
例

 

 ・
外
注
先
整
備
工
場
名
（
所
在
地
）：

〇
〇
自
動
車
整
備
工
場
（
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
２
－
１
－
３
）

 

・
外
注
し
た
整
備
内
容
：
フ
ロ
ン
ト
バ
ン
パ
交
換
及
び
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業

 

・
外
注
作
業
完
了
日
：
令
和
〇
年
〇
月
〇
日

 

・
外
注
部
分
で
き
ば
え
確
認
：
済
（

※
で
き
ば
え
確
認
の
チ
ェ
ッ
ク
は
「
レ
」
点
で
も
可
）

 

 

 別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

（
略
）
 

 

前
照
灯
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

（
略
）
 

 

（
追
加
）
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(7)「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について
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別
 
紙

 

 

「
自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」（

昭
和

36
年

11
月

25
日
自
車
第

8
8
0
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
通
達

 
新
旧
対
照
表

 

昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日
付
け
自
車
第

8
8
0
号

 
 

改
正
 
令
和

2
年

2
月

2
8
日
付
け
国
自
整
第

2
9
8
号
 

 

新
 

旧
 

（
別
添
）

 

自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

 

第
１
章

 
総
則

 

１
－
１
～
１
－
２
（
略
）

 

１
－
３
（
用
語
の
定
義
）
 

 
こ
の
要
領
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運
輸
省

令
第
７
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）、

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
２
６
年

運
輸
省
令
第
６
７
号
。
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。）
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の

細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
１
４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６
１
９
号
。
以
下
「
細
目
告

示
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
２
章
及
び
第
３
章
の
規
定
の
適
用

関
係
の
整
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
１
５
年
国
土
交
通
省
告
示

第
１
３
１
８
号
。
以
下
「
適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
１
）
～
（
２
）
（
略
）

 

（
３
）「

自
動
車
検
査
・
整
備
情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
検
査
結
果
デ
ー
タ
等
自
動
車
検

査
に
か
か
る
各
種
情
報
を
蓄
積
及
び
分
析
す
る
ほ
か
、
自
動
車
整
備
事
業
者
情
報
を
管

理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

 

（
４
）
（
略
）

 

１
－
４
（
略
）
 

第
２
章

 
職
権
に
よ
る
打
刻
等

 

２
－
１
～
２
－
４
（
略
）

 

２
－
５
（
職
権
打
刻
台
帳
）
 

職
権
に
よ
る
打
刻
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
に
定
め
る
事
項
を
自
動
車
検
査
・
整
備
情

報
シ
ス
テ
ム
内
の
職
権
打
刻
台
帳
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
～
（
１
０
）
（
略
）

 

２
－
６
（
職
権
打
刻
プ
レ
ー
ト
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ラ
ベ
ル
及
び
刻
印
の
管
理
等
）

 

２
－
６
－
１
～
２
－
６
－
３
（
略
）

 

（
別
添
）

 

自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

第
１
章

 
総
則
 

１
－
１
～
１
－
２
（
略
）
 

１
－
３
（
用
語
の
定
義
）
 

こ
の
要
領
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運
輸
省

令
第
７
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）、

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
２
６
年

運
輸
省
令
第
６
７
号
。
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。）
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の

細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
１
４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６
１
９
号
。
以
下
「
細
目
告

示
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
２
章
及
び
第
３
章
の
規
定
の
適
用

関
係
の
整
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
１
５
年
国
土
交
通
省
告
示

第
１
３
１
８
号
。
以
下
「
適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
１
）
～
（
２
）
（
略
）

 

（
３
）「

自
動
車
検
査
情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
検
査
結
果
デ
ー
タ
等
自
動
車
検
査
に
か

か
る
各
種
情
報
を
蓄
積
及
び
分
析
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

 

 （
４
）（

略
）

 

１
－
４
（
略
）
 

第
２
章

 
職
権
に
よ
る
打
刻
等

 

２
－
１
～
２
－
４
（
略
）
 

２
－
５
（
職
権
打
刻
台
帳
）
 

職
権
に
よ
る
打
刻
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
に
定
め
る
事
項
を
自
動
車
検
査
情
報
シ
ス

テ
ム
内
の
職
権
打
刻
台
帳
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
～
（
１
０
）
（
略
）

 

２
－
６
（
職
権
打
刻
プ
レ
ー
ト
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ラ
ベ
ル
及
び
刻
印
の
管
理
等
）

 

２
－
６
－
１
～
２
－
６
－
３
（
略
）
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２
－
６
－
４

 
職
権
に
よ
り
打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
は
、
職
権
に
よ

る
打
刻
を
行
う
自
動
車
の
２
－
５
（
２
）
又
は
（
３
）（

以
下
、「

シ
リ
ア
ル
番
号
等
」
と

い
う
。）

に
定
め
る
事
項
と
関
連
付
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 
関
連
付
け
た
職
権
に
よ
り
打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
及
び
シ
リ
ア
ル

番
号
等
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
、「

打
刻
指
示
書
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
こ
と
。

 

 
こ
の
際
、
予
め
自
動
車
検
査
・
整
備
情
報
シ
ス
テ
ム
内
の
職
権
打
刻
台
帳
に
、
職
権
に

よ
り
打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
及
び
シ
リ
ア
ル
番
号
等
を
入
力
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
職
権
打
刻
台
帳
か
ら
打
刻
指
示
書
を
出
力
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 ２
－
６
－
５
～
２
－
７
（
略
）
 

第
３
章

 
自
動
車
の
検
査
（
事
務
関
係
）

 

３
－
１
～
３
－
３
（
略
）

 

３
－
４
（
検
査
証
等
の
記
載
事
項
等
）

 

３
－
４
－
１
～
３
－
４
－
９
（
略
）

 

３
－
４
－
１
０

 
車
体
の
形
状
欄
は
、
下
表
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 

自
動
車
の
種
類

 
車
体
の
形
状

 

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 特 種 用 途 自 動 車

以 外 の 自 動 車  

乗
車
定

員
1

0

人
以
下

の
乗
用

自
動
車

 

（
略
）

 

乗
車
定

員
1
1

人
以
上

の
乗
合

自
動
車

 

（
略
）

 

貨
物
自

動
車

 

（
略
）

 

特
種
用
途
自
動
車

 
（
略
）

 

大
型
特
殊
自
動
車

 
「
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
」
「
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
」
「
ロ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
」

「
グ
レ
ー
ダ
」
「
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
」
「
ス
ク
レ
ー
パ
」
「
ロ
ー
タ

リ
除
雪
自
動
車
」
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
」
「
タ
イ
ヤ
・
ド
ー

ザ
」
「
モ
ー
タ
・
ス
イ
ー
パ
」
「
ダ
ン
パ
」
「
ホ
イ
ー
ル
・
ハ
ン
マ
」
「
ホ
イ

ー
ル
・
ブ
レ
ー
カ
」
「
フ
ォ
ー
ク
・
リ
フ
ト
」
「
フ
ォ
ー
ク
・
ロ
ー
ダ
」

「
ホ
イ
ー
ル
・
ク
レ
ー
ン
」
「
ス
ト
ラ
ド
ル
・
キ
ャ
リ
ヤ
」
「
タ
ー
レ
ッ
ト

式
構
内
運
搬
自
動
車
」
「
ロ
ー
ド
・
ヒ
ー
タ
」
「
ラ
イ
ン
・
マ
ー
カ
」「

ブ

２
－
６
－
４

 
職
権
に
よ
り
打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
は
、
職
権
に
よ

る
打
刻
を
行
う
自
動
車
の
２
－
５
（
２
）
又
は
（
３
）（

以
下
、「

シ
リ
ア
ル
番
号
等
」
と

い
う
。）

に
定
め
る
事
項
と
関
連
付
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 
関
連
付
け
た
職
権
に
よ
り
打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
及
び
シ
リ
ア
ル

番
号
等
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
、「

打
刻
指
示
書
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
こ
と
。

 

 
こ
の
際
、
予
め
自
動
車
検
査
情
報
シ
ス
テ
ム
内
の
職
権
打
刻
台
帳
に
、
職
権
に
よ
り

打
刻
す
べ
き
車
台
番
号
又
は
原
動
機
型
式
及
び
シ
リ
ア
ル
番
号
等
を
入
力
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
職
権
打
刻
台
帳
か
ら
打
刻
指
示
書
を
出
力
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 ２
－
６
－
５
～
２
－
７
（
略
）
 

第
３
章

 
自
動
車
の
検
査
（
事
務
関
係
）

 

３
－
１
～
３
－
３
（
略
）
 

３
－
４
（
検
査
証
等
の
記
載
事
項
等
）

 

３
－
４
－
１
～
３
－
４
－
９
（
略
）

 

３
－
４
－
１
０

 
車
体
の
形
状
欄
は
、
下
表
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 

自
動
車
の
種
類

 
車
体
の
形
状

 

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 特 種 用 途 自 動 車

以 外 の 自 動 車  

乗
車
定

員
1

0

人
以
下

の
乗
用

自
動
車

 

（
略
）

 

乗
車
定

員
1
1

人
以
上

の
乗
合

自
動
車

 

（
略
）

 

貨
物
自

動
車

 

（
略
）

 

特
種
用
途
自
動
車

 
（
略
）

 

大
型
特
殊
自
動
車

 
「
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
」
「
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
」
「
ロ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
」

「
グ
レ
ー
ダ
」
「
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
」
「
ス
ク
レ
ー
パ
」
「
ロ
ー
タ

リ
除
雪
自
動
車
」
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
」
「
タ
イ
ヤ
・
ド
ー

ザ
」
「
モ
ー
タ
・
ス
イ
ー
パ
」
「
ダ
ン
パ
」
「
ホ
イ
ー
ル
・
ハ
ン
マ
」
「
ホ
イ

ー
ル
・
ブ
レ
ー
カ
」
「
フ
ォ
ー
ク
・
リ
フ
ト
」
「
フ
ォ
ー
ク
・
ロ
ー
ダ
」

「
ホ
イ
ー
ル
・
ク
レ
ー
ン
」
「
ス
ト
ラ
ド
ル
・
キ
ャ
リ
ヤ
」
「
タ
ー
レ
ッ
ト

式
構
内
運
搬
自
動
車
」
「
ロ
ー
ド
・
ヒ
ー
タ
」
「
ラ
イ
ン
・
マ
ー
カ
」「

ブ
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ル
ド
ー
ザ
」
「
ク
ロ
ー
ラ
運
搬
車
」「

雪
上
車
」
「
林
内
作
業
車
」
「
原
野
作

業
車
」
「
ホ
イ
ー
ル
・
キ
ャ
リ
ヤ
」「

草
刈
作
業
車
」
「
農
耕
ト
ラ
ク
タ
」

「
農
業
用
薬
剤
散
布
車
」
「
刈
取
脱
穀
作
業
車
」
「
田
植
機
」
「
農
耕
作
業

用
ト
レ
ー
ラ
」
「
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
」

 

 ３
－
４
－
１
１
～
３
－
４
－
２
７
（
略
）

 

３
－
５
～
３
－
８

 
（
略
）

 

３
－
９
（
検
査
標
章
の
交
付
等
）

 

３
－
９
－
１
～
３
－
９
－
５

 
（
略
）

 

３
－
９
－
６

 
３
－
４
－
２
４
（
２
）
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
検
査
証
の
備
考
欄
に

「
点
検
整
備
記
録
簿
記
載
な
し
」
を
記
載
す
る
自
動
車
（
前
面
ガ
ラ
ス
の
な
い
自
動
車

を
除
く
。）

に
つ
い
て
は
、
検
査
標
章
（
裏
面
下
部
の
余
白
部
）
に
「
法
定
点
検
未
実
施

（
車
検
時
）」

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 ３
－
１
０
～
３
－
１
５

 
（
略
）

 

第
４
章
～
第
６
章

 
（
略
）

 

別
表
第
１
～
第
６
号
様
式

 
（
略
）

 

別
添
１

 
（
略
）

 

別
添
２

 
（
略
）

 

 附
 
則

 
（
令
和

2
年

2
月

28
日
国
自
整
第

29
8
号
）

 

本
改
正
規
定
は
、
令
和

2
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

 

ル
ド
ー
ザ
」
「
ク
ロ
ー
ラ
運
搬
車
」「

雪
上
車
」
「
林
内
作
業
車
」
「
原
野
作

業
車
」
「
ホ
イ
ー
ル
・
キ
ャ
リ
ヤ
」「

草
刈
作
業
車
」
「
農
耕
ト
ラ
ク
タ
」

「
農
業
用
薬
剤
散
布
車
」
「
刈
取
脱
穀
作
業
車
」
「
田
植
機
」
「
ポ
ー
ル
・

ト
レ
ー
ラ
」

 

 ３
－
４
－
１
１
～
３
－
４
－
２
７
（
略
）

 

３
－
５
～
３
－
８

 
（
略
）

 

３
－
９
（
検
査
標
章
の
交
付
等
）

 

３
－
９
－
１
～
３
－
９
－
５

 
（
略
）

 

３
－
９
－
６
（
新
設
）

 

    ３
－
１
０
～
３
－
１
５

 
（
略
）

 

第
４
章
～
第
６
章

 
（
略
）

 

別
表
第
１
～
第
６
号
様
式

 
（
略
）

 

別
添
１

 
（
略
）

 

別
添
２

 
（
略
）
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国 自 整第３５０号の２
国官参自保第８００号の２
令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局 整 備 課 長

保障制度参事官室長

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の
取扱いについて」の一部改正について

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸
部長に対し通知したので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底をお願いしま
す。

(8)「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて」
　　の一部改正について
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国 自 整第３５０号
国官参自保第８００号
令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局 整 備 課 長

保障制度参事官室長

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の
取扱いについて」の一部改正について

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いにつ
いて （昭和４４年１２月２６日付け自保第３４２号、自整第２９５号、自車第１３９３」
号）を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

別添
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自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日
付
け
自
保
第
３
４
２
号
、
自
整
第
２
９
５
号
、
自
車
第
１
３
９
３
号
）
新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新
旧

自
保
第
３
４
２
号

自
整
第
２
９
５
号

自
車
第
１
３
９
３
号

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長

殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長

殿

自
動
車
局
整

備
課

長

保
障
制
度
参
事
官
室
長

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。

附
則
（
平
成
２
９
年
３
月
１
３
日
国
官
参
自
保
第
８
０
６
号
、
国
自
整
第
３
５
５
号
）

１
．
改
正
後
の
通
達
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
．
別
記
１
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
（
平
成
３
０
年
７
月
２
日
国
自
整
第
８
２
号
、
国
官
参
自
保
第
１
９
５
号
）

改
正
後
の
通
達
は
、
平
成
３
０
年
７
月
２
日
か
ら
施
行
す
る
。

自
保
第
３
４
２
号

自
整
第
２
９
５
号

自
車
第
１
３
９
３
号

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長

殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長

殿

自
動
車
局
整

備
課

長

保
障
制
度
参
事
官
室
長

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。

附
則
（
平
成
２
９
年
３
月
１
３
日
国
官
参
自
保
第
８
０
６
号
、
国
自
整
第
３
５
５
号
）

１
．
改
正
後
の
通
達
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
．
別
記
１
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
（
平
成
３
０
年
７
月
２
日
国
自
整
第
８
２
号
、
国
官
参
自
保
第
１
９
５
号
）

改
正
後
の
通
達
は
、
平
成
３
０
年
７
月
２
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
則
（
令
和
元
年
６
月
２
６
日
国
自
整
第
３
６
号
、
国
官
参
自
保
第
１
１
６
号
）

改
正
後
の
通
達
は
、
令
和
元
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
２
年
３
月
27
日
国
自
整
第
35
0
号
、
国
官
参
自
保
第
80
0
号
）

改
正
後
の
通
達
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
紙

１
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
２
第
１
号
に
つ
い
て

「
複
写
器
」
と
は
、
写
真
機
又
は
オ
ー
ト
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
原
形
ど
お
り
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
器

具
を
い
う
。

２
規
則
第
１
条
の
２
第
２
号
に
つ
い
て

（
１
）

「
複
写
紙
」
と
は
、
カ
ー
ボ
ン
紙
又
は
感
圧
紙
（
当
該
用
紙
を
間
接
的
に
筆
圧
程
度
で
加
圧
す
る

と
発
色
す
る
用
紙
）
等
を
い
う
。

（
２
）

「
保
険
証
明
書
の
作
成
の
た
め
の
筆
記
と
同
一
の
筆
記
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ン
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

方
式
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。

な
お
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
作
成
の
た
め
の
筆
記
と
同
一
の
筆
記
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
料
領
収
書
の
書
面
は
、
当
分
の
間
、
規
則
第
１
条
の
２
第
２
号
の

方
法
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

３
規
則
第
１
条
の
２
第
３
号
に
つ
い
て

（
１
）

「
保
険
証
明
書
を
交
付
し
た
者
」
と
は
、
保
険
業
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
２
条
第

４
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
外
国
損
害
保
険
会
社
等
及
び
次
の
協

同
組
合
等
を
い
う
。

・
農
業
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

・
消
費
生
活
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会

・
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会

附
則
（
令
和
元
年
６
月
２
６
日
国
自
整
第
３
６
号
、
国
官
参
自
保
第
１
１
６
号
）

改
正
後
の
通
達
は
、
令
和
元
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

新
設

別
紙

１
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
２
第
１
号
に
つ
い
て

「
複
写
器
」
と
は
、
写
真
機
又
は
オ
ー
ト
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
原
形
ど
お
り
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
器

具
を
い
う
。

２
規
則
第
１
条
の
２
第
２
号
に
つ
い
て

（
１
）

「
複
写
紙
」
と
は
、
カ
ー
ボ
ン
紙
又
は
感
圧
紙
（
当
該
用
紙
を
間
接
的
に
筆
圧
程
度
で
加
圧
す
る

と
発
色
す
る
用
紙
）
等
を
い
う
。

（
２
）

「
保
険
証
明
書
の
作
成
の
た
め
の
筆
記
と
同
一
の
筆
記
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ン
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

方
式
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。

な
お
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
作
成
の
た
め
の
筆
記
と
同
一
の
筆
記
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
料
領
収
書
の
書
面
は
、
当
分
の
間
、
規
則
第
１
条
の
２
第
２
号
の

方
法
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

３
規
則
第
１
条
の
２
第
３
号
に
つ
い
て

（
１
）

「
保
険
証
明
書
を
交
付
し
た
者
」
と
は
、
保
険
業
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
２
条
第

４
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
外
国
損
害
保
険
会
社
等
及
び
次
の
協

同
組
合
等
を
い
う
。

・
農
業
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

・
消
費
生
活
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会

・
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
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（
２
）

「
法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の

３
第
１
項
の
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
及
び
総
合
特
別
区
域
法
第
２
２
条
の
２
第
１
１
項
の
指
定
点

検
整
備
事
業
者
を
い
う
。

（
３
）

法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
が
転
写
し
、
記
名
押
印
し
た
自
動
車
損
害
賠

償
責
任
保
険
証
明
書
の
写
し
と
し
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
方
法
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
を
用
い

て
差
し
支
え
な
い
。

道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
又
は
総
合
特
別
区
域

法
第
２
２
条
の
２
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
整
備
済
証
の
余
白
に
別
記
１
の
様
式
に
よ
る
欄
を

設
け
、
法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
が
、
当
該
欄
に
当
該
証
明
書
に
係
る
次

の
事
項
を
転
写
又
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
事
項
を
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
し
た
も
の
（
法
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
損

害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
へ
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。
）

イ
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
番
号
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
場
合
に
あ
っ
て
は

責
任
共
済
証
明
書
番
号
）

ロ
保
険
会
社
名
（
責
任
共
済
の
場
合
に
あ
っ
て
は
協
同
組
合
等
名
）

な
お
、
保
険
会
社
名
に
つ
い
て
は
、
別
記
２
の
保
険
会
社
名
略
称
表
に
よ
る
、
略
称
を
記
載
し

て
差
し
支
え
な
い
。

４
規
則
第
５
条
の
２
第
６
号
の
２
に
つ
い
て

保
険
契
約
者
（
又
は
共
済
契
約
者
）
が
、
責
任
保
険
（
又
は
責
任
共
済
）
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
運
輸
支
局
長
に
返
納
し
た
場
合
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

別
記
１

（
２
）

「
法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の

３
第
１
項
の
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
及
び
総
合
特
別
区
域
法
第
２
２
条
の
２
第
１
１
項
の
指
定
点

検
整
備
事
業
者
を
い
う
。

（
３
）

法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
が
転
写
し
、
記
名
押
印
し
た
自
動
車
損
害
賠

償
責
任
保
険
証
明
書
の
写
し
と
し
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
方
法
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
を
用
い

て
差
し
支
え
な
い
。

道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
又
は
総
合
特
別
区
域

法
第
２
２
条
の
２
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
整
備
済
証
の
余
白
に
別
記
１
の
様
式
に
よ
る
欄
を

設
け
、
法
第
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け
た
者
が
、
当
該
欄
に
当
該
証
明
書
に
係
る
次

の
事
項
を
転
写
又
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
５
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
事
項
を
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
し
た
も
の
（
法
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
損

害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
へ
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。
）

イ
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
番
号
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
場
合
に
あ
っ
て
は

責
任
共
済
証
明
書
番
号
）

ロ
保
険
会
社
名
（
責
任
共
済
の
場
合
に
あ
っ
て
は
協
同
組
合
等
名
）

な
お
、
保
険
会
社
名
に
つ
い
て
は
、
別
記
２
の
保
険
会
社
名
略
称
表
に
よ
る
、
略
称
を
記
載
し

て
差
し
支
え
な
い
。

４
規
則
第
５
条
の
２
第
６
号
の
２
に
つ
い
て

保
険
契
約
者
（
又
は
共
済
契
約
者
）
が
、
責
任
保
険
（
又
は
責
任
共
済
）
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
運
輸
支
局
長
に
返
納
し
た
場
合
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

別
記
１

証
明
書
番
号

保
険
会
社

証
明
書
番
号

保
険
会
社
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別
記

２

保
険
会
社
名
略
称
表

別
記

２

保
険
会
社
名
略
称
表
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国自整第３５２号の２

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局長

「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正に

ついて

標記について、別添のとおり地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知しま

したので、お知らせします。

(9)「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
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別添

国 自 整 第 ３ ５ ２ 号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長 殿

自動車局長

「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正に

ついて

標記通達について、今般、別紙新旧対照表のとおり改正したので、本取扱いに

より適切に処理されたい。

なお、関係団体あて別添のとおり通知したので申し添える。
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別
紙
 

「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」（

平
成

18
年
３
月
２
日
付
け
国
自
整
第

12
6
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

 
新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

国
自
整
第

12
6
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平
成

18
年
３
月
２
日
 

 
 

国
自
整
第

35
2
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
最
終
改
正
 
令
和
２
年
４
月
１
日
  

各
地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
動
車
局
長
 

   
  
  
  
  
  
  
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

  
自
動
車
特
定
整
備
事
業
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
対
す
る
事
業
者

監
査
等
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
令
違
反
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
９
２
条
、
第
９
３
条
、
第
９
４
条
、
第
９
４
条
の
３
、
第
９
４

条
の
４
及
び
第
９
４
条
の
８
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
等
の
基
準
を
別
添
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
、
今
後
、
地
方
運
輸
局
長
（
沖
縄
総
合
事
務
局
長
を
含
む
。）

が
管
下
の
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対

し
行
政
処
分
等
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
 

 
な
お
、「

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
実
施

要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
付
け
自
整
第
３
３
号
）
は
、
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日

限
り
で
廃
止
す
る
。
 

 （
別
添
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
行
政
処
分
等
の
基
準
 

１
 
通
則
 

  
(1
) 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
（
以
下
「
認
証
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類

は
、
事
業
の
停
止
命
令
、
認
証
の
取
消
し
及
び
改
善
命
令
と
す
る
。
 

国
自
整
第

12
6
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平
成

18
年
３
月
２
日
 

 
 

国
自
整
第

13
7
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
最
終
改
正
 
平
成

23
年
３
月

25
日
  

各
地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
動
車
交
通
局
長
 

   
  
  
  
  
  
  
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

  
自
動
車
分
解
整
備
事
業
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
対
す
る
事
業
者

監
査
等
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
令
違
反
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
９
２
条
、
第
９
３
条
、
第
９
４
条
、
第
９
４
条
の
３
、
第
９
４

条
の
４
及
び
第
９
４
条
の
８
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
等
の
基
準
を
別
添
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
、
今
後
、
地
方
運
輸
局
長
（
沖
縄
総
合
事
務
局
長
を
含
む
。）

が
管
下
の
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対

し
行
政
処
分
等
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
 

 
な
お
、「

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
実
施

要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
付
け
自
整
第
３
３
号
）
は
、
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日

限
り
で
廃
止
す
る
。
 

 （
別
添
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
行
政
処
分
等
の
基
準
 

１
 
通
則
 

  
(1
) 
自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
（
以
下
「
認
証
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類

は
、
事
業
の
停
止
命
令
、
認
証
の
取
消
し
及
び
改
善
命
令
と
す
る
。
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新
 

旧
 

  
  
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類

は
、
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基

準
適
合
証
等
」
と
い
う
。）

の
交
付
の
停
止
命
令
、
指
定
の
取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命

令
及
び
是
正
命
令
と
す
る
。
 

  
  
 
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
優
良
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。）

に

対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
優
良
認
定
の
取
消
し
と
す
る
。
 

  
  
 
な
お
、
上
記
行
政
処
分
に
至
ら
な
い
も
の
は
、
口
頭
注
意
、
文
書
警
告
と
し
、
行
政
処
分
と

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
も
の
を
「
行
政
処
分
等
」
と
い
う
。
 

  
(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

 ２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
 

(1
) 
事
業
場
の
違
反
点
数
に
つ
い
て
 

  
 
①
～
③
  
(略

）
 

④
 「

３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(2
)及

び
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(2
)以

外

の
行
政
処
分
等
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
違
反
点
数
の
合
計
を

2
分

の
１
と
す
る
。
た
だ
し
、
違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
る
場
合
又
は
違
反
行

為
が
故
意
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
違
反
行
為
を
自
主
申
告
し
当
該
違
反
事
項
の
改
善
が
可
能
な
場
合
。
 

イ
 
過
去
５
年
間
に
行
政
処
分
等
(口

頭
注
意
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)を

受
け
た
こ
と
が
な

く
自
動
車
整
備
事
業
全
般
に
渡
り
改
善
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
違
反
点
数
を
減
じ
た
処
分
の
日
か
ら
２
年
以
内
に
行
政
処
分
等
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
③
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
し
た
処
分
に
係
る
違
反
点
数
に
前
回
の
行
政

処
分
等
に
お
い
て
減
じ
た
点
数
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
  
  
  
  
  

(2
) 
（
略
）
 

 ３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
 

 
(1
)（

略
）
 

 
(2
) 
認
証
の
取
消
し
 

 
 
 
認
証
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
  
①
 
違
反
行
為
に
係
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(1
)の

合
計
点
数
が
１
８
０
点
以
上
と
な
っ
た
場

合
 

  
  
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類

は
、
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基

準
適
合
証
等
」
と
い
う
。）

の
交
付
の
停
止
命
令
、
指
定
の
取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命

令
及
び
是
正
命
令
と
す
る
。
 

  
  
 
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
優
良
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。）

に

対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
優
良
認
定
の
取
消
し
と
す
る
。
 

  
  
 
な
お
、
上
記
行
政
処
分
に
至
ら
な
い
も
の
は
、
口
頭
注
意
、
文
書
警
告
と
し
、
行
政
処
分
と

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
も
の
を
「
行
政
処
分
等
」
と
い
う
。
 

  
(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

 ２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
 

(1
) 
事
業
場
の
違
反
点
数
に
つ
い
て
 

  
 
①
～
③
  
(略

）
 

④
 「

３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(2
)及

び
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(2
)以

外

の
行
政
処
分
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
違
反
点
数
の
合
計
を

2
分
の

１
と
す
る
。
た
だ
し
、
違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
る
場
合
又
は
違
反
行
為

が
故
意
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
違
反
行
為
を
自
主
申
告
し
当
該
違
反
事
項
の
改
善
が
可
能
な
場
合
。
 

イ
 
過
去
５
年
間
に
行
政
処
分
等
(口

頭
注
意
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)を

受
け
た
こ
と
が
な

く
自
動
車
整
備
事
業
全
般
に
渡
り
改
善
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
違
反
点
数
を
減
じ
た
処
分
の
日
か
ら
２
年
以
内
に
行
政
処
分
等
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
③
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
し
た
処
分
に
係
る
違
反
点
数
に
前
回
の
行
政

処
分
等
に
お
い
て
減
じ
た
点
数
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
  
  
  
  
  

(2
) 
（
略
）
 

 ３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
 

 
(1
)（

略
）
 

 
(2
) 
認
証
の
取
消
し
 

 
 
 
認
証
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
  
①
 
違
反
行
為
に
係
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(1
)の

合
計
点
数
が
１
８
０
点
以
上
と
な
っ
た
場

合
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新
 

旧
 

  
  
②
 
虚
偽
の
認
証
申
請
又
は
変
更
届
出
を
行
っ
た
場
合
 

  
  
③
 
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
④
 
５
台
以
上
の
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
 

  
  
⑤
 
法
第
９
２
条
に
基
づ
く
改
善
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
⑥
 
法
第
９
３
条
に
基
づ
く
事
業
の
停
止
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
⑦
 
法
第
９
３
条
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
が
法
第

８
０
条
第
１
項
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

  
  
⑧
 
法
第
１
０
０
条
第
２
項
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
拒
否
し
、
行
政
処
分
を
受
け
た
後
、
再
度

同
項
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
拒
否
し
た
場
合
 

  
  
⑨
 
５
台
以
上
の
点
検
整
備
及
び
検
査
を
全
く
せ
ず
に
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
（
い
わ
ゆ
る

ペ
ー
パ
ー
車
検
）
し
、
車
検
手
続
き
を
行
っ
た
場
合
又
は
５
台
以
上
の
不
正
改
造
状
態
で
保

安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
、
車
検
手
続
き
を
行
っ
た
場
合
（
こ
れ
ら
の
保
安
基
準
適
合
証
を

交
付
し
た
車
検
手
続
き
を
行
っ
た
指
定
事
業
者
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
限
り
、
現
車
提

示
の
必
要
な
車
両
を
除
く
。）

若
し
く
は
、
５
台
以
上
の
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
依
頼
等
し
た
場

合
 

 

  
  
な
お
、
上
記
に
準
じ
る
違
反
と
し
て
、
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず

認
証
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
  

  
(3
) 

（
略
）
 

 ４
～
６
 
（
略
）
 

 附
則
 
（
略
）
 

附
則
 
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
国
自
整
第

35
2
号
）
 

１
 
こ
の
基
準
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
３
(2
)⑨

に
あ
っ
て
は
、
令
和

２
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
基
準
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

 別
添
１
・
別
添
２
（
略
）
 

  
  
②
 
虚
偽
の
認
証
申
請
又
は
変
更
届
出
を
行
っ
た
場
合
 

  
  
③
 
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
④
 
５
台
以
上
の
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
 

  
  
⑤
 
法
第
９
２
条
に
基
づ
く
改
善
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
⑥
 
法
第
９
３
条
に
基
づ
く
事
業
の
停
止
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

  
  
⑦
 
法
第
９
３
条
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
が
法
第

８
０
条
第
１
項
第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

  
  
⑧
 
法
第
１
０
０
条
第
２
項
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
拒
否
し
、
行
政
処
分
を
受
け
た
後
、
再
度

同
項
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
拒
否
し
た
場
合
 

  
  
（
新
設
）
 

      

  
  
な
お
、
上
記
に
準
じ
る
違
反
と
し
て
、
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず

認
証
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
  

  
(3
) 

（
略
）
 

 ４
～
６
 
（
略
）
 

 附
則
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

     別
添
１
・
別
添
２
（
略
）
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国自整第３５３号の３  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長      

 

 

 

自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達） 

 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知した

ので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）
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別紙 

国自整第３５３号の３  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日   

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 

一般社団法人日本自動車工業会会長 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会会長 

 一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長     殿（単名各通） 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長 

 日本自動車輸入組合理事長 

日本自動車車体整備協同組合連合会会長        

全国自動車電装品整備商工組合連合会会長 

全国タイヤ商工協同組合連合会会長 

 

 

国土交通省自動車局長      

 

 

 

自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達） 

 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知した

ので、貴会（貴組合）におかれましては、傘下会員（組合員）に対し周知徹底をお願

いします。 
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別添 

 自動車整備事業の取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１節 用語の定義 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

 

第１節 用語の定義 

この通達における用語の定義は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 「法」とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）をいう。 

⑵ 「施行規則」とは、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）を

いう。 

⑶ 「優良規則」とは、優良自動車整備事業者認定規則（昭和 26 年運輸省令第 72

号）をいう。 

⑷ 「指定規則」とは、指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸省令第 49 号）を

いう。 

⑸ 「保安基準」とは、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）を

いう。 

⑹ 「分解整備」とは、施行規則第３条第１号から第７号までに規定する自動車

の整備又は改造をいう。 

⑺ 「電子制御装置整備」とは、施行規則第３条第８号又は第９号に規定する自動

車の整備又は改造をいう。 

⑻ 「整備士」とは、自動車整備士技能検定規則（昭和 26 年運輸省令第 71 号）の

規定による自動車整備士をいう。 

 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

法第 79 条による自動車特定整備事業の認証申請等の取扱いについては、施行規則

の規定によるほか、別添１「自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領」

により取り扱うものとする。 

 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

法第 94 条による優良自動車整備事業者の認定申請等の取扱いについては、優良規

則の規定によるほか、別添２「優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領」により

取り扱うものとする。 
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第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

１ 法第 94 条の２よる指定自動車整備事業の指定申請等における申請書、添付書面

等の取扱いについては、別添３「指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導

要領」により取り扱うものとする。 

２ 法第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定により保安基準適合証、

保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付する場合の取扱い等については、

別添３の２「紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領」、同法第 94 条の５第２項、第３項により保安基準適合証に記載すべき

事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合の取扱い等については、

別紙３の３「電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領」に

より取り扱うものとする。 

 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

整備主任者及び自動車検査員等の研修等においては、次に掲げる事項により行うも

のとする。 

１ 整備主任者研修の実施事項 

法第 91条の３の規定に基づく同法施行規則第 62条の２の２第１項第８号に規定

する研修については、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行について」

（昭和 58 年５月 23 日付け、自整第 126 号､自安第 100 号）による取扱いのほか､次

に掲げる事項について、別添４「整備主任者研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の構造及びその整備の方法 

② 自動車の検査方法 

③ 自動車整備検査用機械器具の取扱方法 

④ 整備事業に関する法令及び通達その他整備主任者に必要な事項 

 

２ 自動車検査員研修の実施事項 

法第 94 条の４に基づき指定自動車整備事業者が選任し、届け出のあった自動車

検査員に対する指定規則第 14 条に規定する研修については、次に掲げる事項につ

いて、別添５「自動車検査員研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の取扱方法 

③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 

 

３ 自動車検査員教習の実施事項 

 自動車検査員教習については、次に掲げる事項について行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の構造及び取扱方法 

③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 
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４ 整備主任者等資格取得講習の実施事項 

整備主任者等資格取得講習については、次に掲げる事項について、「電子制御装置

整備の整備主任者等に係る運輸支局長等が行う講習について」（令和２年２月６日

付け国自整第 265 号）により行うものとする。 

① 自動車特定整備事業（電子制御装置整備に係る項目に限る。）に係る法令及び運

用等に関すること。 

② 電子制御装置整備に関し、保有する自動車整備士資格において不足する知識及

び技能を補うものであって、実務として発生する整備作業を含むこと。 

 

 

附則 

１．本規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２．別紙２中種別Ｂ欄（電子制御装置点検整備作業場を除く。）の基準については、平

成８年６月 30 日以前に、優良自動車整備事業者の認定を受けた者（事業場の位置

を変更するものを除く。）にあっては、廃止前の「指定自動車整備事業規則等の取扱

について（依命通達）」及び「優良自動車整備事業者認定規則の運用について（依命

通達）」の一部改正について」（平成７年３月 27 日付け自整第 62 号）の改正前の種

別Ｂ欄の基準とする。 

３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号。

以下「改正省令」という。）附則第８条の規定において、法第 94 条第１項の規定に

よる優良自動車整備事業者の認定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準に

より判断をする。 

一 令和３年 10 月１日以前に、優良自動車整備事業者の認定の申請を行い、その

結果の通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに優良自動車整備事業者の認定（優良自動車整備事

業者認定規則第５条及び第６条に係る認定に限る。）を受けようとしていること 

４．改正省令附則第９条の規定において、法第 94 条の２第１項の規定による指定自

動車整備事業の指定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準により判断をす

る。 

一 令和３年 10 月１日以前に、指定自動車整備事業者の申請を行い、その結果の

通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに指定自動車整備事業の指定を受けようとしている

こと 

５．改正省令附則第４条各号の全ての規定の適用を受けている指定自動車整備事業者

にあっては、令和６年３月 31 日までは、電子制御装置整備に係る認証の取得の有
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無にかかわらず、道路運送車両施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置又は

同条第９号に規定する自動運行装置を備えている自動車に係る法第 94 条の５第１

項又は第 94 条の５の２第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章又

は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 

６．改正省令附則第９条の規定によりなお従前の例によることとされている者にあっ

ては、電子制御装置整備に係る認証の取得の有無にかかわらず、当面の間、施行規

則第３条第８号に規定する運行補助装置又は同条第９号に規定する自動運行装置

を備えていない自動車に係る法第94条の５第１項又は第94条の５の２第１項の規

定による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の交付を行う

ことができる。 

７．本規定の施行の際現に、平成 22 年４月 30 日以前に指定自動車整備事業者が配布

を受けた適合証綴にあっては、廃止前の「保安基準適合証、保安基準適合標章及び

限定保安基準適合証の取扱いについて」(平成 7 年 3 月 27 日付け自技第 43 号、自

整第 63 号)によりなお従前の例によるものとする。 
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別添１ 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

第４ エーミング作業を実施する場所 

第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

自動車特定整備事業の認証に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙１によることとする。 

 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

１ 自動車特定整備事業に係る従業員については、優良自動車整備事業に係る事業場

管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し支えない。 

２ 作業機械等については、優良自動車整備事業に係る機械工具及び計器類と兼用し

ても差し支えない。 

３ 整備作業等に支障がないと判断される場合には、自動車特定整備事業の屋内作業

場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場については、それぞれ優良自動車整

備事業に係る作業場及び車両置場と兼用しても差し支えない。 

４ 電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場

と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、電子

制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外とする。 

５ 施行規則第３条第８号ハに係る作業の取扱い 

電子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業（当該作業に付随し

て行われる同号イ及びロの取り外しを含む。）については、事業場の敷地内（完成検

査場及び車両置場を除く。）で実施することができる。 

また、次に掲げる要件を満たす場合において、事業場の一部として取扱い、当該

作業を実施することができる。 

⑴ ８⑵に掲げる規模の作業場を有すること。 

⑵ 自動車により当該事業場の所在地から離れた作業場に至る所要時間がおおむ

ね１時間以内の位置にあること。 

６ 離れた電子制御装置点検整備作業場の取扱い 

事業場の所在地と所在地を異にする作業場（電子制御装置点検整備作業場に限る。

以下「離れた作業場」という。）については、自動車により当該事業場の所在地から

離れた作業場に至る所要時間がおおむね１時間以内の位置にある場合には、当該作

業場を事業場の一部として扱うことができる。 
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７ 電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の共同使用 

次に掲げる要件を満たすときは、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場を他

の事業者と共同使用することができる。 

⑴ 共同使用とする電子制御装置点検整備作業場及び車両置場（以下「電子制御装

置点検整備作業場の共用設備」という。）は、これを使用しようとする事業者の事

業場と電子制御装置点検整備作業場の共用設備との間の道路交通の状況、電子制

御装置点検整備作業場の共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとする

すべての事業者が支障なく整備作業を行うことができる位置にあり、自動車によ

り電子制御装置点検整備作業場の共用設備に至る所要時間が、おおむね１時間以

内の位置にあること。 

⑵ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の能力は、これを使用しようとするす

べての事業者の整備能力に対応したものであり、活用度合等において、電子制御

装置点検整備作業場の共同使用の用に耐えうる十分な余力を有するものである

こと。 

⑶ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の共同使用に関して、契約等の書面に

より、これを使用しようとする全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障な

く使用することができる旨明確に定められていること。この場合において、共同

使用のための契約は、これを使用しようとする事業者が、複数の事業者と交わし

たものであっても差し支えない。 

⑷ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備を使用して電子制御装置整備を行う

自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。この場

合において、当該共用設備に附置されている車両置場の広さは、当該共用設備を

常時使用する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものである

こと。 

８ 電子制御装置整備を行う事業場の所在地に関する取扱い 

電子制御装置整備のみを行う事業場であって離れた電子制御装置点検整備作業

場を設けようとする場合には、次に掲げる要件を満たす場所を事業場の所在地とす

ること。この場合において、事業場の所在地は、⑴の場所とし、離れた電子制御装

置点検整備作業場には、電子制御装置整備を行う自動車を一時的に収容することが

できる車両置場が附置されていること。 

⑴ 電子制御装置整備に付随して行われる事務作業等をするための事務所等を有

すること。 

⑵ 下表に掲げる規模の作業場を有すること。 

 

対象とする自動車の種類 作業場の規模の基準 

間口 奥行 

普通自動車(車両総重量が８トン以上のもの、

最大積載量が５トン以上のもの又は乗車定員

３メートル 11メートル 
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が30人以上のものに限る。) 

普通自動車(最大積載量が２トンを超えるも

の又は乗車定員が11人以上のものに限り、上

欄に掲げるものを除く。) 

３メートル ８メートル 

普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又

は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう

自動車その他特種の用途に供するものに限り

、上二欄に掲げるものを除く。) 

2.5メートル ６メートル 

普通自動車(上三欄に掲げるものを除く。) 2.5メートル 5.5メートル 

四輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

三輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

軽自動車 ２メートル 3.5メートル 

 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

法第91条の３の規定に基づく施行規則第62条の２の２に規定する自動車特定整備

事業者が遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

１ 定期点検整備作業に係る料金の掲示 

⑴ 事業場における点検又は整備の作業に係る料金の掲示の内容は、次のとおりと

する。 

ア 施行規則別表第１に掲げる自動車の種別等を例に自動車の種類を区分し、点

検時期別の料金を記載したものであること。 

イ 掲示する料金により行う整備の作業の内容を明確にしたものであること。 

⑵ 料金を掲示する場所は、事業場の事務所の受付場所等依頼者の見易い位置とす

る。 

２ 定期点検整備作業の依頼者への説明及び概算見積りを記載した書面の交付又は、

これを記録した電磁的記録の提供 

⑴ 点検又は整備の作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認

し、当該自動車の初度登録年、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の

実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及

びその整備の必要性について行うものとする。 

⑵ 点検又は整備の作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を交付又は、これ

を記録した電磁的記録を提供した後に、作業過程において見積金額の変更を伴う

整備の必要性が新たに発見された場合には、あらかじめ依頼者の了解がある場合

を除き、原則として依頼者に対し追加整備の内容及び変更後の概算見積りについ

て連絡し、承諾を得たうえで作業も行うものとする。 

また、この場合においては、事業者控の料金概算見積りを記載した書面又は、

これを記録した電磁的記録に依頼者の承諾年月日、必要となった整備の内容及び

変更後の概算見積りの額を記載又は記録しておくこと。 
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３ 料金の請求 

依頼者から依頼されない点検又は整備を不当に行い、その料金を請求するとは、

依頼された点検又は整備の作業と技術的にみて関連性がないと認められる点検又

は整備の作業を行い、その料金を請求することをいう。 

４ 不正改造の禁止 

保安基準に適合しなくなるように自動車の改造を行うことには、当該作業を他の

事業者（下請事業者を含む。）に依頼して行う場合を含む。 

５ 法第 57 条の２第１項の情報に基づく必要な点検及び整備の実施 

電子制御装置整備を行う場合にあっては、法第 57 条の２第１項に規定する自動

車の型式に固有の技術上の情報に基づいた手順、条件等において作業を実施しない

と作業の完了に支障がある作業については、当該情報に基づいて点検及び整備を実

施すること。 

６ エーミング作業の実施における必要な措置 

施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置の取り外し又は取付位置若しく

は取付角度の変更を実施した場合において、その後、エーミング作業の実施が必要

となるため、エーミング作業が実施できるよう作業場内の障害物となるものを移動

させるなどして必要な空間を確保するとともに、エーミング作業を行う自動車に合

ったターゲット等を準備するなど、エーミング作業を適切に実施すること。 

また、やむを得ず、エーミング作業を他の電子制御装置整備の認証を受けている

自動車特定整備事業者に委託する場合には、確実にエーミング作業が実施されるよ

う委託すること。 

７ 離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備の取扱い 

離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備を有する事業場にあ

っては、次に掲げる事項を満たすものであること。 

⑴ 電子制御装置整備を行うため、当該事業場と離れた作業場間において自動車を

移動させるときは、事業者責任のもと、十分な安全措置を講じた上で移動させる

こと。 

⑵ 事業者は、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の使用状況等を確実に把

握し、適切に当該作業場及び作業機械等の保守管理を実施するものであること。 

 

第４ エーミング作業を実施する場所 

エーミング作業するために必要なスペースが確保できない場合など、電子制御装

置点検整備作業場において実施することが困難である場合に、自動車製作者等の作

成する整備要領書等においてエーミング作業を屋外で実施することが許容されて

いる場合には、当該事業場の敷地内に限り、電子制御装置点検整備作業場以外の場

所においてエーミング作業を実施して差し支えないものとし、特定整備記録簿に当

該エーミング作業を実施した場所及び天候などを記載することとする。 
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第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

１ 認証を受けた自動車特定整備事業者が事業場に掲げる法第 89 条に基づく標識の

塗色は次のとおりとする。 

⑴ 施行規則第 20 号様式備考（７）「施行規則第３条第１号から第７号までに掲げ

る分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う事業場」とは、対象とする自動車

のうち、少なくとも一つの対象自動車において、分解整備の全部及び電子制御装

置整備を行う事業場をいい、その場合の標識の塗色は、若草色とする。 

⑵ ⑴以外の事業場の標識の塗色は、橙黄色とする。 

２ 対象とする整備の種類又は装置を限定する場合は、施行規則第 20 号様式（自動

車特定整備事業者の標識）の図示の例により、その旨を表示すること。ただし、「電

子制御装置整備（運行補助装置に限る）」場合にあっては、「電子制御装置整備（自

動運行装置を除く）」と表示すること。 
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別添２ 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

 

優良規則第５条から第７条までに規定する基準に適合するかどうかを審査する場

合は、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

⑴ 優良規則第５条から第７条までの第１号及び優良規則第５条第２号実施でき

る整備作業の範囲及び検査作業と整備作業との分業化の状態についての人員及

び施設の関連 

⑵ 優良規則第５条第３号 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建屋の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天上の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 

ク 機械工具、計器類及び建屋の管理状況 

⑶ 優良規則第５条第４号 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制（一種整備工場及び二種整備工場の場合に限る。） 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 優良規則第５条第７号 

整備士の数及びその工員中に占める割合（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

⑸ 優良規則第５条第８号 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力 

ウ 保有する工員の数（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

エ 事業場の立地条件 
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オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑹ 優良規則第５条第９号 

  道路運送車両法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれの遵守状況 
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別添３ 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

第５ 自動車検査員の服務 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

指定自動車整備事業の指定に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙３によることとする。 

 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

１ 設備、技術及び管理組織 

法第 94 条の２に基づく設備（自動車の検査の設備を除く。）、技術及び管理組織

は、次の⑴から⑻までの基準により判定すること。この場合において、⑵ア及びオ、

⑶のオ、⑹、⑺のイ及びウについては、別紙３の２により判定すること。 

⑴ 法第 48 条第１項の点検に付随して行われる整備作業（施行規則第３条に規定

する電子制御装置整備に該当しないものであって、原動機を解体して行う整備作

業、他に委託する場合の機械加工、鍛冶、メッキ、溶接、タイヤの修理、車枠及

び車体の修理、電気装置の修理、計器の修理、自動車変速装置その他特殊な部品

の修理に係る作業を除く。）の実施及び検査作業と整備作業とが分業化されてい

ること。この場合においては、実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作

業との分業化の状態についての人員及び施設の関連に十分留意して判定するこ

と。 

⑵ 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配

置されていること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定す

ること。 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙３の２により判定） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建家の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙３の２により判定） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 
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ク 機械工具、計器類及び建家の管理状況 

⑶ 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を

有すること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況（別紙３の２により

判定） 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術

者を有していること。 

⑸ 工員の組織及び配置が合理的であること。 

⑹ 整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていることについては、整

備士の数及びその工員中に占める割合（別紙３の２により判定）。 

⑺ 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていることについては、次

に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力（別紙３の２により判定） 

ウ 保有する工員の数（別紙３の２により判定） 

エ 事業場の立地条件 

オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑻ 法又は指定規則の規定を遵守することができる体制を有することについては、

法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれらの遵守状況により判

定すること。  

２ 検査の設備  

⑴ 指定自動車整備事業における対象自動車の種類の指定は、当該自動車特定整備

事業者が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、かつ、当該事

業者が使用することとなる指定規則第２条の自動車検査用機械器具によって検
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査を行うことが可能な範囲内のものであること。 

⑵ 計量法の規定に基づく有効な検定証印等が付されている騒音計は、指定規則第

２条第２項に規定する要件に適合するものとみなす。 

３ 検査の設備の共同使用 

自動車検査設備を共同使用しようとする場合には、指定規則第３条に規定する自

動車検査設備の共同使用の要件の他、次に掲げる事項を満足しているものであるこ

と。 

⑴ 共用設備における管理責任者は、当該設備の使用状況等を確実に把握し、適切

な保守管理を実施するものであること。 

⑵ 自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあるこ

と。 

⑶ 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとする事業者が、

一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契約しているものである

こと。ただし、炭化水素測定器、黒煙測定器及びオパシメータの使用に係わる契

約についてはこの限りでない。 

⑷ 共用設備の検査能力は、当該設備における自動車検査用機械器具の性能及び配

列並びに検査の実施頻度等からみて、共同使用の用に耐えうる十分な余力を有す

るものであること。 

⑸ 共用設備に附置されている車両置場の広さは、共用設備を常時使用して検査を

する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものであること。 

４ 自動車検査員の兼任 

自動車検査員が同一の指定自動車整備事業者の他の事業場について兼任しよう

とする場合には、指定規則第４条の２に規定する自動車検査員の兼任の要件の他、

次に掲げる事項を満足しているものであること。 

⑴ 兼任の自動車検査員のみを選任している事業場にあっては、兼任する他の事業

場に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあること。 

⑵ 兼任に係る自動車検査員が処理することとなるすべての事業場の検査業務量

は、当該自動車検査設備の検査能力等からみて、１人当たりの自動車検査員の業

務処理能力に対して十分な余力が残されている範囲内のものであること。 

５ 優良自動車整備事業者の認定を受けている場合の取扱い 

⑴ 事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員並びに工員については、優良

自動車整備事業に係る事業場管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し

支えない。 

⑵ 機械工具、計器類及び自動車検査用機械器具については、優良自動車整備事業

に係るものと兼用しても差し支えない。  

 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

指定自動車整備事業者の遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のと
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おりとする。 

⑴ 指定規則第６条第１項各号ロ又はハの点検については、自動車の使用状況、構

造及び装置を適確に把握し、同点検を実施する必要がある場合には、予め依頼者

に対し必要となる点検の内容及び料金について十分説明して依頼者の了解を得

るものとする。 

⑵ 法第 94 条の５第１項に規定する「保安基準に適合しなくなるおそれのある部

分」とは、指定規則第６条の点検の結果により、自動車使用者が、自動車の使用

状況を勘案しつつ、今後整備を行うまでに保安基準に適合しなくなる可能性があ

るため整備が必要と判断する部分（自動車使用者の依頼により、指定自動車整備

事業者が判断する場合を含む。）をいう。 

⑶ 法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行う場

合には、社内規定等により作業の分担を定める等、必要な作業が適切に行われる

とともに、作業後にそれぞれの自動車検査員が行った点検作業及び検査作業が明

確に区分できる体制を有していること。 

⑷ 法第 94 条の５第４項後段の規定に基づき行う自動車検査員の点検は、指定規

則第８条第２項に規定する点検項目の一部を行うこととしても差し支えない。 

また、検査の結果、保安基準に適合していると認められる状態が、その後実施

される法第 94 条の５第１項の点検及び整備の作業の影響を受けない部分につい

ては、指定規則第８条第２項の点検の際に、指定規則別表第２の３の項及び４の

項の検査を行っても差し支えない。 

 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

指定自動車整備事業者が、指定規則第６条第１項各号に掲げる点検の結果、必要と

なった整備のうち、電子制御装置整備について他の自動車特定整備事業者に整備作業

の一部を委託することができる。 

この場合において、委託にあたっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法第

94 条の５第４項後段の規定は適用できない。 

⑴ 警告灯の確認、使用者への問診、故障診断等により必要となる電子制御装置の

整備の内容を把握すること 

⑵ ⑴で把握した必要な整備箇所について、他の自動車特定整備事業者に対して作

業指示を行うこと 

⑶ ⑵の整備作業後に、委託した他の自動車特定整備事業者から作業内容を記載し

た書面等を求め、適切に整備が実施されていることを、当該書面及び現車を用い

て確認するとともに、⑵の整備の適切性等を確認すること 

⑷ ⑶の作業の適切性が確認できたときは、その整備作業を指定整備記録簿に記載

すること 
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第５ 自動車検査員の服務 

  自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

⑴ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を公正、かつ、確実に行うため、

当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事し

ないこと。 

⑵ 自動車検査員は、検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。また、法第 94 条の

５第４項後段の規定に基づき自動車検査員が点検及び検査を行う場合には、点検

作業及び検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。 

ただし、検査に伴う簡単な作業は、補助者が行っても差し支えない。 

⑶ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を行う際には、「独立行政法人自

動車技術総合機構法」（平成 11 年法律第 218 号）第 13 条第１項に定める審査事

務の実施に関する規程に準じて検査を行うとともに、自動車登録番号標又は車両

番号標及び車体表示についての確認を行うこと。 

⑷ 自動車検査員は、当該事業場における整備完了車の検査結果を整備作業に反映

させ、検査作業の精度向上等について努力すること。 

 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

限定自動車検査証の交付を受けた自動車を取り扱う指定自動車整備事業者に対

する指導は、次のとおりとする。 

⑴ 法第 94 条の５の２第３項の規定により準用される「当該整備に係る部分につ

いての検査」とは、整備を行った部分に加え、当該整備を行ったことにより保安

基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分について検査を行う

ことであり、例えば、緩衝装置の整備を行った場合には、当該部分に加え、前照

灯の主光軸の検査を行う必要がある。 

⑵ 限定保安基準適合証の交付をする場合において、限定自動車検査証に記載され

た保安基準に適合していない部分以外に保安基準に適合していないと認める部

分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分

説明し、整備を行うよう促すこと。 

⑶ 継続検査の結果、限定自動車検査証の交付を受けた自動車に対し保安基準適合

証を交付する場合、指定規則第７条第２項及び別表第２中「１ 構造に関する検査

の基準」の適用については、限定自動車検査証の記載事項を自動車検査証の記載

事項とみなし、適切に確認を行うこと。 
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別添３の２ 紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領 

 

目次 

第１ 用紙 

第２ 記載方法 

第３ 適合標章の表示 

第４ 用紙配布等 

第５ 交付状況の把握等 

 

第１ 用紙 

⑴ 保安基準適合証（限定保安基準適合証として使用する場合を含む。以下「適合

証」という。）及び保安基準適合標章（以下「適合標章」という。）となるべき用

紙は、次の表のとおりワンライティング方式として編成されていること。 

 

編成 種類 用途 

上葉 保安基準適合証（控） 

限定保安基準適合証（控） 

指定自動車整備事業者の交付

控えとする。 

中葉 保安基準適合証 

限定保安基準適合証 

指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

下葉 保安基準適合標章 指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

                                                                                                                

⑵ ⑴の表中の各葉に、指定規則第１号様式及び第２号様式その他保険証明書に係

る事項の欄等関係通達により求められるものが、印刷されていること。 

⑶ ⑴の表中の各葉に、次に掲げる不正防止対策が施されていること。 

ア 指定規則第１号様式及び第２号様式（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文

字及び製造者名並びに上葉・中葉・下葉からなる一組ごとに固有の９桁の一連

番号が印刷されていること。 

イ 中葉に地紋が印刷されていること。なお、一部の地紋は蛍光インクにより印

刷されていること。 

ウ 下葉に、表面を複写した場合複写した紙にのみ複写をしたものであることが

明確に分かる地紋が出る用紙が使用されていること、及び、表面に地紋が印刷

されていること。 

 

第２ 記載方法 

⑴ 適合証及び適合標章への記載は、ワンライティング方式であるので、保安基準

適合証（控）（限定保安基準適合証（控）として使用する場合を含む。以下「適合
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証（控）」という。）にボールペン等で記載すること。 

⑵ 指定番号欄には、当該指定自動車整備事業者（以下「指定整備事業者」という。）

に付された指定番号を記載すること。 

⑶ 交付番号欄には、指定整備事業者における適合証の交付順による暦年又は年度

ごとで、別添３の３の第１⑴と重複しない一連番号を記載すること。 

⑷ 自動車検査員の証明欄には、法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った全

ての自動車検査員が署名及び押印すること。 

ただし、当該証明欄に点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の署名

及び押印が困難となるときは、当該証明欄の自動車検査員の署名に続き、外何名

と記載し、この自動車検査員の署名及び押印は適合証及び適合標章の余白に行う

こと。また、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の

年月日は、最後の検査の実務を行った年月日とすること。 

⑸ 指定整備事業者の氏名又は名称及び所在地等の欄には、ゴム印により各葉ごと

に押印しても差し支えない。 

⑹ 次の欄には、当該自動車検査証等の該当事項を転記すること。 

ア 使用者 

イ 乗車定員 

ウ 最大積載量 

エ 用途 

オ 車両総重量 

⑺ 保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書（以下「保険証明書」という。）

の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）を転記するこ

と。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる場合

には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日及び最後の保険証明書に係

る保険期間の最後の日を転記することで足りる。 

⑻ 適合標章の有効期間起算日を表示する欄には、ボールペン等により黒色で記載

すること。 

⑼ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑽ 適合標章（表）の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により黒

色で記載すること。 

 

第３ 適合標章の表示 

⑴ 「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令」（平成 20 年国土交通省令

第 59 号）による改正後の適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、

適合標章の中央点線のところから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載され

た面を、前面ガラス内側に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装

着すること。なお、この場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 
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ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位

置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する

こと。 

⑶ 第２⑷の取扱いにより、適合標章の余白に自動車検査員の署名及び押印がある

場合は、当該余白部を折り返し、適合標章と併合して表示するよう依頼者に対し

て教示すること。 

⑷ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

第４ 用紙配布等 

⑴ 各地方自動車整備振興会（以下「自動車整備振興会」という。）は、適合証及び

適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合証綴」という。）を、指定整備事業者か

らの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合証綴の保

管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の３及び別紙３の４）を作成すること。 

ウ 適合証綴を授受した場合、速やかに適合証綴の表紙に綴番号を押印し、配布

台帳（別紙３の３）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第１⑶アに規定

する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合証綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の３）の備

考欄に記入すること。 

オ 適合証綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによること。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の４）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第５⑴の規定に基づき作成されたもの

（別紙３の５））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入欄へ
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の記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合証綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適合

証綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格は実

費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に説明

すること。 

 

第５ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合証綴の授受出納簿（別紙３の５）を作成し、適合証綴

数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、適合証及び適合標章の交付状況を把握すること。 

⑷ 指定整備事業者は、適合証綴を使用後２年間保存しておくこと。 

⑸ 指定整備事業者は、次に掲げる不正防止対策を講ずること。 

ア 適合証又は適合標章を書き損じた場合は、記載面を朱抹し、当該適合証及び

適合標章を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておく

こと。 

イ 適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を朱抹し、当該適合標章

を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておくこと。 

ウ 電算機により適合証又は適合標章の記載（自動車検査員の氏名及び印を除く。）

を行う場合は、適合証綴の使用過程において適合証又は適合標章を切り離して

使用することは差し支えないが、散逸しないよう注意し、適合証綴の使用が終

了した時点で確実に編綴、保存すること。 
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別添３の３ 電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領 

 

目次 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

第２ 適合標章の用紙 

第３ 適合標章の記載方法 

第４ 適合標章の表示 

第５ 用紙配布等 

 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

  法第 94 条の５第２項、第３項の規定における、適合証の交付に代えて電磁的方

法により登録情報処理機関に提供する情報（以下「電子適合証」という。）は以下の

事項とし、電子適合証の作成は登録情報処理機関への情報提供が可能なシステムへ

の入力により行う。 

ただし、法第 16 条第 1 項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車並びに法第 69

条第４項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及

び二輪の小型自動車の場合は、⑺及び⑾の入力を要しない。 

⑴ 暦年又は年度ごとに一連で、別添３の２の第２⑶と重複しない交付番号 

⑵ 電子適合証の交付日 

⑶ 指定整備事業者の氏名又は名称 

⑷ 事業場の名称及び所在地 

⑸ 検査年月日 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の年月日

は、最後に検査の実務を行った年月日とし、当該自動車検査員の権限により入力

を行うこと。 

⑹ 自動車検査員の氏名 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った自動車検査員の氏名とし、当該

自動車検査員の権限により入力を行うこと。 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行った

場合、点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の氏名とする。 

⑺ 自動車登録番号又は車両番号 

⑻ 車台番号 

⑼ 使用者の氏名又は名称及び住所 

予備検査にあっては所有者の氏名又は名称及び住所とする。 

⑽ 乗車定員、最大積載量、用途、車両総重量 

⑾ 保険期間 

保険証明書の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）

とする。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる
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場合には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日から最後の保険証明書

にかかる保険期間の最後の日とする。 

⑿ 当該指定整備事業者に付された指定番号に基づく整備工場コード 

 

第２ 適合標章の用紙 

適合標章となるべき用紙は、次に掲げる不正防止対策が施された、電子適合証の交

付時のみに使用する専用紙であること。 

⑴ 指定規則第２号様式の２（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文字及び製造者

名並びに固有の一連番号が印刷されていること。 

⑵ 表面に地紋が印刷されていること。 

 

第３ 適合標章の記載方法 

⑴ 適合標章（表）の有効期間起算日を表示する欄及び自動車登録番号又は車両番

号欄はプリンタにより黒色で印字すること。 

⑵ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑶ 適合標章（裏）には、第１⑴から⑾までと同一の情報をプリンタにより印字す

ること。この場合には、自動車検査員は押印することを要しない。 

 

第４ 適合標章の表示 

⑴ 適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、適合標章の中央点線のと

ころから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載された面を、前面ガラス内側

に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装着すること。なお、この

場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 

ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位

置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する
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こと。 

⑶ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

 

第５ 用紙配布等 

⑴ 自動車整備振興会は、適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合標章綴」とい

う。）を、指定整備事業者からの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合標章綴の

保管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の６及び別紙３の７）を作成すること。 

ウ 適合標章綴を授受した場合、速やかに適合標章綴の表紙に綴番号を押印し、

配布台帳（別紙３の６）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第２⑴に

規定する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合標章綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の６）

の備考欄に記入すること。 

オ 適合標章綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによるこ

と。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の７）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第６⑴の規定に基づき作成されたも

の（別紙３の８））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入

欄への記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合標章綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適

合標章綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格

は実費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に

説明すること。 

 

第６ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合標章綴の授受出納簿（別紙３の８）を作成し、適合標

章綴数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合標章綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、電子適合証及び適合標章の交付状況を把握し、第１⑴から

⑿までの情報を２年間管理保存すること。 

⑷ 法第 94 条の５第２項における登録情報処理機関である一般社団法人日本自動

車整備振興会連合会は、指定整備事業者が第６⑶を実施できるよう、電子適合証

及び適合標章の交付状況を管理すること。 

⑸ 指定整備事業者は、電子適合証の作成にかかる以下の権限についてそれぞれ固
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有の識別番号（ID）及び暗証番号（パスワード）等を定め、適切に管理し、当該

番号等が不正に使用されないための措置を講ずること。 

ア  指定整備事業者の事業場を管理する権限 

イ 指定整備事業者の事業場の職員を管理する権限 

ウ 電子適合証に係る情報を登録する権限 

エ 自動車検査員に係る権限 

オ 電子適合証に係る情報を起票及び入力する権限 

⑹ 指定整備事業者は、適合標章に印刷不良等が生じた場合は、記載面を朱抹して、

当該適合標章を２年間保存すること。 

⑺ 指定整備事業者は、法第 94 条の５第２項における承諾を書面又は電磁的方法

により２年間保存すること。 
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別添４ 整備主任者研修実施要領 

 

目 次 

 第１ 目的 

 第２ 研修の区分 

 

第１ 目的 

 整備主任者に対し、特定整備時における保安基準適合性の確保等整備主任者が行う

業務に必要とされる自動車の構造・機能、関係法令、主要通達等について研修を行い、

その知識及び技能の向上を図る。 

第２ 研修の区分 

研修は、法令研修と技術研修とに区分し、次の方法により実施すること。 

１ 法令研修 

⑴ 研修対象者 

事業場から届け出されている整備主任者とする。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 関係法令及びその改正内容 

イ 主要通達 

ウ 特定整備の作業管理による保安基準適合性の確保 

エ 工場管理等 

⑷ 研修時間 

２時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

ア 全国共通の教材の内容は、自動車局整備課が定めることとする。 

イ 地域教材の内容は、地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。）、運輸支局（運輸

管理部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）が定めることとする。 

⑺ 講師 

運輸支局職員及び学識経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、運輸支局長が自動車整備振興会の協力を得て実施する。 

イ 自動車検査員に選任されている者であって、同年度の自動車検査員研修を修

了した者は、道路運送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条

の２の２第１項第８号に規定する整備主任者研修のうち法令研修を受けた者と

して取り扱う。 
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２ 技術研修 

⑴ 研修対象者 

事業場に届け出されている整備主任者とする。 

ただし、複数名の整備主任者を届け出ている事業場にあっては、整備主任者の

うち１名以上を対象としても差し支えないこととする。この場合、研修を修了し

た整備主任者が当該事業場の他の整備主任者に対して、受講内容について事業場

内教育を行うよう指導すること。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 自動車の新機構・新装置の構造・機能及び点検・整備方法 

イ 自動車の分解整備後の保安基準適合性及び出来映えの確認方法等 

⑷ 研修時間 

実習を含めて６時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、実習については原則として 25 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

教材は、「整備主任者研修資料（技術編）」（自動車局監修）をテキストとし、実

車、主要部品、整備用機器及びビデオ、スライド等視聴覚機材とする。 

⑺ 講師 

自動車整備振興会職員、学識経験者及び実務経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、自動車整備振興会又は次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当するも

ののうちから運輸支局長が認定した機関（以下「支局長認定機関」という｡）に

おいて実施する。 

(ｱ) 自動車メーカー系ディーラー、自動車メーカー経営のサービス工場等 

(ｲ) 輸入自動車取扱ディーラー 

(ｳ) 自動車整備商工組合(北海道にあっては北海道自動車整備協同組合連合会

の会員である協同組合) 

なお、支局長認定機関において実施する研修については、本要領と同等以

上の内容のものであれば、本要領にかかわらず他の教材を使用して実施して

も差し支えないものとする。 

イ 自動車整備振興会又は支局長認定機関において研修を修了した者は、道路運

送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条の２の２第１項第８

号に規定する整備主任者の研修のうちの技術研修を受けた者として取り扱う。 
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別添５ 自動車検査員研修実施要領 

 

１ 目的 

自動車検査員に対し、保安基準適合性の判断等自動車検査員が行う業務に必要とさ

れる自動車の構造・装置の状態及びその機能・性能、関係法令、主要通達等について

研修を行い、その知識及び技能の向上を図る。 

２ 研修対象者 

自動車検査員として選任されている者とする。 

３ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回以上実施する。 

４ 研修の項目、内容等 

研修項目研修内容等 

⑴ 自動車整備事業・自動車整備事業の役割 

自動車整備事業の課題、問題点等 

⑵ 指定自動車整備事業・道路運送車両法関係法令 

ア 指定自動車整備事業者の処分事例等 

イ 適正な業務運営 

⑶ 自動車検査員の業務・自動車検査員の役割と職務 

ア 自動車検査業務 

イ 自動車検査機器の取扱い 

⑷ 関係法令及び主要通達・最近の関係法令の改廃 

主要通達 

５ 研修 

３時間以上とする。 

６ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

７ 研修教材 

研修教材は、地方運輸局長が適当と認めたものとする。 

８ 講師 

  運輸支局職員、学識経験者及び地方運輸局長が認めた者 

９ 研修実施方法 

地方運輸局長は運輸支局長に対し研修を実施するよう通知し、運輸支局長は自動

車整備振興会の協力を得て実施するものとする。 
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別紙１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

 

１ 法第 79 条第１項に基づく認証に係る申請書の記載項目及び同条第２項、第３項

に基づく書面は次のとおりとする。（法第 79 条第１項、第２項及び第３項） 

⑴ 記載項目 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所   

イ 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名 

ウ 受けようとする自動車特定整備事業の種類 

エ 事業場の名称及び所在地 

オ 電子制御装置点検整備作業場の所在地（事業場と所在地を異にする場合に限

る。） 

カ 電子制御装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事

業者と施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約を交わした施

行規則第３条第８号ハに係る作業を行う事業場の所在地 

キ 対象とする自動車の種類、整備及び装置の種類 

ク その他業務の範囲の限定 

⑵ 添付書面 

ア 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定で

きる書面 

イ 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面 

ウ 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証（写し）等事業場の所在地を

証する書面 

エ 法第 80 条第１項第２号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等

の書面 

オ 法第 80 条第１項第１号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適

合するものであることを証する次の事項を記載した書面 

(ｱ) 設備の基準に係る事項（施行規則第 57 条第１号から第５号まで） 

ａ 車両整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｂ 点検作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｃ 電子制御装置点検整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｄ 部品整備作業場の面積 

ｅ 車両置場の間口、奥行 

ｆ 作業機械の種類毎の名称、能力、数 

ｇ 作業計器の種類毎の名称、能力、数 

ｈ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、型式（一酸化炭素測定器、炭化水

素測定器及び整備用スキャンツールに限る。）、能力、数 

ｉ 工具の種類毎の名称、能力、数 

ｊ 作業場等平面図（作業場名（優良自動車整備事業者の認定を受けている
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者であって、自動車特定整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々

の事業場名）、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載したもの） 

ｋ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術

上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用

機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）に

より公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準

適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面である

こと。 

ｌ 電子制御装置整備を行う事業場にあっては、法第 57 条の２第１項に規定

する自動車の型式に固有の技術上の情報（施行規則第３条第９号の自動車

の整備又は改造を行わない場合にあっては、自動運行装置に係るものを除

く。）及びエーミング作業に必要な機器を入手することができる体制を確認

できる書面 

(ｲ) 従業員に係る事項（施行規則第 57 条第６号及び第７号） 

整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び特定整備に従事す

る従業員の数 

カ 土地の使用に係る契約書（離れた作業場を有する場合に限る。） 

２ 法第 81 条から法第 83 条までに基づく届出書の記載項目及び添付書面は、次のと

おりとする。（法第 81 条から第 83 条まで） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 届出に係る事項 

エ 認証番号 

⑵ 添付書面 

ア 事業者の氏名又は名称及び住所の変更に係る届出の場合は、商業登記簿謄本

等変更された事項を証する書面（法第 81 条第１項第１号） 

イ 役員の変更等に係る届出の場合は、ア並びに変更された役員（新任及び解任）

の氏名及び役職名を記載した書面（法第 81 条第１項第２号） 

ウ 事業場の所在地の変更に係る届出の場合は、１⑵イの書面（法第 81 条第１項

第３号） 

エ 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行き

の長さの変更に係る届出の場合は、１⑵オ(ｱ)ｊ及び変更となった屋内作業場及

び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さを記載し

た書面（法第 81 条第１項第４号） 

オ 事業の廃止に係る届出の場合は、事業を廃止する理由を記載した書面（法第

81 条第２項） 
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カ 事業の相続、合併及び分割に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等事業の相

続、合併及び分割の事実を証する書面（法第 82 条第２項） 

キ 事業の譲渡に係る届出の場合は、譲渡証明書等事業の譲渡の事実を証する書

面（法第 83 条第２項） 

３ 整備主任者の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。

（施行規則第 62 条の２の２第２項） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 

ウ 認証番号 

エ 選任する整備主任者の氏名及び生年月日 

オ 統括管理業務の開始日 

カ 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日 

⑵ 添付書面 

ア 分解整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げるものを

除く。）には、整備士の技能検定の合格証書の写し、整備士の技能検定の合格証

明書又は同証明書の写し、自動車整備技能者手帳の写し等施行規則第 62 条の

２の２第１項第７号に基づく一級又は二級の整備士の技能検定に合格している

ことを証する書面の写し 

イ 電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げ

るものを除く。）には、同規則第 57 条第７号に規定する運輸監理部長若しくは

運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し又は一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写し 

ウ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場

合には、一級の整備士（一級二輪の整備士を除く。）にあっては、一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写しを、一級

二輪若しくは二級の整備士にあっては、施行規則第 57 条第７号に規定する運

輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し 

４ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備に係る添付書面は、次の事項を記載した

書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に記載しても良い。 

ア 当該作業場及び車両置場の管理責任者の氏名 

イ 当該作業場の所在地 

ウ 当該作業場の共同使用の管理者の氏名又は名称 

なお、自動車特定整備事業の認証を受けている者にあっては、認証番号 

エ 当該作業場の共同使用に関する契約書の写し 

オ 当該作業場の位置及び面積並びに車両置場の位置を記載した書面 

５ 施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業場に係る添付書面は、電子制御

装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事業者と施行規
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則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約していることを証する書面の

写し 
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別紙２ 一種整備工場及び二種整備工場 

 

種

別 

番

号 

認定の種類 

項 目 

一種整備工場 二種整備工場 備  考 

Ａ １ 工員数 １０人以上 ４人以上 

ただし、対象

自動車の種類

に車両総重量

８トン以上、

最大積載量５

トン以上又は

乗車定員 30

人以上の車両

を含む場合に

は、５人以上 

 

２ 整備士数 ４人以上 ２人以上 自動車工のうち整

備士（自動車タイ

ヤ整備士、自動車

電気装置整備士及

び自動車車体整備

士を除く。）の数 

３ 整備士保有率 １／３以上 １／３以上 自動車工の数に対

する整備士数の割

合 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積×1.6 以

上 

道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積以上 

現車についての点

検・整備作業を行う

ための作業場とす

る 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場（車両整

備作業場及び点検

作業場と兼用して

いる場合を除く。） 

◎ ◎ 

２ その他の作業場 ◎ ◎ 機械加工、原動機、
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塗装、鍛冶鍛冶等の

各作業場 

３ 車両置場 ａ×0.3 以上 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わ

ない     

ａは当該事業場の

屋内現車作業場面

積 

４ 完成検査場 ◎ ◎ 屋内           

指定整備工場の検

査設備として完成

検査場を有してい

る場合（共用設備

を使用する場合を

含む。）は当該完成

検査場で足りる。 

Ｃ １ 卓上ボール盤 ○ －  

２ オイル・バケット

ポンプ 

○ ○  

３ ホイール・バラン

サ 

△ △ ホイールへのタイ

ヤ脱着作業を行う

事業場にあっては

必要 

４ フリー・ローラ △ △ 四輪の自動車を対

象とする場合に限

る（可搬式のもの

であって可） 

Ｄ １ バルブ・シート・

グラインダ 

○ －  

２ バルブ・リフェー

サ 

○ －  

３ バルブ・リフタ ○ －  

４ シリンダ・ゲージ ○ －  

５ コンロッド・アラ

イナ 

○ －  

６ スプリング・テス

タ 

○ －  
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７ ラジエータ・キャ

ップ・テスタ 

○ ○  

８ マイクロ・メータ 〇 －  

Ｅ １ メガー 〇 ―  

２ 電子計測機器 △ △ 外部診断器等（電

子制御装置整備を

行う場合を除く。） 

Ｆ １ 溶接器 ○ －  

Ｇ １ 検車装置 ○ ○ 検車台、ピット、

リフト等 

２ ホイール・アライ

メント・テスタ又

はサイド・スリッ

プ・テスタ 

△ － 三輪以下の自動車

のみを対象とする

場合は不要 

３ ブレーキ・テスタ △ －  

４ 前照灯試験機 △ －  

５ 音量計 △ －  

６ 速度計試験機 △ －  

７ 黒煙測定器又は 

オパシメータ 

△ － ジーゼル自動車を

対象としない場合

は不要 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 
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別紙２の２ 特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作業（二種）） 

 

種

別 

番

号 

項目 車体整備作

業（一種） 

車体整備作

業（二種） 

備考 

Ａ １ 工員数 ５人以上 ３人以上 車体整備作業に従事す

る工員数 

２ 整備士数 ２人以上 ２人以上 自動車車体整備士 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 60 ㎡以上 50 ㎡以上 現車についての車体整

備作業を行う場所のみ

とし、最低１両分の塗装

作業場を含み、その他の

作業場、完成検査場及び

洗車場を除く。 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場 
〇 ― 電子制御装置整備を行

う場合に限る。 

２ その他の作業場 ◎ － 機械加工、木工、鍛冶等

の各作業場、機器は１箇

所に集中されていなく

てもよい 

３ 車両置場 a×0.3以上 a×0.3以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは当該事業場の屋内

現車作業場の面積 

４ 完成検査場 ○ ○ 屋内 

５ 洗車場 ○ ○  

Ｃ １ 洗車機器 ○ － スチーム・クリーナ、カ

ーワッシャー等 

Ｄ １ アーク溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器を含む。 

２ 点溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器がある場合にはな

くてもよい 

３ ガス溶接器 ○ ○  

４ 車枠矯正装置 ○ － 自動車を固定し、車枠の

曲がり、ねじれ等の点

検、修正及び検査ができ

るもの。 

５ 車体修正機 － ○ 自動車を固定し、又は修
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正機を保持具により自

動車に固定して車体の

変形を修正できるもの。

車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい 

６ 板金用油圧機器 ○ ○ ポートパワー等 

７ 板金定盤 ○ ○  

８ 板金工具一式 ○ ○  

Ｅ １ スコヤ ○ － 大型のもの 

Ｆ １ ボール盤 ○ － 卓上用のものでも可 

２ ポータブル・グラ

インダ 

○ ○ 板金用のもの 

３ サンダ ○ ○ 板金用及び塗装用各１ 

４ ポリシャ ○ ○  

Ｇ １ 塗装機器 ○ ○ スプレーガン等 

２ 塗装乾燥装置 ○ ○ 赤外線、ガス等の強制乾

燥機 

（250ｗ×12 燈クラス以

上） 

Ｈ １ ヘッドライト・テ

スタ 

○ ○  

２ ホイール・アライ

メント・テスタ 

○ － 可搬式にても可 

３ フレーム・センタ

ーリング・ゲージ 

－ ○ 測定のため必要な自動

車の保持具等を含む。車

枠矯正装置がある場合

にはなくてもよい。 

４ トラム・トラッキ

ング・ゲージ 

－ ○ 車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい。 

（注）１．◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十分な面積

を有していなければならいことを示す。 

２．○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及

び機能を有していなけれならないことを示す。 
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別紙２の３ 特殊整備工場（電気装置整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 電気装置整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車電気装置整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についての電気装置整備作業を

行う場所 

２ 屋内電気装置整備

作業場 

20 ㎡以上 現車から取り外した電気装置の整備

作業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

Ｃ １ オルタネータ・テス

タ 
○ 変速装置付電動機、直流電圧、電流計、

回転計のあるもの 

２ スタータ・テスタ ○ トルク計、直流電圧、電流計のあるも

の 

３ オルタネータ・オシ

ロスコープ 

○ 自動車オルタネータの波形試験ので

きるもの 

４ グローラ・テスタ ○  

５ バッテリ・テスタ ○  

６ 半導体試験器 ○ トランジスタ・ダイオード半導体の試

験のできるもの 

７ 回路試験器 ○  

８ ボルト・メータ ○  

９ アンペア・メータ ○  

10 メガー ○  

Ｄ １ プレス ○  

２ バイス ○  

３ 電気ドリル ○ 空圧式のものでも可 

４ マイクロ・メータ ○  

５ ダイヤル・ゲージ ○  

６ ガレージ・ジャッキ ○  

７ エア・コンプレッサ ○  

E １ 充電器 ○ 急速充電器を含む。 

２ 溶接器 ○ ハンディ式のものでも可 

３ 部品洗浄槽 ○  

４ 乾燥装置 ○  

（注）１．○印は、その事業場の作業を行うために必要な数量及び機能を有していな
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ければならないことを示す。 
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別紙２の４ 特殊整備工場（原動機整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ７人以上 自動車用原動機整備作業に従事する

工員数 

２ 整備士数 １人以上 二級自動車シャシ整備士、三級自動車

シャシ整備士、自動車タイヤ整備士、

自動車電気装置整備士及び自動車車

体整備士を除く 

Ｂ １ 原動機分解組立作

業場 
20 ㎡以上 自動車用原動機の分解、組立等の整備

作業を行う屋内作業場 

２ 原動機部品整備作

業場 
60 ㎡以上 自動車用原動機の単体部品の機械加

工作業等を行う屋内作業場 

３ その他の屋内作業

場 

◎ 溶接、鍛冶等を行う作業場 

４ 受注品置場 a×0.1 以上 受注品を収容する場所であって、うち

完成品を格納する場所は屋内に限る。 

ａは原動機分解組立作業場及び原動

機部品整備作業場の面積の和を示す 

５ 屋内完成検査場 ◎ 完成品の検査を行う場所 

６ 洗浄場 ◎ 自動車用原動機の洗浄を行う場所 

Ｃ １ シリンダ・ボーリン

グ・マシン 

○  

２ シリンダ・ホーニン

グ・マシン 

○  

３ サーフエース・グラ

インダ 

○ 平面切削盤を含む。 

４ クランクシャフト・

グラインダ 

○  

５ ライン・ボーリン

グ・マシン 

○  

６ コンロッド・グライ

ンダ 

○  

７ ピンホール・ホーニ

ング・マシン 

○  

８ バルブ・シート・グ

ラインダ 

○  
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９ バルブ・リフェーサ ○  

Ｄ １ 旋盤 ○  

２ ボール盤 ○ 卓上用のものでよい 

３ プレス ○ 能力が 19.6ＫＮ（２ｔｆ）以上で、油

圧式又は手動式のもの 

E １ バイス ○  

２ チェーン・ブロック ○ つり上げ能力 9.8ＫＮ（１ｔｆ）以上

のもの 

３ 作業台 ○ 縦１メートル以上､横 1.5 メートル以

上のもの 

４ 部品洗浄槽 ○ 縦 500 ミリメートル以上、横 700 ミリ

メートル以上､深さ 150 ミリメートル

以上で台付のもの 

５ エア・コンプレッサ ○  

６ 洗浄機器 ○ スチーム・クリーナ、カーワッシャ等 

７ 運搬機器 ○ 原動機の運搬が容易にできるもの 

F １ シリンダ・ゲージ ○  

２ マイクロ・メータ ○  

３ ダイヤル・ゲージ ○  

４ ノギス ○ 最大測定値が 150 ミリメートル以上、

単位目盛が副尺利用で 0.05 ミリメー

トル（１/20 ミリメートル）以下のも

の 

５ シツクネス・ゲージ ○ 長さ 75 ミリメートル以上のリーフが

８種類以上組み合わされているもの 

６ フィーラ・ゲージ ○ 長さ 230 ミリメートル以上のリーフ

が８種類以上組み合わされているも

の 

７ 直定規 ○ 断面の幅が５ミリメートル以上で高

さ 25 ミリメートル以上、長さ 500 ミ

リメートル以上のもの 

８ 定盤 ○ 縦 450 ミリメートル、横 600 ミリメー

トル以上のもの 

９ 表面アラサ測定機 ○ ＪＩＳ－0659 表面アラサ標準片で

もよい 

10 コンロッド・アライ

ナ 

○  

11 コンプレッション・ ○  
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ゲージ 

12 エンジン・タコ・テ

スタ 

○  

13 バキューム・ゲージ ○  

14 タイミング・ライト ○ ガソリン車用のもの 

15 バルブ・スプリン

グ・テスタ 

○  

16 温度計 ○  

17 燃料消費計 ○  

G １ バルブシート・カッ

タ 

○  

２ トルク・レンチ ○ クランク軸の軸受締付ボルト・コンロ

ッド大端ボルト及びシリンダヘッド・

ボルト等の締付トルクの測定ができ

るもの。 

３ 作業用工具 ○ 原動機の分解、組立作業及び部品の脱

着作業等に必要なもの（特殊工具を含

む） 

４ バルブ・リフタ ○  

５ ベアリング・レー

ス・プーラ 

○  

６ ギヤ・プーラ ○  

H １ 水圧検査装置 ○ 加圧ポンプ、耐圧ホース及び締付金具

を含む。 

２ 噴射ポンプ・テスタ ○  

３ 原動機試験装置 ○ 水動力計、電気動力計等原動機の馬力

の測定ができるもの 

（注）１．◎印は、作業を行うために必要とする十分な面積を有していなければなら

ない。 

２．○印は、作業対象に応じた機能を有するもの１基以上を作業量に応じて保

有しなければならない。 
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別紙２の５ 特殊整備工場（タイヤ整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 タイヤ整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車タイヤ整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についてのタイヤ整備作業を行

う場所 

２ 屋内タイヤ整備作

業場 

20 ㎡以上 現車から取り外したタイヤの整備作

業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

４ 洗浄場 ○  

Ｃ １ エア・コンプレッサ ○  

２ エア・減圧弁 ○  

３ リフト ○ ガレージ・ジャッキを含む 

４ インパクト・レンチ ○  

５ タイヤ・フレータ ○  

Ｄ １ タイヤ・チエンジヤ ○  

２ ビード・ブレーカ ○  

３ タイヤ・スプレッダ ○  

４ タイヤ修理機 ○ チューブレス・タイヤ修理機を含む  

５ チューブ焼付機 ○  

６ グラインダ ○  

７ チューブ・テストタ

ンク 

○  

８ チューブ・ハンガ ○  

E １ 作業台 ○  

２ 作業用工具 ○ タイヤの取り外し、組み付け、修理に

必要なもの 

３ タイヤ収納棚 ○ タイヤを縦置きに収納できるもの 

F １ ホイール・バランサ ○  

２ タイヤ・ゲージ ○ 高精度ゲージ 

３ デプス・ゲージ ○  

４ トルク・レンチ ○  

５ 巻尺 ○  

（注）○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を

有していなければならないことを示す。 
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別紙３ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

 

１ 指定規則第１条第１項に基づく指定に係る申請書の記載事項及び指定規則第１

条第２項に基づく添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 対象とする自動車の種類 

エ その他業務の範囲の限定 

オ 認証番号及び認証年月日 

カ 認証を受けた自動車特定整備事業の種類 

キ 認証を受けた自動車特定整備事業における対象とする自動車の種類並びに対

象とする整備の種類及び装置の種類 

ク 認証を受けた自動車特定整備事業における業務の範囲の限定 

ケ 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあっては、受けている認定の

種類及び認定番号 

コ 優良自動車整備事業者の認定（特殊整備工場の認定を除く。）を受けていない

者にあっては、次の事項 

(ｱ) 実施している整備作業の範囲 

(ｲ) 事業場管理責任者の氏名及び略歴 

(ｳ) 主任技術者の氏名及び略歴 

(ｴ) 一級、二級、三級の整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び

特定整備に従事する従業員の数  

⑵ 添付書面 

ア 申請者（法人又は個人企業）及び事業場の沿革を記載した書面 

イ 法第 94 条の２第２項において準用する法第 80 条第１項第２号ロからニまで

に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

ウ 次の状況を記載した事業場平面図 

(ｱ) 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積 

(ｲ) 自動車検査用機械器具の配置状況 

エ 指定規則第２条第１項第２号に定める自動車検査用機械器具の名称、型式、

能力、数 

オ 指定規則第２条第１項第２号イ～チまでの自動車検査用機械器具に係る国土

交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械

器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）により公正

に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成
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績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。 

２ 指定規則第１条第２項第５号に基づく検査の設備の共同使用を行う場合におけ

る添付書面は、次の事項を記載した書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に

記載しても良い。（指定規則第１条第２項第５号） 

ア 当該設備の管理責任者の氏名 

イ 当該設備の所在地 

ウ 当該設備の名称、型式及び数 

エ 検査用機械器具の取扱要領及び点検要領等の管理規定等当該設備の維持管理

体制を記載した書面 

オ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称 

カ 当該設備の共同使用に係る者の最近３ヵ月間における月平均の車種別の法第

62 条に規定する継続検査等に係る整備実績を記載した書面 

キ 共用設備の共同使用に関する契約書の写し 

ク 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積 

３ 指定規則第１条第２項第６号に基づく優良自動車整備事業者の認定を受けてい

ない場合の添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第２項第６項） 

ア 事業場の設備を記載した平面図 

イ 作業工程図（アに記載することでも差し支えない。） 

ウ 整備用の主要な設備及び機器の配置図（アに記載することでも差し支えない。） 

エ 事業場組織図 

オ 最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績を定期点検整備、自動車検査

に係る整備及びその他の整備に分けて記載した書面 

カ 貸借対照表及びは損益計算書  

株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要と

しない。 

また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、右欄に掲げる書面でこれに代え

て差し支えない。 

新規設立会社の場合（前歴がない場合）最近６ヵ月間の仮決算書一つの会社

から整備部門が独立し、新たな会社経過説明書及び事業計画書を設立した場合

（廃止新規申請の場合を含む。）合併した場合同上事業協同組合等の場合事業

計画書 

キ 自動車検査の実績を持込台数、合格台数及び再検査台数の別に分けて記載し

た書面 

４ 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合であって、

設備、技術及び管理組織（事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員）に

変更がない相続、譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事

項及び添付書面は、次のとおりとする。 

ただし、法第 94 条の３、第 94 条の４又は第 94 条の８に基づく処分を受けた場
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合（処分対象となる違反事項が確認された場合を含む。）であって、当該処分に係

る違反事項の改善が確認されていないときは、この規定を適用しない。 

なお、相続であって、被相続人である事業者が事業場管理責任者を兼務し、かつ、

相続人が事業場管理責任者として業務を確実に行えると認められる場合には、事業

場管理責任者の変更がないものとみなして差し支えない。 

⑴ 記載事項 

ア １⑴アからクまでの事項 

イ 指定番号 

⑵ 添付書面 

ア １⑵ア、イ及び３エ、カの書面 

イ 指定規則第４条に基づく次の事項を記載した自動車検査員選任届 

(ｱ) 選任しようとする自動車検査員の氏名及び生年月日 

(ｲ) 選任年月日 

(ｳ) 自動車検査員の要件が指定規則第４条第１項第１号の要件による者の場

合 

ａ 教習修了運輸局 

ｂ 教習修了年月日 

ｃ 教習修了書番号 

(ｴ) 他の事業場の自動車検査員を兼任する場合には、次の事項を記載した書面 

ａ 兼任する事業場の指定番号 

ｂ 兼任する事業場の名称 

ｃ 兼任する事業場の所在地 

ｄ 兼任する事業場との間の交通の状況及び所要時間 

ｅ 当該兼任する事業場の最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績

を記載した書面 

ウ 法第 94 条の４第５項に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

エ 自動車検査員に選任されることへの同意書 

５ 指定規則第５条第１項及び第２項に基づく自動車検査員の選任等に係る届出書

の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第５条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 指定番号 

⑵ 添付書面 

ア ４⑵イからエまでの書面 

イ 指定規則第４条に基づく自動車検査員の要件に該当する者であることを記載

した以下の書面 
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(ｱ) (ｲ)に定める者以外の者にあっては、自動車検査員教習修了証書（写し）、

自動車検査員教習修了証明書（写し）、自動車検査官又は軽自動車検査員の

経験を有する証明書等 

(ｲ) 法第 94 条の４第４項の規定に基づき自動車検査員の職を解任された者又

は法の規定に違反（自動車検査員の解任命令に相当するものに限る。）する

事実が認められ、かつ、当該行政処分の決裁日以前に自動車検査員の職を解

任された者にあっては、自動車検査員再教習修了証書（写し） 

ウ 自動車検査員を解任する場合は、解任する自動車検査員の氏名及び解任年月

日 

６ 指定規則第 11 条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次

のとおりとする。（指定規則第 11 条） 

⑴ 記載事項 

ア ５⑴アからウまでの事項 

イ 届出に係る事項 

⑵ 添付書面 

ア 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積の変更に係る届

出の場合は、１⑵ウの書面 

イ 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面 

(ｱ) 変更した自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数を記載した書面 

(ｲ) 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の基準に

適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機

械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）により

公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性

試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。 
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別紙３の２ 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準 

 

１．工員数、設備の有無等の基準 

番号 項  目 審 査 の 基 準 備    考 

1-1 工員数 ４人以上 

ただし、対象自動車の

種類に車両総重量８

トン以上、最大積載量

５トン以上又は乗車

定員 30 人以上の車両

を含む場合には、５人

以上 

 

1-2 整備士数 ２人以上 自動車工のうち整備

士（自動車タイヤ整備

士、自動車電気装置整

備士及び自動車車体

整備士を除く。）の数 

1-3 整備士保有率 1/3 以上 自動車工の数に対す

る整備士数の割合 

1-4-1 屋内現車作業場 道路運送車両法施行

規則別表第４の規定

に基づく車両整備作

業場及び点検作業場

の面積以上 

現車についての点検・

整備作業を行うため

の作業場とする。 

1-4-2 電子制御装置点検整

備作業場（車両整備

作業場及び点検作業

場と兼用している場

合を除く。） 

◎ 

1-5 その他の作業場 ◎ 機械加工、原動機、塗

装、鍛冶等の各作業場 

 

1-6 車両置場 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わな

い。 

ａは当該事業場の屋

内現車作業場面積 

1-7 完成検査場 ◎ 屋内 
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1-8 オイル・バケットポン

プ 

○  

1-9 ホイール・バランサ △ ホイールへのタイヤ

脱着作業を行う事業

場にあっては必要 

1-10 フリー・ローラ △ 四輪の自動車を対象

とする場合に限る（可

搬式のものであって

も可）。 

1-11 ラジエータ・キャッ

プ・テスタ 

○  

1-12 電子計測機器 △ 外部診断器等（電子制

御装置整備を行う場

合を除く。） 

1-13 検車装置 ○ 検車台、ピット、リフ

ト等 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 

 

２ 要員関係の基準の解釈 

⑴ 事業場管理責任者 

事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経

営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をい

い、次のアからウまでの責務を負うものとする。 

ア 事業計画の決定と執行に関すること。 

イ 事業場全般に係る管理業務（指定自動車整備事業における保安基準適合証、

保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。）に関す

ること。 

ウ 従業員に対する関係法令の教育に関すること。 

⑵ 主任技術者 

当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の

アからウまでの責務を負うものとする。 

ア 従業員に対する整備技術の教育に関すること。 

イ 作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。 

ウ 設備機器の管理に関すること。 
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⑶ 工員 

常時、点検、整備作業に直接従事している者で、シャシ工、エンジン工、検査

工（指定自動車整備事業における自動車検査員として選任される者を含む。）、巡

回による整備に従事する者等及びこれらの見習工並びに板金工、電装工等のうち、

電子制御装置整備に従事する者とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該

事業場において作業を請負っている者、工具係、部品係、資材係は含まない。 

なお、同一の指定整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任する者は、兼

任する事業場のうち１事業場に限り当該兼任自動車検査員を工員の数に含めるこ

とができることとする。ただし、当該取扱いに係る工員は１事業場内１名に限る。 

⑷ 自動車工 

シャシ工、エンジン工、検査工等とし、板金工、塗装工、電装工等は含まない。 

⑸ 検査工 

検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、

次に掲げる作業を行うことは差し支えない。 

 

 点検するために不可欠

な作業 

・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省省告示第 317 号）に例示してある点検作

業の範囲 

点検に付随する軽微な作

業 

・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが

合理的である軽微な交換

又は補充作業 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 

・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

点検又は検査時に行うこ

とが合理的である軽微な

調整作業 

・前照灯の照射方向の調整 

・アイドリング、ＣＯ・ＨＣの整備 

・点火時期の調整 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑹ 事業場管理責任者、主任技術者及び検査工（同一の指定自動車整備事業の他

の事業場の自動車検査員を兼任する⑶なお書きに規定する検査工を除く。）は、

すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がす
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べてを兼務しても差し支えない。 

⑺ 整備士 

自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。

また、整備士の保有率は、自動車工の人員を３で除して得た数（その数に１未満

の端数があるときは、これを１とする。）以上であること。 

３ 作業場等の基準の解釈 

⑴ 屋内現車作業場及び電子制御装置点検整備作業場 

ア 点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。な

お、完成検査場、次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。 

イ 検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、

黒煙測定器及びオパシメータにより行う検査を除く。）以外の検査については、

現車作業場で行って差し支えない。 

⑵ その他の作業場 

機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場であって、床面は舗装されているこ

と。 

⑶ 完成検査場 

ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装され

ていること。 

イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。 

ウ 検査機器を設置した場所は通路として認めないこと。 

エ もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための

屋内作業場とは明確に区分されていること。この場合において、法第 75 条第１

項に基づき型式の指定を受けた自動車の製作者と同一の指定自動車整備事業に

あっては、同条第４項に基づく検査の場所を含むものとする。 

オ 検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業並びに電

子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外を完成検査場で

行うことは差し支えない。 

また、⑹のただし書きに該当する完成検査場以外の場合は、次に掲げる作業

を完成検査場で行うことも差し支えない。 

 

点検するために不可欠な作業 ・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省告示第 317 号）に例示してある点検作

業の範囲 

点検に付随する軽微な作業 ・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが合理

的である軽微な交換 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 
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・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑷ 車両置場 

屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。特に

ディーラー工場、自家工場にあっては販売のため置場、車庫との区画を平面図に

明確に記入すること。 

⑸ 通路 

通路は、主に整備する自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業

場等の面積には含まない。 

ただし、当該事業場おいて、主に整備する自動車の状況によって、整備作業に

影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えない。 

⑹ 作業場等の配置 

各作業場（検査場等（電子制御装置点検整備作業場を除く。）を含む。）は原則

として整備中の自動車が路上を移動することがない（当該自動車の車輪が道路上

を通過しない）よう配置されていること。 

ただし、完成検査場、車両置場については、やむをえない場合に限り、検査設

備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、

この場合、特定整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、特定整備

に係る部分が保安基準に適合するようにすること。 

４ 整備完了車のできばえ 

⑴ 車検成績 

法第 62 条に規定する継続検査等の実績における月平均の持込台数（持込総数

／期間（月））は、原則として下表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、

再検査台数は、持込総数の３％以下であること。 

なお、現に指定自動車整備事業を営んでいる者（当該事業者が事業者又は役員

になっている自動車特定整備事業、優良自動車整備事業及び指定自動車整備事業

において、文書警告以上の行政処分等を申請日以前の３年間にわたり受けたこと

がない者に限る。）が、新たに指定自動車整備事業の申請を行う場合であって、当

該申請に係る事業場の設備、技術及び管理組織が現に営んでいる事業場における

設備、技術及び管理組織と同等と判断できるときは、再検査車両が含まれない限

り、次表右欄の月平均の持込台数の数値を、３分の２を乗じた数（小数点以下切
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り上げ）にそれぞれ読み替えることができるものとする。 

 

期 間 月平均の持込台数 

最近２ヵ月 

〃 ３ヵ月 

〃 ４ヵ月 

〃 ５ヵ月 

〃 ６ヵ月 

３０台 以上 

２０台  〃 

１５台   〃 

１２台   〃 

１０台  〃 
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別紙３の３ 適合証綴配布台帳（元帳） 振興会用 
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別紙３の４ 適合証綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工場ごととする） 
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別紙３の５ 適合証綴授受出納簿 指定整備工場用 
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別紙３の６ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（元帳）振興会用  
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別紙３の７ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工

場ごととする） 
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別紙３の８ 【電子適合証用】適合標章綴授受出納簿 指定整備工場用 
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国 自 整 第 １ 号 の ２

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局整備課長

「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いに

ついて」の一部改正について

標記について、別添のとおり地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務

局運輸部長あて通知しましたので、お知らせします。

(11)「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」
　　の一部正について
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」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
示
さ
れ
、
平
成
18
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
細

部
取
扱
い
を
下
記
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
今
後
、
本
取
扱
い
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
た
い
。

記

１
～
６
（
略
）

附
則
（
略
）

附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
国
自
整
第
１
号
）

国
自
整
第
１
２
７
号

平
成
１
８
年
３
月
２
日

国
自
整
第
４
３
０
号

最
終
改
正
平
成
２
８
年
３
月
２
８
日

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
局
整
備
課
長

「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る

行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い

て
」
（
平
成
１
８
年
３
月
２
日
付
け
国
自
整
第
１
２
６
号
）
（
以
下
「
処
分
基
準
通
達
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
示
さ
れ
、
平
成
１
８
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
細
部
取
扱
い
を
下
記
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
今
後
、
本
取
扱
い
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
た
い
。

記

１
～
６
（
略
）

附
則
（
略
）

（
新
設
）
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新
旧

１
．
こ
の
通
達
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別

表
１
中
、
違
反
条
項
欄
「
則
第
62
の
2
の
2
条
1-
10
」
中
の
備
考
欄
の
「
不
正
改
造
の
実
施
を

依
頼
等
し
た
場
合
又
は
ペ
ー
パ
ー
車
検
若
し
く
は
不
正
改
造
状
態
で
車
検
を
依
頼
等
し
た
場
合
」

及
び
違
反
条
項
欄
「
法
第
94
条
の
5」
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
７
月
１
日
以
降

に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。

２
．
こ
の
通
達
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
添
１
（
認
証
の
停
止
命
令
の
例
）

（
略
）

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
つ
い
て
、（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
阻
害
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
事
業
運
営
を
改
善
す
る
と
と
も

に
、
違
反
事
実
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○
○
年

○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
取
り
消
し
を
行
う
等

必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
停
止
期
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

○
○
日
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
（
認
証
の
停
止
命
令
の
例
）

（
略
）

自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
の
規
定
に

基
づ
き
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
阻
害
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
事
業
運
営
を
改
善
す
る
と
と
も

に
、
貴
○
の
と
っ
た
具
体
的
改
善
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経

由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
の
取
り
消
し
を
行
う
等

必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
停
止
期
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

○
○
日
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
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新
旧

別
添
２
（
認
証
の
取
消
の
例
）

（
略
）

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
取
消
通
知
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
た
の
で
通

知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
２
（
認
証
の
取
消
の
例
）

（
略
）

自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
の
取
消
通
知
書

（
略
）

○
の
経
営
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
の
規
定
に

基
づ
き
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

－157－



新
旧

別
添
３
（
認
証
の
警
告
書
の
例
）

○
○
第

○
○
○
号

（
元
号
）
年

月
日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ

た
。 こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 ま
た
、
違
反
事
実
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○

○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告
で

あ
っ
て
も
報
告
は
支
局
長
ま
で
）

な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

別
添
３
（
認
証
の
警
告
書
の
例
）

○
○
第

○
○
○
号

平
成

年
月

日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 ま
た
、
こ
の
警
告
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に

○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告
で
あ
っ
て
も
報
告
は
支
局
長
ま

で
） な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
（
報
告
徴
収
の
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審

査
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
新
設
）
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新
旧

別
添
４
（
改
善
命
令
書
の
例
）

（
略
）

改
善

命
令

書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
事
業
場
の
設
備
及
び
従
業
員
が
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の

認
証
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
事
実
及
び
業
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
事
実

（
違
反
内
容
に
あ
っ
た
内
容
と
す
る
）
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
善
の
た
め
に
必
要
な
報
告
を

求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
未
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
２
条
に
基
づ
き
、
改
善
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
命
令
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま

で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。
（
支
局
長
に
あ
っ
て
は
、

当
支
局
あ
て
）

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
証
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め

申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
（
支
局
）
長
○
○
○
○
印

別
添
４
（
改
善
命
令
書
の
例
）

（
略
）

改
善

命
令

書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
事
業
場
の
設
備
及
び
従
業
員
が
自
動
車
分
解
設
備
事
業
の
認
証
の
基
準
に
適
合
し

て
い
な
い
事
実
及
び
業
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
事
実
（
違
反
内
容
に
あ
っ
た

内
容
と
す
る
）
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
善
の
た
め
に
必
要
な
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
２
条
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
改
善
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を

命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
命
令
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に

○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
（
支
局
長
に
あ
っ
て
は
、
当
支

局
あ
て
）

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
証
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め

申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
（
支
局
）
長
○
○
○
○
印

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。）
と
し
て
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
（
報
告
徴
収
の
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審

（
新
設
）
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新
旧

別
添
５
（
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
の
停

止
の
例
）

（
略
）

保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
、
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定

保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
違
反
事
実
の
原

因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と

と
な
る
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
停
止
期
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

別
添
５
（
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
の
停

止
の
例
）

（
略
）

保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交

付
の
停
止
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
貴
○
の
と
っ
た

具
体
的
改
善
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文

書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と

と
な
る
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
停
止
期
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

査
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。）
と
し
て
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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新
旧

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

○
○
日
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
６
（
指
定
の
取
消
の
例
）

（
略
）

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
の
取
消
通
知
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
と

し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

○
○
日
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
６
（
指
定
の
取
消
の
例
）

（
略
）

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
の
取
消
通
知
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

－161－



新
旧

別
添
７
（
指
定
の
警
告
書
の
例
）

○
○
第

○
○
○
号

（
元
号
）

年
月

日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ

た
。 こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 ま
た
、
違
反
事
実
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○

○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告
で

あ
っ
て
も
報
告
は
支
局
長
ま
で
）

な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

別
添
７
（
指
定
の
警
告
書
の
例
）

○
○
第

○
○
○
号

平
成

年
月

日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 ま
た
、
こ
の
警
告
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に

○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告
で
あ
っ
て
も
報
告
は
支
局
長
ま

で
） な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
（
報
告
徴
収
の
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
新
設
）
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新
旧

別
添
８
（
是
正
命
令
書
の
例
））

（
略
）

是
正

命
令

書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
事
業
場
の
設
備
、
技
術
及
び
管
理
組
織
（
違
反
内
容
に
あ

っ
た
内
容
と
す
る
）
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
事
実
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
改
善
の
た
め
に
必
要
な
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
未
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
３
に
基
づ
き
、
是
正
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
命
令
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま

で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
是
正
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め

申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
（
支
局
）
長
○
○
○
○
印

別
添
８
（
是
正
命
令
書
の
例
））

（
略
）

是
正

命
令

書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
事
業
場
の
設
備
、
技
術
及
び
管
理
組
織
（
違
反
内
容
に
あ
っ
た
内
容
と
す
る
）
が

下
記
の
と
お
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
事
実
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
改
善
の
た
め
に
必
要
な
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
３
に
基
づ
き
、
是
正
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
を
命
ず
る
。

ま
た
、
こ
の
命
令
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に

○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

な
お
、
是
正
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め

申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
（
支
局
）
長
○
○
○
○
印

査
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。）
と
し
て
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

－163－



新
旧

別
添
９
（
検
査
員
の
警
告
書
の
例
）

○
運
技
整
第
○
○
○
○
号

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
自
動
車
検
査
員
の
行
為
が
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事

実
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．
警
告
を
行
う
自
動
車
検
査
員
氏
名
、
教
習
修
了
番
号
及
び
修
了
年
月
日
並
び
に
生
年
月
日

氏
名

○
○
○
○

別
添
９
（
検
査
員
の
警
告
書
の
例
）

○
運
技
整
第
○
○
○
○
号

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
自
動
車
検
査
員
の
行
為
が
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．
警
告
を
行
う
自
動
車
検
査
員
氏
名
、
教
習
修
了
番
号
及
び
修
了
年
月
日
並
び
に
生
年
月
日

氏
名

○
○
○
○

こ
の
処
分
（
報
告
徴
収
の
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審

査
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。）
と
し
て
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
新
設
）
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教
習
修
了
番
号
○
教
第
○
○
○
号

修
了
年
月
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

生
年
月
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

２
．（
略
）

別
添
１
０
（
解
任
命
令
書
の
例
）

（
略
）

自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
事
業
場
（
指
定
番
号
○
指
第
○
○
○
○
号
）
に
お
い

て
選
任
し
て
い
る
自
動
車
検
査
員
が
、
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
道

路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
４
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
自
動
車
検
査
員
の
解
任
を
命
ず
る
。

な
お
、
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
当
該
自
動
車
検
査
員
と
し
て
選
任
す
る
に
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
４
第
５
項

の
規
定
に
よ
り
解
任
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
、
か
つ
、
自
動
車
検
査
員
再
教
習
を
修
了
し
て
い
る

こ
と
が
条
件
と
な
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

記

１
．
解
任
を
命
ず
る
自
動
車
検
査
員
氏
名
、
教
習
修
了
番
号
及
び
修
了
年
月
日
並
び
に
生
年
月
日

氏
名

○
○
○
○

教
習
修
了
番
号
○
教
第
○
○
○
○
号

修
了
年
月
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

生
年
月
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

２
．
違
反
事
実

別
紙
の
と
お
り
（
別
紙
（
例
）
参
照
）

３
．
解
任
年
月
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

教
習
修
了
番
号
○
教
第
○
○
○
号

修
了
年
月
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

生
年
月
日

昭
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

２
．（
略
）

別
添
１
０
（
解
任
命
令
書
の
例
）

（
略
）

自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
場
（
指
定
番
号
○
指
第
○
○
○
○
号
）
に
選
任
し
て
い

る
自
動
車
検
査
員
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た

の
で
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
４
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
を
命
ず

る
。 な
お
、
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
指
定
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
記
１
の
者
を
自
動
車
検
査
員
と
し
て
選
任
す
る
に
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
４

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
、
か
つ
、
自
動
車
検
査
員
再
教
習
を
修
了
し

て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。 記

１
．
解
任
を
命
ず
る
自
動
車
検
査
員
氏
名
、
教
習
修
了
番
号
及
び
修
了
年
月
日
並
び
に
生
年
月
日

氏
名

○
○
○
○

教
習
修
了
番
号
○
教
第
○
○
○
○
号

修
了
年
月
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

生
年
月
日

昭
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

２
．
違
反
事
実

別
紙
の
と
お
り
（
別
紙
（
例
）
参
照
）

３
．
解
任
年
月
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
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新
旧

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
１
（
優
良
認
定
の
警
告
書
の
例
）

○
運
技
整
第
○
○
○
○
号

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

（
略
）

警
告

書

貴
○
が
認
定
を
受
け
た
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

に
監
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認

め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な

る
の
で
、
直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重

に
警
告
す
る
。

ま
た
、
違
反
事
実
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○

○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
に
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告

で
あ
っ
て
も
支
局
長
ま
で
）

な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
１
（
優
良
認
定
の
警
告
書
の
例
）

○
運
技
整
第
○
○
○
○
号

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

（
略
）

警
告

書

貴
○
の
経
営
す
る
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
優
良
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

直
ち
に
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
改
善
し
、
再
び
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
厳
重
に
警
告
す

る
。 ま
た
、
こ
の
警
告
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
の
具
体
的
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に

○
○
運
輸
支
局
長
あ
て
文
書
に
よ
り
に
報
告
さ
れ
た
い
。
（
局
長
警
告
で
あ
っ
て
も
支
局
長
ま
で
）

な
お
、
こ
の
警
告
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
更
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た

め
申
し
添
え
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

こ
の
処
分
（
報
告
徴
収
の
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審

査
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

（
新
設
）
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別
添
１
２
（
優
良
認
定
の
取
消
の
例
）

（
略
）

優
良
自
動
車
整
備
事
業
の
認
定
の
取
消
通
知
書

（
略
）

貴
○
が
認
定
を
受
け
た
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

に
監
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４

条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
、
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を
取
り
消
す
こ

と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
２
（
優
良
認
定
の
取
消
の
例
）

（
略
）

優
良
自
動
車
整
備
事
業
の
認
定
の
取
消
通
知
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
優
良
自
動
車
整
備
事
業
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

１
．・
２
．
（
略
）

３
．
取
り
消
し
日

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
（
一
週
間
後
を
目
処
に
記
入
）

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。）
と
し
て
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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新
旧

別
添
１
３
（
認
証
の
全
事
業
場
の
停
止
命
令
の
例
）

（
略
）

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
事
業
の
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○

日
に
監
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
と
お
り
、
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し

た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
記
１
の
事
業
場
の
認
証
を
取
り
消
す

と
と
も
に
、
同
法
第
９
３
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
記
２
の
全
事
業
場
の

事
業
停
止
を
命
ず
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
適
正
な
運
営
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
事
業
運
営
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
違

反
事
実
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月

○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

記

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
停
止
期
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

５
日
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
３
（
認
証
の
全
事
業
場
の
停
止
命
令
の
例
）

（
略
）

自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
事
業
の
停
止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
場
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
３
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
証
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
同
法
第
９
３
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
か
ら
全
事
業
場
の
事
業
停
止
を
命
ず
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
適
正
な
運
営
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
事
業
運
営
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
貴

○
の
と
っ
た
具
体
的
改
善
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て

当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

記

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
停
止
期
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

５
日
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の
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新
旧

別
添
１
４
（
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
全
事
業

場
の
交
付
の
停
止
の
例
）

（
略
）

保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
全
事
業
場
の
交
付
停

止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
記
１
の
事
業
場
の
指
定
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
同
法
第
９
４

条
の
８
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
下
記
の
と
お
り
、
全
事
業
場
の
保
安
基
準

適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
違
反
事
実
の
原

因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

記

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
停
止
期
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

５
日
間

（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

別
添
１
４
（
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
全
事
業

場
の
交
付
の
停
止
の
例
）

（
略
）

保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
全
事
業
場
の
交
付
停

止
命
令
書

（
略
）

貴
○
の
経
営
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
場
に
つ
い
て
、
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
監
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
道
路
運
送
車
両
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
の
で
、
同
法
第
９
４
条
の
８
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
同
法
第
９
４
条
第
８
項
第
１
項
第
４

号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
全
事
業
場
の
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
並
び
に

限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
再
び
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
貴
○
の
と
っ
た

具
体
的
改
善
措
置
を
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
に
○
○
運
輸
支
局
を
経
由
し
て
当
局
あ
て
文

書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
い
。

記

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
停
止
期
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
か
ら

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

５
日
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
運
輸
局
長
○
○
○
○
印

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
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新
旧

別
紙
（
例
）

違
反
事
実
及
び
「
○
○
○
･･
･基
準
」
に
基
づ
く
違
反
点
数
並
び
に
「
○
○
○
･･
･基
準
」
に
基
づ

く
○
○
（
事
業
、
保
安
基
準
適
合
証
等
交
付
）
停
止
日
数
、
取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令

（
略
）

（
（
元
号
）
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
行
っ
た
監
査
時
に
お
け
る
○
○
営
業
所
に
係
る
違
反
）

表
（
略
）

【
加
重
が
あ
っ
た
場
合
の
例
】

・
「
○
○
○
･･
･基
準
」
（
（
元
号
）
○
○
年
○
月
○
日
付
け
○
○
○
第
○
○
号
。
）
○
（
○
）
に
よ

り
、
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
り
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
得

て
、

違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず
○
○
の
取
消
し
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
「
○
○
○
･･
･基
準
」
（
（
元
号
）
○
○
年
○
月
○
日
付
け
○
○
○
第
○
○
号
。
）
○
（
○
）
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
過
去
１
年
以
内
（
（
元
号
）
○
○
年
○
月
○
日
）
に
行
政
処
分
等
を
受

け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
処
分
等
に
係
る
違
反
合
計
点
数
を
２
倍
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

別
表
１

自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

別
紙
（
例
）

違
反
事
実
及
び
「
○
○
○
･･
･基
準
」
に
基
づ
く
違
反
点
数
並
び
に
「
○
○
○
･･
･基
準
」
に
基
づ

く
○
○
（
事
業
、
保
安
基
準
適
合
証
等
交
付
）
停
止
日
数
、
取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令

（
略
）

（
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
行
っ
た
監
査
時
に
お
け
る
○
○
営
業
所
に
係
る
違
反
）

表
（
略
）

【
加
重
が
あ
っ
た
場
合
の
例
】

・
「
○
○
○
･･
･基
準
」
（
平
成
○
○
年
○
月
○
日
付
け
○
○
○
第
○
○
号
。
）
○
（
○
）
に
よ
り
、

違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
り
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
得
て
、

違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず
○
○
の
取
消
し
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
「
○
○
○
･･
･基
準
」
（
平
成
○
○
年
○
月
○
日
付
け
○
○
○
第
○
○
号
。
）
○
（
○
）
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
過
去
１
年
以
内
（
平
成
○
○
年
○
月
○
日
）
に
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
事
業
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
処
分
等
に
係
る
違
反
合
計
点
数
を
２
倍
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

別
表
１

自
動
車
分
解
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

違
反
条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
第
29
条

・
車
台
番
号

等
の
不
正

打
刻

・
車
台
番
号
、
原
動
機
の

型
式
の
不
正
打
刻

30
点

／
台

１
台
の
自
動
車
の
車
台
番
号
及

び
原
動
機
の
型
式
の
双
方
を
行

っ
た
場
合
に
は
60
点
／
台

法
第
31
条

･車
台
番
号
・
車
台
番
号
、
原
動
機
型
10
点
１
台
の
自
動
車
の
車
台
番
号
及

ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

き
国
を
被
告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

違
反
条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
29
条

・
車
台
番
号

等
の
不
正

打
刻

・
車
台
番
号
、
原
動
機
の

型
式
の
不
正
打
刻

30
点

／
台

１
台
の
自
動
車
の
車
台
番
号
及

び
原
動
機
の
型
式
の
双
方
を
行

っ
た
場
合
に
は
60
点
／
台

法
31
条

･車
台
番
号
・
車
台
番
号
、
原
動
機
型
10
点
１
台
の
自
動
車
の
車
台
番
号
及
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等
の
塗
ま

つ
行
為
等

式
の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ

等

／
台
び
原
動
機
の
型
式
の
双
方
を
行

っ
た
場
合
に
は
20
点
／
台

故
意
に
車
台
番
号
、
原
動
機
型
式

の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ
等
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
30
点
／
台

法
第
78
条
-1

項

・
事
業
場
(

場
所
)違
反

・
認
証
を
受
け
た
作
業
場

以
外
で
特
定
整
備
を
実
施

５
点
次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む
。

・
完
成
検
査
場
で
の
エ
ー
ミ
ン

グ
作
業
以
外
の
電
子
制
御
装

置
整
備
の
実
施

・
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作

業
場
（
施
行
規
則
第
３
条
第
８

号
ハ
の
み
行
う
作
業
場
に
限

る
。
）
で
の
同
号
ハ
以
外
の

電
子
制
御
装
置
整
備
の
実
施

法
第
79
条

･虚
偽
の
認

証
申
請

・
虚
偽
の
認
証
申
請

取
消

法
第
81
条
-1

項

･変
更
の
未

届
出

①
変
更
届
出
の
未
提
出

②
虚
偽
の
変
更
届
出

３
点

取
消

注
１
－
１

-2
項
･廃
止
の
未

届
出

・
廃
止
届
出
の
未
提
出

取
消

法
第
82
条
-2

項

･相
続
等
の

未
届
出

・
相
続
等
の
届
出
の
未
提

出

３
点

法
第
83
条
-2

項

･譲
渡
の
未

届
出

・
事
業
の
譲
渡
の
届
出
の

未
提
出

３
点

法
第
89
条

･標
識
の
掲

示
違
反

・
公
衆
の
見
易
い
よ
う
に

標
識
を
掲
示
し
て
い
な
い

３
点

法
第
90
条

･特
定
整
備

作
業
不
適

切

①
特
定
整
備
に
係
る
部
分

が
保
安
基
準
に
不
適
合

②
特
定
整
備
作
業
に
重
大

な
瑕
疵
が
あ
っ
た

10
点

／
台

10
点

／
台

事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
30

点
／
台

事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
30

点
／
台

法
第
91
条
-1
･特
定
整
備
①
特
定
整
備
記
録
簿
の
虚
10
点
不
正
改
造
状
態
の
場
合
は
10
点

等
の
塗
ま

つ
行
為
等

式
の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ

等

／
台
び
原
動
機
の
型
式
の
双
方
を
行

っ
た
場
合
に
は
20
点
／
台

故
意
に
車
台
番
号
、
原
動
機
型
式

の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ
等
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
30
点
／
台

法
78
条
-1
項
・
事
業
場
(

場
所
)違
反

・
認
証
を
受
け
た
作
業
場

以
外
で
分
解
整
備
を
実
施

５
点
（
新
設
）

法
79
条

･虚
偽
の
認

証
申
請

・
虚
偽
の
認
証
申
請

取
消

法
81
条
-1
項
･変
更
の
未

届
出

①
変
更
届
出
の
未
提
出

②
虚
偽
の
変
更
届
出

３
点

取
消

注
１
－
１

-2
項
･廃
止
の
未

届
出

・
廃
止
届
出
の
未
提
出

取
消

法
82
条
-2
項
･相
続
等
の

未
届
出

・
相
続
等
の
届
出
の
未
提

出

３
点

法
83
条
-2
項
･譲
渡
の
未

届
出

・
事
業
の
譲
渡
の
届
出
の

未
提
出

３
点

法
89
条

･標
識
の
掲

示
違
反

・
公
衆
の
見
易
い
よ
う
に

標
識
を
掲
示
し
て
い
な
い

３
点

法
90
条

･分
解
整
備

作
業
不
適

切

①
分
解
整
備
に
係
る
部
分

が
保
安
基
準
に
不
適
合

②
分
解
整
備
作
業
に
重
大

な
瑕
疵
が
あ
っ
た

10
点

／
台

10
点

／
台

事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
30

点
／
台

事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
30

点
／
台

法
91
条
-1
項
･分
解
整
備
①
分
解
整
備
記
録
簿
の
虚
10
点
不
正
改
造
状
態
の
場
合
は
10
点
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項
記
録
簿
の

備
付
け
・
記

載
違
反

偽
記
載

②
特
定
整
備
記
録
簿
の
記

載
な
し

③
特
定
整
備
記
録
簿
の
一

部
記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り

④
特
定
整
備
記
録
簿
を
備

え
付
け
て
い
な
い

３
点

１
点

３
点

注
１
－
２

-2
項
･特
定
整
備

記
録
簿
の

交
付
義
務

違
反

・
使
用
者
へ
特
定
整
備
記

録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て

い
な
い

３
点
注
１
－
２

-3
項
･特
定
整
備

記
録
簿
の

保
存
義
務

違
反

・
特
定
整
備
記
録
簿
を
２

年
間
保
存
し
て
い
な
い

３
点
不
正
改
造
状
態
の
場
合
は
10
点

注
１
－
２

法
第
91
条
の
2

[則
第
57
条
]

･設
備
、
従

業
員
の
基

準
不
適
合

①
設
備
が
認
証
基
準
の
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い

②
従
業
員
が
認
証
基
準
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

６
点

６
点

①
次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む

。

・
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作

業
場
の
共
用
設
備
の
管
理
体

制
の
不
備
（
管
理
者
、
距
離
、

能
力
、
契
約
及
び
車
両
置
場
の

附
置
）

・
離
れ
た
作
業
場
の
保
守
管
理

不
備

法
第
91
条
の
3

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
1]

･料
金
表
の

掲
示
違
反

①
料
金
表
を
掲
示
せ
ず
又

は
内
容
が
不
適
切

②
料
金
表
を
見
易
い
位
置

に
掲
示
し
て
い
な
い

３
点

１
点

･概
算
見
積

書
の
未
交

①
整
備
内
容
及
び
必
要
性

を
説
明
し
て
い
な
い

３
点

[則
第
62
の
2

記
録
簿
の

備
付
け
・
記

載
違
反

偽
記
載

②
分
解
整
備
記
録
簿
の
記

載
な
し

③
分
解
整
備
記
録
簿
の
一

部
記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り

④
分
解
整
備
記
録
簿
を
備

え
付
け
て
い
な
い

３
点

１
点

３
点

注
１
－
２

-2
項
･分
解
整
備

記
録
簿
の

交
付
義
務

違
反

・
使
用
者
へ
分
解
整
備
記

録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て

い
な
い

３
点
注
１
－
２

-3
項
･分
解
整
備

記
録
簿
の

保
存
義
務

違
反

・
分
解
整
備
記
録
簿
を
２

年
間
保
存
し
て
い
な
い

３
点
不
正
改
造
状
態
の
場
合
は
10
点

注
１
－
２

法
91
条
の
2[

則
57
条
]

･設
備
、
従

業
員
の
基

準
不
適
合

①
設
備
が
認
証
基
準
の
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い

②
従
業
員
が
認
証
基
準
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

６
点

６
点

（
新
設
）

法
91
条
の
3

[則
62
の
2の

2条
1-
1]

･料
金
表
の

掲
示
違
反

①
料
金
表
を
掲
示
せ
ず
又

は
内
容
が
不
適
切

②
料
金
表
を
見
易
い
位
置

に
掲
示
し
て
い
な
い

３
点

１
点

･概
算
見
積

書
の
未
交

①
整
備
内
容
及
び
必
要
性

を
説
明
し
て
い
な
い

３
点

[則
62
の
2の
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の
2条
1-
2]

付
等

②
概
算
見
積
書
の
未
交
付
３
点

･点
検
整
備

料
金
の
過

剰
請
求

・
点
検
整
備
料
金
の
過
剰

請
求

６
点

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
3]

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
4]

法
第
99
条
の
2

･不
正
改
造
・
不
正
改
造
を
実
施

15
点

／
台

５
台
以
上
は
取
消
し

法
第
91
条
の
3

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
5]

・
整
備
技
術

情
報
に
基

づ
く
電
子

制
御
装
置

整
備
の
未

実
施

①
整
備
技
術
情
報
に
基
づ

く
必
要
な
電
子
制
御
装
置

整
備
の
未
実
施

②
整
備
技
術
情
報
を
入
手

で
き
る
体
制
に
な
い

５
点

５
点

①
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作

業
場
外
で
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
条
件
の
違

反
を
含
む
。

法
第
91
条
の
3

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
6]

・
エ
ー
ミ
ン

グ
作
業
の

不
適
切

①
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
の
未

実
施

②
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
に
必

要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
な
い

６
点

６
点
②
離
れ
た
電
子
制
御
装
置
点
検

整
備
作
業
場
へ
の
移
動
時
に
お

け
る
安
全
対
策
未
実
施
を
含
む
。

法
第
91
条
の
3

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
7]

･整
備
主
任

者
選
任
違

反
等

①
整
備
主
任
者
が
い
な
い

②
整
備
主
任
者
が
他
の
事

業
場
を
兼
務

③
整
備
主
任
者
の
特
定
整

備
等
に
関
す
る
統
括
管
理

不
備

６
点

６
点

３
点

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
8]

･整
備
主
任

者
研
修
の

未
受
講

･整
備
主
任
者
研
修
の
未

受
講

３
点

2条
1-
2]

付
等

②
概
算
見
積
書
の
未
交
付

３
点

･点
検
整
備

料
金
の
過

剰
請
求

・
点
検
整
備
料
金
の
過
剰

請
求

６
点

[則
62
の
2の

2条
1-
3]

[則
62
の
2の

2条
1-
4]

法
99
条
の
2

･不
正
改
造
・
不
正
改
造
を
実
施

15
点

／
台

５
台
以
上
は
取
消
し

（
新
設
）

（
新
設
）

法
91
条
の
3[

則
62
の
2の
2

条
1-
5]

･整
備
主
任

者
選
任
違

反
等

①
整
備
主
任
者
が
い
な
い

②
整
備
主
任
者
が
他
の
事

業
場
を
兼
務

③
整
備
主
任
者
の
分
解
整

備
等
に
関
す
る
統
括
管
理

不
備

６
点

６
点

３
点

[則
62
の
2の

2条
1-
6]

･整
備
主
任

者
研
修
の

未
受
講

･整
備
主
任
者
研
修
の
未

受
講

３
点
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[則
第
62
の
2

の
2条
1-
9]

・
フ
ロ
ン
類

放
出
違
反

・
フ
ロ
ン
類
放
出
禁
止
違

反

３
点

[則
第
62
の
2

の
2条
1-
10
]

・
違
反
行
為

の
要
求
、
依

頼
等

・
違
反
行
為
の
要
求
、
依

頼
若
し
く
は
唆
し
又
は
幇

助

６
点
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

・
構
内
外
注
の
契
約
等
が
交
わ

さ
れ
て
い
な
い

・
認
証
を
受
け
て
い
な
い
事
業

者
に
対
す
る
特
定
整
備
の
外

注 ・
不
正
改
造
の
実
施
を
依
頼
等
し

た
場
合
又
は
ペ
ー
パ
ー
車
検
若

し
く
は
不
正
改
造
状
態
で
車
検

を
依
頼
等
し
た
場
合
に
は
15
点

／
台
(５
台
以
上
は
取
消
し
)

[則
第
62
の
2

の
2条

-2
項
]

･整
備
主
任

者
の
未
届

出
、
変
更
未

届
出

①
整
備
主
任
者
の
届
出
、

変
更
届
出
未
提
出

②
虚
偽
の
届
出
、
変
更
届

出

３
点

10
点

法
第
92
条

･改
善
命
令

違
反

・
法
第
92
条
に
基
づ
く
命

令
に
従
わ
ず

取
消

法
第
93
条
-1

号

･事
業
の
停

止
命
令
違

反

・
事
業
の
停
止
命
令
に
従

わ
ず

取
消

-2
号
･業
務
の
範

囲
の
限
定

違
反

①
対
象
と
す
る
自
動
車
の

種
類
以
外
を
特
定
整
備

②
業
務
の
範
囲
の
自
動
車

の
種
類
及
び
装
置
以
外
を

特
定
整
備

５
点

５
点

･認
証
条
件

違
反

・
認
証
の
条
件
違
反

５
点

[則
62
の
2の

2条
1-
7]

・
フ
ロ
ン
類

放
出
違
反

・
フ
ロ
ン
類
放
出
禁
止
違

反

３
点

[則
62
の
2の

2条
1-
8]

・
違
反
行
為

の
要
求
、
依

頼
等

・
違
反
行
為
の
要
求
、
依

頼
若
し
く
は
唆
し
又
は
幇

助

６
点
不
正
改
造
の
実
施
を
依
頼
等
し

た
場
合
に
は
15
点
／
台
(５
台
以

上
は
取
消
し
)

ペ
ー
パ
ー
車
検
、
不
正
改
造
状
態

で
車
検
を
依
頼
等
し
た
場
合
に

は
１
０
点
／
台

[則
62
の
2の

2条

-2
項
]

･整
備
主
任

者
の
未
届

出
、
変
更
未

届
出

①
整
備
主
任
者
の
届
出
、

変
更
届
出
未
提
出

②
虚
偽
の
届
出
、
変
更
届

出

３
点

10
点

法
92
条

･改
善
命
令

違
反

・
法
第
92
条
に
基
づ
く
命

令
に
従
わ
ず

取
消

法
93
条
-1
号
･事
業
の
停

止
命
令
違

反

・
事
業
の
停
止
命
令
に
従

わ
ず

取
消

-2
号
･業
務
の
範

囲
の
限
定

違
反

①
対
象
と
す
る
自
動
車
の

種
類
以
外
を
分
解
整
備

②
業
務
の
範
囲
の
自
動
車

の
種
類
及
び
装
置
以
外
を

分
解
整
備

５
点

５
点

･認
証
条
件

違
反

・
認
証
の
条
件
違
反

５
点
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新
旧

注
（
略
）

別
表
２
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

注
（
略
）

別
表
２
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

-3
号
･欠
格
事
項
・
法
第
80
条
第
１
項
第
２

号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
該
当

（
但
し
、
法
人
で
あ
っ
て

、
そ
の
役
員
が
法
第
80
条

第
１
項
第
２
号
ロ
に
該
当

し
た
場
合
を
除
く
。
）

取
消

法
第
94
条
の
5
･適
合
証
等

の
不
正
交

付

・
ペ
ー
パ
ー
車
検
、
不
正

改
造
状
態
で
の
車
検
手
続

15
点

／
台

５
台
以
上
は
取
消
し

保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
車

検
手
続
き
を
行
っ
た
指
定
整
備

工
場
の
特
定
整
備
事
業
に
適
用

す
る
。

た
だ
し
、
現
車
提
示
の
必
要
な
車

両
に
は
適
用
し
な
い
。

法
第
10
0条 -1
項

・
報
告
違
反

等

・
報
告
徴
収
指
示
に
対
し

て
報
告
せ
ず
、
又
は
虚
偽

の
報
告
を
行
っ
た

30
点

-2
項
･立
入
検
査

の
拒
否
等

・
立
入
検
査
の
拒
否
、
妨

害
、
忌
避
（
正
当
な
理
由

な
く
対
応
し
な
い
場
合
を

含
む
。
）
又
は
質
問
に
対

し
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
陳
述
を
行
っ
た

30
点

違
反
条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
第
94
条
の

2

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-3
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-3
号
･欠
格
事
項
・
法
第
80
条
第
１
項
第
２

号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
該
当

（
但
し
、
法
人
で
あ
っ
て

、
そ
の
役
員
が
法
第
８
０

条
第
１
項
第
２
号
ロ
に
該

当
し
た
場
合
を
除
く
。
）

取
消

法
94
条
の
5
･適
合
証
等

の
不
正
交

付

・
ペ
ー
パ
ー
車
検
、
不
正

改
造
状
態
で
の
車
検
手
続

10
点

／
台

車
検
手
続
き
を
行
っ
た
指
定
整

備
工
場
の
分
解
整
備
事
業
に
適

用
す
る
。

た
だ
し
、
現
車
提
示
の
必
要
な

車
両
に
は
適
用
し
な
い
。

法
10
0条 -1
項

・
報
告
違
反

等

・
報
告
徴
収
指
示
に
対
し

て
報
告
せ
ず
、
又
は
虚
偽

の
報
告
を
行
っ
た

30
点

-2
項
･立
入
検
査

の
拒
否
等

・
立
入
検
査
の
拒
否
、
妨

害
、
忌
避
（
正
当
な
理
由

な
く
対
応
し
な
い
場
合
を

含
む
。
）
又
は
質
問
に
対

し
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
陳
述
を
行
っ
た

30
点

違
反
条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
94
条
の
2

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-3
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）
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[指
定
規
則
第

3条
]

法
第
94
条
の
3

-1
項
[優
良
規
則

第
５
条
及
び
第
６

条
］

（
略
）

[指
定
規
則
第

2条
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

4

-1
項

[指
定
規
則
第

4条
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-2
項

[指
定
規
則
第

4
条
の
2 -1
項
]

-2
項
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-3
項

[指
定
規
則
第

5
条

-3
項
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

5

-1
項

適
合
証
等

の
不
正
交

付 （
記
載
・

証
明
不
適

切
）

①
検
査
員
の
証
明
を
虚

偽
の
記
載
（
法
第
94
条
の

５
第
２
項
に
基
づ
く
電

磁
的
方
法
に
よ
り
登
録

情
報
処
理
機
関
に
提
供

す
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の

45
点

／
台

記
載
誤
り
は
３
点
（
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
を
除
く
。
）

[指
定
規
則
3

条
]

法
94
条
の
3-

1項
[優
良
規
則

５
条
及
び
６
条
］

（
略
）

[指
定
規
則
2

条
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
4

-1
項

[指
定
規
則
4

条
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-2
項

[指
定
規
則
4

条
の
2 -1
項
]

-2
項
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-3
項

[指
定
規
則
5

条

-3
項
]

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
5

-1
項

適
合
証
等

の
不
正
交

付 （
記
載
・
証

明
不
適
切
）

①
検
査
員
の
証
明
を
虚

偽
記
載
し
た

45
点

／
台

記
載
誤
り
は
３
点
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項
に
お
い
て
「
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
」
と
い
う

。
）
し
た

②
適
合
証
の
検
査
年
月

日
、
交
付
年
月
日
を
虚
偽

の
記
載
し
、
適
合
証
を
交

付
し
た

③
検
査
員
の
証
明
が
な

い
（
選
任
さ
れ
て
い
な
い

検
査
員
資
格
者
に
証
明

さ
せ
た
場
合
を
含
む
）
の

に
適
合
証
を
交
付
し
た

30
点

／
台

20
点

／
台

記
載
誤
り
は
３
点
（
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
点
検
・
整

備
・
検
査
不

適
切
）

①
・
②
（
略
）

③
点
検
整
備
の
一
部
を
実

施
せ
ず
適
合
証
を
交
付
し

た ④
～
⑥
（
略
）

10
点

／
台

電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部

作
業
の
外
注
違
反
を
含
む
。

注
２
－
１

注
２
－
５

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

5
の
2

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

･限
定
適
合

証
の
不
正

交
付

（
記
載
・
証

明
不
適
切
）

①
整
備
の
全
て
又
は
一
部

を
実
施
せ
ず
限
定
適
合
証

を
交
付
し
た

10
点

／
台

電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部

作
業
の
外
注
違
反
を
含
む
。

注
２
－
１

注
２
－
５

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

6

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

②
適
合
証
の
検
査
年
月

日
、
交
付
年
月
日
を
虚
偽

記
載
し
、
適
合
証
を
交
付

し
た

③
検
査
員
の
証
明
が
な

い
（
選
任
さ
れ
て
い
な
い

検
査
員
資
格
者
に
証
明

さ
せ
た
場
合
を
含
む
）
の

に
適
合
証
を
交
付
し
た

30
点

／
台

20
点

／
台

記
載
誤
り
は
３
点

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
点
検
・
整

備
・
検
査
不

適
切
）

①
・
②
（
略
）

③
点
検
整
備
の
一
部
を
実

施
せ
ず
適
合
証
を
交
付
し

た ④
～
⑥
（
略
）

10
点

／
台

注
２
－
１

注
２
－
５

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
5

の
2

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

･限
定
適
合

証
の
不
正

交
付

（
記
載
・
証

明
不
適
切
）

①
整
備
の
全
て
又
は
一
部

を
実
施
せ
ず
限
定
適
合
証

を
交
付
し
た

10
点

／
台

注
２
－
１

注
２
－
５

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
6

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）
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新
旧

注
（
略
）

表
１
・
表
２
（
略
）

注
（
略
）

表
１
・
表
２
（
略
）

-1
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

8

-1
項

-1
号

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

9

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条
の

10 ［
指
定
規
則

第
7
条 -2
項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

第
12
条
-1

項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

第
12
条 -2
項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

第
14
条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
99
条
の

2

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
10
0
条

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
8

-1
項

-1
号

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の
9
（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
の

10 ［
指
定
規
則

7
条

-2
項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

12
条

-1

項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

12
条

-2
項
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
指
定
規
則

14
条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
99
条
の
2
（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
10
0
条

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

－178－



新
旧

別
表
３
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

注
（
略
）

別
表
３
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

注
（
略
）

違
反

条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
第
31
条

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-2
項

［
優
良
規
則

第
8条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条 -4
項

[優
良
規
則
第

5条
及
び
第
6

条
］

-1
号

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
優
良
規
則

第
7
条 -１
号
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
94
条 -5
項

［
優
良
規
則

第
9条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
99
条
の
2
（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
第
10
0
条

-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

違
反

条
項

違
反
事
項

具
体
的
違
反
事
例

違
反

点
数

備
考

法
31
条

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条
-1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

-2
項

［
優
良
規
則

8条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条 -4
項

[優
良
規
則
5

条
及
び
6条
］

-1
号

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

［
優
良
規
則

７
条

-１
号
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
94
条 -5
項

［
優
良
規
則

9条
］

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
99
条
の
2

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

法
10
0
条 -1
項

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(略
)

（
略
）
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国自整第２号の２  

令和２年４月１日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

 

 

優良自動車整備事業者の認定の取扱いに係る関係通達の改正について 

 

  

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。 

 

 

  

(12) 優良自動車整備事業者の認定の取扱いに係る関係通達の改正について
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別添 

国 自 整 第 ２ 号  

令和２年４月１日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

 

優良自動車整備事業者の認定の取扱いに係る関係通達の改正について 

 

 

 

標記について、今般、下記通達を別紙新旧対照表のとおり改正したので、今後は

本取扱いにより適切に処理されたい。 

なお、関係団体あて別添のとおり通知したので申し添える。 

 

 

記 

 

 

１．優良自動車整備事業者の一種整備工場及び二種整備工場の認定の取扱等につい

て（平成７年３月 27 日付け自整第 68 号） 

２．優良自動車整備事業者の特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作

業（二種）の認定の取扱等について（平成７年３月 27 日付け自整第 75 号） 

３．優良自動車整備事業者の特殊整備工場（電気装置整備作業）の認定の取扱等に

ついて（平成７年３月 27 日付け自整第 76 号） 

４．優良自動車整備事業者の特殊整備工場（タイヤ整備作業）の認定の取扱等につ

いて（平成７年３月 27 日付け自整第 77 号） 
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別
紙

「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
27
日
付
け
自
整
第
68
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新
旧

国
自
整
第
68
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
２
号

最
終
改
正
令
和
２
年
４
月
１
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
局
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面

１
－
２
～
１
－
10
（
略
）

２
．
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
の
基
準
の
解
釈
に
つ
い
て

〔
要
員
関
係
〕

２
－
１
～
２
－
２
（
略
）

２
－
３
工
員

常
時
、
点
検
、
整
備
作
業
に
直
接
従
事
し
て
い
る
者
で
、
シ
ャ
シ
工
、
エ
ン
ジ
ン
工
、

検
査
工
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
お
け
る
自
動
車
検
査
員
と
し
て
選
任
さ
れ
る
者
を
含

む
。）
、
巡
回
に
よ
る
整
備
に
従
事
す
る
者
等
及
び
こ
れ
ら
の
見
習
工
並
び
に
板
金
工
、
電

装
工
等
の
う
ち
、
電
子
制
御
装
置
整
備
に
従
事
す
る
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
一
時
的
に
雇
用
す
る
者
、
常
時
当
該
事
業
場
に
お
い
て
作
業
を
請
負
っ
て
い

国
自
整
第
68
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
74
号

最
終
改
正
平
成
19
年
７
月
31
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面

１
－
２
～
１
－
10
（
略
）

２
．
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
の
基
準
の
解
釈
に
つ
い
て

〔
要
員
関
係
〕

２
－
１
～
２
－
２
（
略
）

２
－
３
工
員

常
時
、
点
検
、
整
備
作
業
に
直
接
従
事
し
て
い
る
者
で
、
シ
ャ
シ
工
、
エ
ン
ジ
ン
工
、

検
査
工
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
に
お
け
る
自
動
車
検
査
員
と
し
て
選
任
さ
れ
る
者
を
含

む
。）
、
巡
回
に
よ
る
整
備
に
従
事
す
る
者
等
及
び
こ
れ
ら
の
見
習
工
と
す
る
。

た
だ
し
、
一
時
的
に
雇
用
す
る
者
、
常
時
当
該
事
業
場
に
お
い
て
作
業
を
請
負
っ
て
い

る
者
、
工
具
係
、
部
品
係
、
資
材
係
は
含
ま
な
い
。
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新
旧

る
者
、
工
具
係
、
部
品
係
、
資
材
係
は
含
ま
な
い
。

な
お
、
同
一
の
指
定
整
備
事
業
者
の
他
の
事
業
場
の
自
動
車
検
査
員
を
兼
任
す
る
者
は
、

兼
任
す
る
事
業
場
の
う
ち
１
事
業
場
に
限
り
当
該
兼
任
自
動
車
検
査
員
を
工
員
の
数
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
扱
い
に
係
る
工
員
は
１
事
業
場
内

１
名
に
限
る
。

２
－
４
（
略
）

２
－
５
検
査
工

検
査
工
は
、
当
該
検
査
に
係
る
自
動
車
の
整
備
作
業
に
直
接
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

２
－
６
・
２
－
７
（
略
）

〔
作
業
場
等
〕

２
－
８
屋
内
現
車
作
業
場
及
び
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場

ア
点
検
及
び
整
備
を
行
う
た
め
の
作
業
場
で
あ
っ
て
、
床
面
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
完
成
検
査
場
、
次
項
の
作
業
場
及
び
車
両
通
路
の
面
積
は
含
ま
な
い
。

イ
検
査
機
器
を
用
い
て
行
う
検
査
（
音
量
計
、
一
酸
化
炭
素
測
定
器
、
炭
化
水
素
測
定
器
、

黒
煙
測
定
器
及
び
オ
パ
シ
メ
ー
タ
に
よ
り
行
う
検
査
を
除
く
｡）
以
外
の
検
査
に
つ
い
て

は
、
現
車
作
業
場
で
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

２
－
９
（
略
）

２
－
10
完
成
検
査
場

ア
屋
内
で
あ
っ
て
、
完
成
検
査
を
行
う
十
分
な
面
積
を
有
し
、
床
面
は
水
平
に
舗
装
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

イ
検
査
実
施
時
に
、
一
時
的
に
自
動
車
の
一
部
が
通
路
に
出
て
も
差
し
支
え
な
い
。

ウ
検
査
機
器
を
設
置
し
た
場
所
は
通
路
と
し
て
認
め
な
い
。

エ
検
査
機
器
を
用
い
て
行
う
点
検
及
び
点
検
又
は
検
査
に
伴
う
軽
微
な
調
整
作
業
並
び
に

電
子
制
御
装
置
整
備
の
う
ち
施
行
規
則
第
３
条
第
８
号
ハ
に
係
る
作
業
以
外
を
完
成
検

査
場
で
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
同
一
の
指
定
整
備
事
業
者
の
他
の
事
業
場
の
自
動
車
検
査
員
を
兼
任
す
る
者
は
、

兼
任
す
る
事
業
場
の
う
ち
１
事
業
場
に
限
り
当
該
兼
任
自
動
車
検
査
員
を
工
員
の
数
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
扱
い
に
係
る
工
員
は
１
事
業
場
内

１
名
に
限
る
。

２
－
４
（
略
）

２
－
５
検
査
工

検
査
工
は
、
当
該
検
査
に
係
る
自
動
車
の
整
備
作
業
に
直
接
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

２
－
６
・
２
－
７
（
略
）

〔
作
業
場
等
〕

２
－
８
屋
内
現
車
作
業
場

ア
点
検
及
び
整
備
を
行
う
た
め
の
作
業
場
で
あ
っ
て
、
床
面
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
完
成
検
査
場
、
次
項
の
作
業
場
及
び
車
両
通
路
の
面
積
は
含
ま
な
い
。

イ
検
査
機
器
を
用
い
て
行
う
検
査
（
音
量
計
、
一
酸
化
炭
素
測
定
器
、
炭
化
水
素
測
定
器
、

黒
煙
測
定
器
及
び
オ
パ
シ
メ
ー
タ
に
よ
り
行
う
検
査
を
除
く
｡）
以
外
の
検
査
に
つ
い
て

は
、
現
車
作
業
場
で
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

２
－
９
（
略
）

２
－
10
完
成
検
査
場

ア
屋
内
で
あ
っ
て
、
完
成
検
査
を
行
う
十
分
な
面
積
を
有
し
、
床
面
は
水
平
に
舗
装
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

イ
検
査
実
施
時
に
、
一
時
的
に
自
動
車
の
一
部
が
通
路
に
出
て
も
差
し
支
え
な
い
。

ウ
検
査
機
器
を
設
置
し
た
場
所
は
通
路
と
し
て
認
め
な
い
。

エ
検
査
機
器
を
用
い
て
行
う
点
検
及
び
点
検
又
は
検
査
に
伴
う
軽
微
な
調
整
作
業
を
完
成

検
査
場
で
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

ま
た
、
２
－
１
３
の
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る
完
成
検
査
場
以
外
の
場
合
は
、
次
に

点
検
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

作
業

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」（
平
成

19
年
国
土
交
通
省
告
示
第
31
7
号
）
に
例
示
し
て
あ

る
点
検
作
業
の
範
囲

（
略
）

（
略
）

点
検
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

作
業

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」（
平
成
7

年
運
輸
省
告
示
第
34
2
号
）
に
例
示
し
て
あ
る
点
検

作
業
の
範
囲

（
略
）

（
略
）
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新
旧

ま
た
、
２
－
１
３
の
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る
完
成
検
査
場
以
外
の
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
作
業
を
完
成
検
査
場
で
行
う
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
11
・
２
－
12
（
略
）

２
－
13
作
業
場
等
の
配
置

各
作
業
場
（
検
査
場
等
（
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
を
除
く
。）
を
含
む
。）
は
、

原
則
と
し
て
整
備
中
の
自
動
車
が
道
路
上
を
移
動
す
る
こ
と
が
な
い
（
当
該
自
動
車
の
車

輪
が
道
路
上
を
通
過
し
な
い
）
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
完
成
検
査
場
、
車
両
置
場
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
検

査
設
備
等
の
維
持
管
理
及
び
使
用
状
況
の
確
認
が
可
能
な
距
離
に
あ
れ
ば
差
し
支
え
な

い
。 な
お
、
こ
の
場
合
、
特
定
整
備
を
完
了
し
た
当
該
自
動
車
が
道
路
上
を
運
行
す
る
と
き

は
、
特
定
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

〔
整
備
完
了
車
の
で
き
ば
え
〕

２
－
14
道
路
運
送
車
両
法
第
62
条
に
規
定
す
る
継
続
検
査
等
の
成
績

月
平
均
の
持
込
台
数
（
持
込
総
数
／
期
間
（
月
））
は
、
原
則
と
し
て
下
表
の
い
ず
れ
か

の
期
間
に
示
す
台
数
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
再
検
査
台
数
は
、
持
込
総
数
の
３
％
以
下
で

あ
る
こ
と
。

表
（
略
）

附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
国
自
整
第
２
号
）

本
改
正
規
定
は
、
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

掲
げ
る
作
業
を
完
成
検
査
場
で
行
う
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
11
・
２
－
12
（
略
）

２
－
13
作
業
場
等
の
配
置

各
作
業
場
（
検
査
場
等
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し
て
整
備
中
の
自
動
車
が
道
路
上
を
移

動
す
る
こ
と
が
な
い
（
当
該
自
動
車
の
車
輪
が
道
路
上
を
通
過
し
な
い
）
よ
う
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
完
成
検
査
場
、
車
両
置
場
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
検

査
設
備
等
の
維
持
管
理
及
び
使
用
状
況
の
確
認
が
可
能
な
距
離
に
あ
れ
ば
差
し
支
え
な

い
。 な
お
、
こ
の
場
合
、
分
解
整
備
を
完
了
し
た
当
該
自
動
車
が
道
路
上
を
運
行
す
る
と
き

は
、
分
解
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

〔
整
備
完
了
車
の
で
き
ば
え
〕

２
－
14
自
動
車
検
査
の
成
績

月
平
均
の
持
込
台
数
（
持
込
総
数
／
期
間
（
月
））
は
、
原
則
と
し
て
下
表
の
い
ず
れ
か

の
期
間
に
示
す
台
数
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
再
検
査
台
数
は
、
持
込
総
数
の
３
％
以
下
で

あ
る
こ
と
。

表
（
略
）

（
新
設
）

点
検
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

作
業

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」（
平
成
19

年
運
輸
省
告
示
第
31
7
号
）
に
例
示
し
て
あ
る
点
検
作

業
の
範
囲

（
略
）

（
略
）

点
検
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

作
業

・「
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
」（
平
成
7

年
運
輸
省
告
示
第
34
2
号
）
に
例
示
し
て
あ
る
点
検
作

業
の
範
囲

（
略
）

（
略
）
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「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
車
体
整
備
作
業
（
一
種
）
及
び
車
体
整
備
作
業
（
二
種
）
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
27
日
付
け
自
整
第
75
号
）
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新
旧

国
自
整
第
75
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
２
号

最
終
改
正
令
和
２
年
４
月
１
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
局
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
車
体
整
備
作
業
（
一
種
）
及
び
車
体
整
備
作
業
（
二

種
）
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
ま
た
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面

な
お
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い

る
場
合
は
、
認
証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指

定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の

認
定
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す

る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
７
（
略
）

〔
作
業
場
等
〕

２
－
８
屋
内
現
車
作
業
場
及
び
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場

国
自
整
第
75
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
26
号

最
終
改
正
平
成
20
年
５
月
15
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
車
体
整
備
作
業
（
一
種
）
及
び
車
体
整
備
作
業
（
二

種
）
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
ま
た
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面

な
お
、
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い

る
場
合
は
、
認
証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指

定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の

認
定
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す

る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
７
（
略
）

〔
作
業
場
等
〕

２
－
８
屋
内
現
車
作
業
場
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新
旧

ア
屋
内
現
車
作
業
場
に
あ
っ
て
は
、
屋
内
作
業
場
の
う
ち
常
時
現
車
の
車
体
整
備
作
業
に

使
用
さ
れ
る
部
分
（
こ
の
部
分
に
は
１
両
分
の
塗
装
作
業
場
を
含
ん
で
い
る
こ
と
。）
と
し
、

屋
内
現
車
作
業
場
及
び
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
の
床
面
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 な
お
、
完
成
検
査
場
及
び
次
項
の
作
業
場
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
に
含
ま
な
い
。

イ
屋
内
作
業
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
お
け
る
１
両
分
の
作
業
場
の
広
さ
は
、
主
に
整
備
す
る

自
動
車
を
考
慮
す
る
こ
と
。

ウ
天
井
の
高
さ
は
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
の
車
体
整
備
作
業
に
十
分
な
高
さ
と
す
る
こ

と
。

２
－
９
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
作
業
場
等
の
配
置

各
作
業
場
（
検
査
場
等
（
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
を
除
く
。）
を
含
む
。
）
は

原
則
と
し
て
整
備
中
の
自
動
車
が
道
路
上
を
移
動
す
る
こ
と
が
な
い
（
当
該
自
動
車
の
車

輪
が
道
路
上
を
通
過
し
な
い
）
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
車
枠
矯
正
装
置
又
は
車
体
修
正
機
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
完
成
検
査
場
、
洗

車
場
及
び
車
両
置
場
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
検
査
設
備
等
の
維
持

管
理
及
び
使
用
状
況
の
確
認
が
可
能
な
距
離
に
あ
れ
ば
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
特
定
整
備
を
完
了
し
た
当
該
自
動
車
が
道
路
上
を
運
行
す
る
と
き

は
、
特
定
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
－
16
（
略
）

〔
他
の
種
類
の
認
定
等
と
重
複
し
て
取
得
す
る
場
合
〕

２
－
17
（
略
）

２
－
18
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い

及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
自
整
第
35
3
号
）

の
別
紙
２
の
２
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
（
電
子
制
御
装
置
点
検

整
備
作
業
場
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等

の
も
の
と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
19
～
２
－
21
（
略
）

附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
国
自
整
第
２
号
）

本
改
正
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

ア
屋
内
作
業
場
の
う
ち
常
時
現
車
の
車
体
整
備
作
業
に
使
用
さ
れ
る
部
分
（
こ
の
部
分
に

は
１
両
分
の
塗
装
作
業
場
を
含
ん
で
い
る
こ
と
。）
と
し
、
床
面
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
完
成
検
査
場
及
び
次
項
の
作
業
場
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
に
含
ま
な
い
。

イ
屋
内
作
業
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
お
け
る
１
両
分
の
作
業
場
の
広
さ
は
、
主
に
整
備
す
る

自
動
車
を
考
慮
す
る
こ
と
。

ウ
天
井
の
高
さ
は
、
主
に
整
備
す
る
自
動
車
の
車
体
整
備
作
業
に
十
分
な
高
さ
と
す
る
こ

と
。

２
－
９
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
作
業
場
等
の
配
置

各
作
業
場
（
検
査
場
等
を
含
む
。
）
は
原
則
と
し
て
整
備
中
の
自
動
車
が
道
路
上
を
移

動
す
る
こ
と
が
な
い
（
当
該
自
動
車
の
車
輪
が
道
路
上
を
通
過
し
な
い
）
よ
う
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
車
枠
矯
正
装
置
又
は
車
体
修
正
機
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
完
成
検
査
場
、
洗

車
場
及
び
車
両
置
場
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
検
査
設
備
等
の
維
持

管
理
及
び
使
用
状
況
の
確
認
が
可
能
な
距
離
に
あ
れ
ば
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
分
解
整
備
を
完
了
し
た
当
該
自
動
車
が
道
路
上
を
運
行
す
る
と
き

は
、
分
解
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
－
16
（
略
）

〔
他
の
種
類
の
認
定
等
と
重
複
し
て
取
得
す
る
場
合
〕

２
－
17
（
略
）

２
－
18
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認

定
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
昭
和
４
２
年
１
月
２
１
日
付
け
自
整
第
７
号
）

の
第
２
表
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）

に
つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等
の
も
の
と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
19
～
２
－
21
（
略
）

（
新
設
）
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「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
電
気
装
置
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
27
日
付
け
自
整
第
76
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新
旧

国
自
整
第
76
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
２
号

最
終
改
正
令
和
２
年
４
月
１
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
局
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
電
気
装
置
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い

て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
又
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
な
お
、
自
動

車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認

証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
（
以
下
「
指

定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の
認
定
を
取
得
し

て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
１
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い

及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
自
整
第
35
3
号
）
の

別
紙
２
の
３
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
（
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備

国
自
整
第
76
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
26
号

最
終
改
正
平
成
20
年
５
月
15
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
電
気
装
置
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い

て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
又
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
な
お
、
自
動

車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認

証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
（
以
下
「
指

定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の
認
定
を
取
得
し

て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
１
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認

定
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
昭
和
４
２
年
１
月
２
１
日
付
け
自
整
第
７
号
）

の
第
３
表
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に
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新
旧

作
業
場
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等
の
も
の

と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
16
（
略
）

附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
国
自
整
第
２
号
）

本
改
正
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等
の
も
の
と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
－
16
（
略
）

（
新
設
）

－188－



「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
タ
イ
ヤ
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
27
日
付
け
自
整
第
77
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新
旧

国
自
整
第
76
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
２
号

最
終
改
正
令
和
２
年
４
年
１
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
局
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
タ
イ
ヤ
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
又
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
な
お
、
自
動

車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認

証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
（
以
下
「
指

定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の
認
定
を
取
得
し

て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
１
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い

及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
自
整
第
35
3
号
）

の
別
紙
２
の
５
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
（
電
子
制
御
装
置
点
検

整
備
作
業
場
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等

の
も
の
と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

国
自
整
第
77
号

平
成
７
年
３
月
27
日

国
自
整
第
26
号

最
終
改
正
平
成
20
年
５
月
15
日

地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
殿

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
殿

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
整
備
課
長

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
特
殊
整
備
工
場
（
タ
イ
ヤ
整
備
作
業
）
の
認
定
の
取
扱
等
に
つ
い
て

本
文
（
略
）

１
．
（
略
）

１
－
１
事
業
者
（
法
人
又
は
個
人
企
業
）
及
び
事
業
場
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
な
お
、
自
動

車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認

証
の
種
類
、
認
証
年
月
日
及
び
認
証
番
号
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
（
以
下
「
指

定
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
指
定
番
号
、
他
の
種
類
の
認
定
を
取
得
し

て
い
る
場
合
は
、
認
定
の
種
類
、
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

１
－
２
～
１
－
８
（
略
）

２
．
（
略
）

２
－
１
～
２
－
14
（
略
）

２
－
15
整
備
作
業
等
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認

定
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
昭
和
４
２
年
１
月
２
１
日
付
け
自
整
第
７
号
）

の
第
５
表
の
「
項
目
」
欄
に
掲
げ
る
も
の
（「
種
別
」
欄
の
Ｂ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）

に
つ
い
て
は
、
他
の
種
類
の
認
定
等
の
も
の
と
兼
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
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新
旧

２
－
16
（
略
）

附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
国
自
整
第
２
号
）

本
改
正
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
－
16
（
略
）

（
新
設
）
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国 自 整 第 ５ 号 

令和２年４月１日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自動車局長      

 

 

「道路運送車両法の一部を改正する法律」の施行に伴う 

自動車整備等関係業務の取扱いについて 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以下「改正法」と

いう。）の本年４月１日の施行に伴い、分解整備の名称が特定整備に改められること

となった。 

これに伴う自動車整備等関係業務の取扱いについては、下記によることとしたので、

貴管下運輸支局等に対する周知方よろしくお願いしたい。 

なお、本取扱いに疑義がある場合には、適宜、本省に連絡されたい。 

 

記 

 

１．発出済の文書の取扱いについては、改正法の施行前に国土交通省自動車局の各職に

より発出された通知その他の文書であって、改正法の施行に伴い形式的な改正が必要と

なるもののうち、本年４月１日までに特に改正を行わないものにあっては、「分解整備」とあ

るのは「特定整備」に読み替えて適用する。 

 

２．上記１．のほか、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交

通省令第６号）等による条項の繰下げ等が生じた箇所については、当該改正後の条項に

読み替えて適用する。 

 

（例） 

        （読替前）                   （読替後） 

  道路運送車両法施行規則第 57 条第６号  道路運送車両法施行規則第 57 条第８号 

  

(13)「道路運送車両法の一部を改正する法律」の施行に伴う自動車整備等関係業務の
　　取扱いについて
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(14)道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号） 

の経過措置の適用について 
 

国自整第 18 号の２  

令和２年４月 23 日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

  国土交通省自動車局整備課長      

 

 

道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６

号）の経過措置の適用について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。 
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別添 

国 自 整 第 18 号   

令和２年４月 23 日  

 
 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 
 

  自動車局整備課長       
 
 
 
   道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第

６号）の経過措置の適用について 
 
 
 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号。

以下「改正省令」という。）の施行に伴う解釈については、「道路運送車両法施行規則

等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号）の施行に伴う解釈について」

（令和２年２月６日付け国自整第 277 号）により通知したところであるが、今般、同

通知中「１．」に規定する改正省令附則第４条第２号に係る取扱いを下記のとおりと

したので、了知されるとともに、関係者に周知徹底し、遺漏のないよう取り扱われた

い。 
なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 

 

 

記 

 

 
道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）の施行の際現に、

改正省令附則第４条第２号に掲げる事業を経営している者にあっては、改正省令附則

第４条第２号に掲げる自動車の整備又は改造のほか、同条第３号に掲げる自動車の整

備又は改造を行うことができるものとして差し支えない。 
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(15)構内外注に係る特定整備事業者の自らの管理の下で行われる旨の取り決めが交わさ

れる書面等について 

事 務 連 絡 

令和２年５月 11 日 

 

 

各地方運輸局 

自動車技術安全部整備課長 殿 

自動車技術安全部整備・保安課長 殿 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

                     自動車局整備課 

整備事業班長      

 

 

 

構内外注に係る特定整備事業者の自らの管理の下で行われる旨の取り決めが

交わされる書面等について 

 

 

 

いわゆる構内外注の取扱いについては、「電子制御装置整備に係る構内外注及び外

注の取扱要領について」（令和２年２月６日付け国自整第 279 号）にて定められたと

ころですが、同通達別紙１．（１）において、「構内外注における電子制御装置整備は、

特定整備事業者の自らの管理の下で行われることから、その旨の取り決めが交わされ

ていること」とされているところ、下記の全ての項目が記載されている書面が存する

場合は、「取り決めが交わされていること」として取り扱って差し支えありません。 

 

 

記 

 

1. 特定整備事業者名並びに構内外注作業を行う者の氏名又は名称 

2. 構内外注作業の内容 

3. 構内外注作業は特定整備事業者の管理の下で行われること 
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(16)自動運行装置に係る施行規則第 57 条第５号に規定する「自動車の型式に固有の 

技術上の情報を入手することができる体制」の判断方法について 

事 務 連 絡 

令和２年５月 11 日 

 

 

各地方運輸局 

自動車技術安全部整備課長 殿 

自動車技術安全部整備・保安課長 殿 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

                     自動車局整備課 

整備事業班長      

 

 

自動運行装置に係る施行規則第 57 条第５号に規定する「自動車の型式に固有

の技術上の情報を入手することができる体制」の判断方法について 

 

 

自動運行装置を備える自動車の電子制御装置整備については、自動運行装置の点検

及び整備に必要な道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行

規則」という。）第 57 条第５号に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報（以下

「技術情報」という。）を入手することができる体制を有する事業場に限り、認証する

こととしております。 

今般、下記のいずれかの書面が提出された場合には、「技術情報を入手することが

できる体制を有する」ものと判断して差し支えありません。 

なお、申請のあった提出書面に疑義が生じた場合には、当課整備事業班あて連絡さ

れるようお願いします。 

 

 

記 

 

1. 自動車製作者等から発行された技術情報を提供することを証する書面（事業場

の名称及び所在地が確認できる書面）（注 1） 

2. 自動車製作者等がホームページ等で提供した技術情報について、当該情報を入

手することができる体制を有することを確認できる書面（注 2） 

 

注 1 自動車製作者等から発行された証明書等 

注 2 自動車製作者等がホームページ等で示した自動運行装置の整備又は改造に必

要な技術情報（整備情報、専用ターゲット、専用スキャンツール等）を入手

することができる体制を確認できる書面 
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